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○ 大 学 の 概 要

（１）現 況

① 大学名 国立大学法人帯広畜産大学

② 所在地 北海道帯広市稲田町

③ 役員の状況
学長名 鈴 木 直 義（平成 年４月１日～平成 年 月 日）16 19 12 31

長 澤 秀 行（平成 年１月１日～平成 年 月 日）20 23 12 31
理事数 ３名（内１名非常勤）
監事数 ２名（非常勤）

④ 学部等の構成

学部 畜産学部

研究科 大学院畜産学研究科（博士課程・修士課程）
岐阜大学大学院連合獣医学研究科（博士課程）
（構成大学として参加）
岩手大学大学院連合農学研究科（博士課程）
（構成大学として参加）

全国共同利用施設 原虫病研究センター※

、 、学内共同教育研究 地域共同研究センター 畜産フィールド科学センター
施設 大動物特殊疾病研究センター

教育研究支援組織 附属図書館、保健管理センター、大学教育センター、
全学研究推進連携機構、情報処理センター、
放射性同位元素実験室

技能教育組織 別科（草地畜産専修）

その他 事務局

注）※は、全国共同利用の機能を有する附置研究所等を示す。

⑤ 学生数及び教職員数（平成 年５月１日現在）19
（学生数） 畜産学部 名（ 名）1,170 5

畜産学研究科 名（ 名）154 28
別 科 名（ 名）49 0

（教職員数）教 員 名133
職 員 名94

注）学生数の（ ）内は内数で留学生を示す。

（２）大学の基本的な目標等

① 中期目標の前文
国立大学法人帯広畜産大学は 「実践的教育の充実 「世界をリードする研、 」、

究者の養成 「地域社会並びに国際社会との連携」を理念とする世界最高水準」、
の獣医・農畜産系大学を目指すため、以下の３つを基本的な目標とする。
・ 世界をリードする高度専門職業人の養成を強化する教育の充実を目指す。
・ 環太平洋・アジア地域におけるトップレベルの獣医・農畜産学融合分野の
学術研究拠点となることを目指す。

・ 地域社会並びに国際社会の発展に幅広く資するため、教育、文化及び社会
に係るニーズを的確にとらえ、個性や特性を活かした国際的水準の成果・専
門知識の提供及び高度な技術の移転など強固な連携関係の構築を目指す。

② 本学の特徴
本学は、昭和 年に帯広高等獣医学校として創立し、昭和 年に国立学校設16 24

置法により国立大学唯一の獣医農畜産学系単科大学として設立された。以来、
畜産学及び農業諸科学分野の増設、整備・再編を行い、昭和 年に大学院畜産42
学研究科修士課程を開設し、平成２年及び６年には、それぞれ岐阜大学大学院
連合獣医学研究科博士課程及び岩手大学大学院連合農学研究科博士課程の構成
大学として、高度な専門職業人や研究者の育成を担っている。

平成８年には、学内共同教育研究施設「地域共同研究センター」を設置して
民間機関等との共同研究など社会との連携を強化した。そして平成 年には我12
が国の獣医畜産系大学では唯一の全国共同利用施設「原虫病研究センター」を
設置し、最先端科学研究の分野で世界に向けて着実に研究成果を挙げており、
平成 年度に原虫病研究センター教員を中心とした研究組織が、我が国の生命14
科学領域において 世紀 プログラム 研究拠点の一つに選ばれている。原21 COE 28
虫病研究センターは、同プログラムにより推進した原虫病研究の成果が認めら
れ、平成 年５月に３種類の原虫病（ウマピロプラズマ病、ウシバベシア病、19
スーラ）に関する、国際獣疫事務局（ ）のリファレンス・ラボラトリーにOIE
認定された。

平成 年には、我が国における緊急重要課題である「食の安全確保」に関す18
る獣医領域及び畜産領域の融合分野による基礎研究開発、実践技術習得を目的
とした食料安全保障に貢献する高度人材育成のため、大学院畜産学研究科に畜
産衛生学専攻博士課程を設置した。また、平成 年には 「平成 年度教育改20 20、
革」として、学部段階における獣医領域及び畜産領域の融合教育の展開を目的
とした畜産学部の「学科制から課程制への変更 、学部・研究科を通じた一元」
的な教員所属組織としての「研究域の創設」等の実施を決定するなど、教育研
究組織の整備・充実を進めている。

本学が立地している十勝圏は、我が国の食料基地、循環型農畜産業の先進地
域として発展することが特に期待されており、独立行政法人農業・食品産業技

帯広畜産大学



- 2 -

術総合研究機構北海道農業研究センター芽室研究拠点、北海道立十勝農業試験
場、北海道立畜産試験場、北海道立十勝圏地域食品加工技術センターなどの試
験研究機関があり、本学はそれら研究施設と連携を深めながら教員の基礎研究
成果を学生達が一緒になって応用展開する実学重視の人材育成を展開し、国内
はもとより外国（特に開発途上国）の農畜産業の発展に大きく貢献してきた。

本学の理念である人間と自然が共生する社会において 「食の生産向上と安、
全性」を基本とする農畜産物生産から食品衛生及び環境保全に至る一連の研究
教育を通じ、人類の健康と福祉に貢献することを目的に、世界最高水準の獣医
・農畜産学の学術研究拠点の形成、国際的高度専門職業人の養成に向けた教育
の充実強化、地域や国際社会の発展に資する専門的知識技術の移転を中期目標
に掲げ、大学全体の水準向上・活性化を推進している。

帯広畜産大学



- 3 -

（３）大学の機構図
① 平成 年度末現在18
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岩手大学大学院連合農学研究科（博士課程）（構成大学として参加）

[全国共同利用施設]

[学内共同教育研究施設]

[教育研究支援組織]

獣 医 学 科

畜 産 科 学 科
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② 平成 年度末現在19
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岐阜大学大学院連合獣医学研究科（博士課程）（構成大学として参加）

岩手大学大学院連合農学研究科（博士課程）（構成大学として参加）

[全国共同利用施設]

[学内共同教育研究施設]

[教育研究支援組織]

監査室【平成19年４月、学長直轄の組織に改編】

連携融合事業推進室【平成19年４月新設】
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大動物特殊疾病研究センター
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地 域 共 同 研 究 セ ン タ ー

原 虫 病 研 究 セ ン タ ー

放 射 性 同 位 元 素 実 験 室

全 学 研 究 推 進 連 携 機 構
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※ 下線部は、平成 年度に組織改編を行った組織を表し 【 】内に改編の時期及び内容を表す。19 、
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○ 全体的な状況

本学の基本理念は 「実践的教育の充実 「世界をリードする研究者の養成」及 募集時に科学研究費補助金の申請を条件とする等の措置を講じた。また、地域共、 」、
び「地域社会並びに国際社会との連携」により世界最高水準の獣医･農畜産系大学 同研究センターを中核として、大学の研究シーズと社会のニーズをつなぐ機能の
を目指すことである。 充実・強化に努め、平成 年度には、外部資金受入額が過去最高額（受託研究収18

本中期目標期間中は、この基本理念に基づき、全国初となる獣医畜産融合の教 益、受託事業収益及び寄附金収益の総額が８億 万円）となった。1,179
育研究組織である大学院畜産学研究科畜産衛生学専攻博士課程を設置したことを

(3) 自己点検・評価及び情報提供はじめ、地域の試験研究機関との連携協力推進を目的とする「スクラム十勝」を
○ 広報室の設置と大学情報の積極的な発信設立した。また、独立行政法人国際協力機構（ 、国際連合ユネスコ国際教JICA）

育計画研究所（ユネスコ ）と連携協力協定を締結するなど目標達成に向け取 国民や社会に対する説明責任を果たす目的で、大学の情報提供などの窓口としIIEP
り組み、計画を順調に達成している。 て、平成 年４月に「広報室」を設置し、効果的な情報発信とともに、報道関係16

機関等の取材申込等の迅速な対応を行っている。
Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況

○ 改革サイクルの確立のための自己点検・評価システムの構築と体制整備
平成 年度から、年度計画の進捗状況に関し、年度途中に中間評価を実施し、(1) 業務運営の改善及び効率化 18

確実な計画達成を促すとともに、中間評価の結果を踏まえて次年度計画の策定作○ 学長の執行機能の強化と機動的・戦略的な運営体制の構築
学長のリーダーシップを支える戦略スタッフ組織として、学長特任補佐及び学 業を行っている。これにより、年度終了時の全学的見地からの横断的な点検・評

長補佐による学長補佐室を設置した。また、学長、理事、事務局長、学長特任補 価と合わせ、評価から計画策定に至るサイクルを確立した。平成 年度には、自18
19佐で構成する戦略会議を設置し 最重要戦略課題等の課題設定と戦略策定を行い 己点検・評価をより機動的に行うため スタッフ制の企画評価室を設置し 平成、 、 、 、

教育研究評議会、経営協議会、役員会で決定する経営体制を構築した。 年度には、次期中期目標・中期計画の策定等を控え、機動性及び専門性を一層向
平成 年度は、学長補佐体制の見直しを行い、平成 年度から学長補佐室を廃 上させるため、構成員を増員した。19 20

止し、理事と新たに任命した副学長３名（企画評価担当、学部教育担当、地域連
(4) その他業務運営に関する重要事項携・国際協力担当）を中心とした、機動的な体制に移行することとした。
○ キャンパスマスタープラン の策定2006
平成 年度に教育研究環境の維持及び向上を図るために 「キャンパスマスター○ 戦略的な資源配分の実施 17 、

教員人事は 「後任人事」を廃止し、欠員を機械的に補充する方式ではなく、戦 プラン 」を策定した。平成 年度には、同プランに基づく「帯広畜産大学施、 2006 19
略的に補充が必要な教育研究分野に係る方針を案件ごとに策定し、中期目標・中 設環境整備５ヶ年計画」により、平成 年度着工予定の家畜病院老朽改善整備事20
期計画の重点領域を中心に学長が決定している。 業の一部増築部分に対して、新たな整備手法と財源確保に向けた検討を行った。

財政資源の配分については、学長が予算配分の基本方針を策定し、経常的経費
○ 総合研究棟Ⅰ号館及び講義棟改修事業の完了と戦略的経費に区分した上で予算配分を行っている。経常的経費に区分される教

育研究経費は、各教員からの予算要求と大学教育センターにおける査定を踏まえ 平成 年度から実施していた総合研究棟Ⅰ号館及び講義棟改修事業が平成 年14 19
て傾斜配分を行い、戦略的経費である学長裁量による学内公募型プロジェクト研 度に完了し、全学共通実習室、マルチルーム等を整備し、教育研究等の諸活動を
究経費等の配分は、申請基準の見直しや配分総額の増額等を行い、学長が採択課 支える施設への再生、充実を図った。また、耐震性能を確保するとともに、空調
題を決定して資源配分を行っている。 設備の設置、視聴覚設備の充実、少人数ゼミ等に対応できる収容可変式の小講義

平成 年度は、前年度までの方針を踏襲したほか、平成 年度の「研究域」設 室の設置など、教育研究環境の一層の充実を図った。19 20
、 、 。置にあわせ 教育研究活動の活性化を踏まえた 教員の戦略的配置を検討をした

○ 危機管理の体制整備等
平成 年度に危機管理を総合的・計画的に進めるため、通常時の予防的観点を(2) 財務内容の改善 18

含めた危機管理体制及び危機事象発生時の対処方法等を定めた危機管理規程を制○ 人件費管理を中心とする財政運営計画の策定
平成 年３月に、組織の活性化と人件費抑制に配慮した 「財政運営計画－人件 定するとともに、全学的リスクマネジメント組織として危機管理室を設置し、危19 、

費を中心として－」を策定した。本計画では、基礎的収益に対する人件費比率の 機管理の体制整備を行った。
上限を定め、中期目標・計画期間の人事管理計画、人員削減数を策定している。 平成 年度には、危機管理規程に基づき、危機管理ガイドラインを平成 年３19 20
平成 年度は 本計画に基づき 人員管理を行い 人件費削減目標を達成した 月に制定したほか 「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」19 、 、 、 。 、

に基づき、研究費の不正使用防止に向けた内部統制の体制構築を行い、コンプラ
イアンス室を設置した。○ 外部研究資金の獲得に向けた取組

科学研究費補助金等の競争的資金の獲得に向け、教育研究改革プロジェクトの

帯広畜産大学
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○ 原虫病研究センターにおける全国共同利用の推進と リファレンス・ラボⅡ 教育研究等の質の向上 OIE
ラトリー認定

全国共同利用の研究施設である原虫病研究センターでは、国内外の関連研究機(1) 教育の質の向上
関との連携による共同研究の充実を図った。また、平成 年度に国際監視部門を○ 大学院畜産学研究科畜産衛生学専攻博士課程の設置 17

平成 年に全国で初めてとなる獣医学と畜産学の融合した教育研究組織である 新設し、任期付き教員４名を採用し組織の充実を図った。16
大学院畜産学研究科畜産衛生学専攻修士課程を設置した。 これまでの、原虫病研究センターでの研究成果が認められ、平成 年５月に同19
平成 年には 同専攻修士課程を基盤とした博士課程を新設した 本専攻は 食 センターは、ウマピロプラズマ病、ウシバベシア病、スーラに関する国際獣疫事18 、 。 「

の安全確保 に関する高度専門職業人及び研究者の養成を目的とし 講義 実習 務局（ ）のリファレンス・ラボラトリーとして認定されたほか、原虫病の世」 、 、 、 OIE
討論が一体となった「総合型授業」の導入、必修科目としての国内外のインター 界的研究拠点を形成する一環として コラボレイティング・センターの申請をOIE
ンシップなど、大学院教育の実質化に対応した国際水準の教育プログラムを編成 行い、生物学的規準委員会で承認された。平成 年５月の 総会で正式に承認20 OIE
しており、博士課程設置初年度の平成 年度に「魅力ある大学院教育」イニシア される予定である。18
ティブ（大学院 ）に採択されている。GP

○ 地域と連携した研究活動の推進：スクラム十勝の設立
学内の組織的研究活動等の推進及び地域と連携した組織的な研究を推進する機○ 平成 年度大学改革：畜産学部の課程制への移行と研究域の設置20

平成 年に行った学科統合等を内容とする教育研究組織改革の効果等を見直し 関として、全学研究推進連携機構を整備し、戦略マネジメント室、知的連携企画14 、
。 、 、中期目標・計画のうちの重要戦略課題として、学部教育の充実、教育・研究組織 オフィスを設置した 平成 年３月には 地域における畜産業の問題解決のため17

の整備について検討を進めた。 十勝管内の公設試験研究機関と「スクラム十勝」を設立した。
平成 年度は、学部段階における獣医畜産融合の教育を推進するため、平成 平成 年度には 「機能性を重視した十勝産農畜産物の高付加価値化に関する技19 20 17 、

」 、 「 」年４月より学科制から課程制に移行することとし、専門教育コースである「ユニ 術開発 をテーマにした事業が 文部科学省の 都市エリア産学官連携促進事業
ット」及びカリキュラムの大幅な改編を行った。また、学部・大学院を通じた一 に採択された。
元的な教員組織である「研究域」を設置し、学部・大学院の教育を担当する教員

(3) 社会との連携、国際交流は、研究域に所属して「学士課程教育 「修士課程教育 「博士課程教育」の各課」 」
○ 「十勝アグリバイオ産業創出のための人材育成」事業の実施程教育に参画することとした。

帯広市が策定した地域再生計画と連携して、十勝圏の地域特性を活かし、食品
の安全、健康を考慮した食品加工品の創出等に向けた人材を育成する「十勝アグ○ 「特色ある大学教育支援プログラム（特色 」の採択GP）

畜産学部では、新入生全員が参加する「全学農畜産実習」等により、農畜産の リバイオ産業創出のための人材育成」事業が、文部科学省の科学技術振興調整費
幅広い知識と体験を提供し、クラス単位の実習参加を通じたコミュニケーション ＜地域再生人材創出拠点形成＞に採択され、平成 年度から開始した。19

18能力の育成とともに、その後の専門教育の自主的な選択を支援している。平成
○ 地域貢献推進事業の推進年度には 「全学農畜産実習を通じた総合的導入教育」が文部科学省の「特色ある、

大学教育支援プログラム（特色 」に採択された。平成 年度は、さらに食料 大学開放事業、公開講座、出前講座等を積極的に推進し、スーパー・サイエンGP 19）
生産から加工・流通までを体系的に学習できるよう授業内容を改善した。 ス・ハイスクール（ ）事業による北海道帯広柏葉高等学校連携講座、協力協SSH

定に基づく北海道帯広農業高等学校との連携事業、サイエンス・パートナーシッ
プ・プロジェクト（ ）事業による教員研修等を実施している。○ 「現代的教育ニーズ取組支援プログラム（現代 」の採択GP） SPP

「国際貢献を担う人材育成のための連携教育」が文部科学省の平成 年度「現17
○ 積極的な国際協力の展開と連携融合事業の推進代的教育ニーズ取組支援プログラム（現代 」に採択され、平成 年に、食品GP 18）

安全科学を共通テーマに、専門教育と国内外の実践教育に裏付けされた国際専門 これまでの本学の国際協力活動及び地域貢献活動が高く評価され、平成 年に17
職業人育成を行う、畜産国際協力ユニットを設置した。 と大学としては初となる連携協力協定を締結し、集団研修コースの実施、海JICA

外短期派遣専門家としての教員派遣、青年海外協力隊短期派遣制度を利用した学
生の海外派遣等多くの国際協力事業を推進し、平成 年には 理事長賞を受賞(2) 研究の質の向上 19 JICA
した。平成 年には、大学としては初、世界でも２校目となる との連携協力○ 世紀 プログラムの推進と研究成果等の積極的な情報発信21 COE 18 IIEP

平成 年度に採択された 世紀 プログラム（課題名：動物性蛋白質資源の 協定を締結し、 へのインターンシップ派遣等を実施している。14 21 COE IIEP
生産向上と食の安全確保－特に原虫病研究を中心として－）を、原虫病研究セン また、平成 年には 、 との連携融合事業を推進するための全学的な組19 JICA IIEP
ターを中核として推進した。また、 世紀 プログラムによる研究成果の社会 織として、学長直轄の「連携融合事業推進室」を設置した。21 COE
への積極的な発信に努め、国際研究集会、シンポジウム等を開催したほか、同プ
ログラムの最終年度の平成 年度には、研究教育成果の総括を行い、平成 年 月18 19 4
に成果報告シンポジウムを開催した。

帯広畜産大学
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項 目 別 の 状 況

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(1) 業務運営の改善及び効率化に関する目標
① 運営体制の改善に関する目標

・ 学長のリーダーシップのもと、全学的な視点に立った機動的な大学運営を遂行できる運営体制を整備する。
中

・ 自己点検・評価により各審議機関の在り方を検証し、必要に応じ見直しを行う。
期

・ 教員の教育研究活動以外の負担を軽減し、人的資源を有効に活用する。
目

・ 大学運営に外部の意見を積極的に反映させるための取組を進める。
標

・ 内部監査を適切に実施し、業務運営の改善に努める。

判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ進捗
状況

中 期 計 画 平 成 年 度 計 画19
中 年中 年 平成 年度までの実施状況 平成 ～ 年度の実施予定19 20 21
期 度期 度

○ 全学的な経営戦略の確
立に関する具体的方策

（平成 ～ 年度の実施状況概略）【 】1 16 18
学長が示した基本方針に 本中期目標期間中の経営戦略Ⅲ ○ 中期目標期間中の経営戦略の策定

、 、基づき、役員会が経営戦略 中期目標・中期計画を内容とする学長の基本方針に に係る事項については 平成20
を策定し、経営協議会の審 基づき、平成 年度に役員会において、本中期目標期 年度ともに、同様の方針を踏16 21
議を経て学長が決定する。 間中の人員管理及び予算配分について、以下に掲げる 襲し、以下の取組を行う予定で

経営戦略を策定した。 ある。
・ 人員管理に係る戦略的方策として 「任期制の拡 ( ) 任期制の拡大、 1

大 「教職員数の削減 「教職員の戦略的配置」を 引き続き、助教採用者すべ」、 」、
積極的に行う。 てに任期制を適用する。

・ 戦略的な予算配分の方策として、予算を経常的経 ( ) 教職員数の削減2
費と戦略的経費に区分し、経営戦略に基づいた査定 平成 年３月策定の「財政19
による予算配分を実施する。 運営計画」に基づき、引き続
これらの経営戦略については、各年度の評価結果を き対前年度、教員数１、事務

踏まえ、平成 年度以降も踏襲して実施している。平 系職員数２を削減する。17
成 ～ 年度における、これらの経営戦略に基づく主 ( ) 戦略的な教員配置16 18 3
な取組は以下の通りである。 平成 年４月に、一元的な20

「 」( ) 任期制の拡大 教員所属組織である 研究域1
・ 教員の理事就任に伴う補充人事に適用（平成 を設置したことに伴い、研究16
年度） 域を構成する各部門におい

・ 重要戦略課題である大学院畜産学研究科畜産衛 て、教員採用等の人事に関す
生学専攻に採用の助手に適用（平成 年度） る要望をとりまとめ、学長の16

・ 地域共同研究センター教授に適用 平成 年度 リーダーシップのもとに戦略（ ）16
・ 全国共同利用の研究施設である原虫病研究セン 的な人事の策定を行う。
ターに新設した、国際監視部門に適用（平成 年 ( ) 戦略的な予算配分の実施17 4
度） 戦略的経費である学長裁量

・ 平成 年４月以降の助教採用者全てに適用（平 による学内公募型プロジェク19

帯広畜産大学
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成 年度） ト研究経費の配分において、18
( ) 教職員数の削減 前年度の成果報告やその他の2

平成 年度以降の教職員数について、教員数１、 研究業績を採択に反映させる17
事務系職員数２を毎年削減し、平成 年度の常勤職 ほか、優れた業績を挙げた研16
員数 人に対し、平成 年度には、常勤職員数 究者に対してインセンティブ250 18 244
人とした。 を付与する方策の改善を行

( ) 教職員の戦略的配置 う。3
教員については、本学の教育研究理念・目標を充 また、平成 年度に策定し19

分に達成できるよう、欠員状況を考慮し、戦略的に た「目的積立金使用方針」に
補充が必要な教育研究分野に係る人事に関する方針 基づき、重点整備事項に係る
を案件ごとに策定し、教員人事を行った。 施設・設備の整備を進める。
事務系職員については、新規採用を厳に抑制し、

真に必要な部署に限って配置し、職員数の削減に伴
う業務の質の低下を防ぐとともに、対応力の向上と
効率化を図るため、平成 年度に事務局８課のうち17
５課においてグループ制を導入した。
専門的知識を必要とする職として３年任期の非常

勤専門職（国際協力推進担当、情報処理担当、留学
生担当）を置くこととし、平成 年度に公募の上、17
３名採用した。

( ) 戦略的な予算配分の実施4
経常的経費に区分される教育研究経費について

は、各教員からの予算要求と大学教育センターにお
ける査定に基づく傾斜配分を行っている。
戦略的経費については、学長の基本方針を反映さ

せることができるよう、学長裁量経費である、学内
公募型プロジェクト研究経費などによって配分を行
った。

○ 評価結果や情勢の変化への対応
( ) 財政運営計画の策定1

運営費交付金に係る効率化への対応のため 「人、
件費抑制 「経費節減 「財源確保」の具体的方策」、 」、
を検討する方針とし 「財政運営改善検討 」を、 WG
設置し、人事制度、人件費管理、業務改善等の様々
な観点から財政運営の改善に向けた検討を行い、平
成 年３月に組織の活性化と人件費抑制に配慮した19
「財政運営計画－人件費を中心として－」を策定し
た。

( ) 評価結果を踏まえた大学運営の改善2
平成 年度に、前年度の評価結果を踏まえ、危機18

管理体制を見直し、法人全体としての危機管理を総
合的かつ計画的に進めるため、通常時の予防的観点
を含めた危機管理体制及び危機事象発生時の対処法
等を定めた危機管理規程を整備する等の取り組みを
行った。

( ) 施設環境マネジメントに関する基本方針の策定3
18教育研究環境の維持及び向上を図るため、平成

年９月に、施設環境マネジメントの体制の整備、方
策の確立及びサイクルの構築を 本の柱とする「施3

帯広畜産大学
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」 。設環境マネジメントに関する基本方針 を策定した

（平成 年度の実施状況）【 】1 19
中期目標期間中の経営戦略 人員管理に係る戦略的方策として掲げる「任期制のⅢ

について、前年度の評価結果 拡大」について、平成 年４月以降の全ての助教採用19
や情勢の変化に対応し、必要 者に任期制の適用範囲を拡大し、本年度は２名の任期
に応じて見直しを行う。 付き教員を採用し、４名の採用を内定した。

「教職員数の削減」については、平成 年度に策定18
した財政運営計画に基づき、平成 年度１％の人件費19
削減目標を達成するため、前年度から教員数１、事務
系職員数２を削減し、常勤職員数 人とし、年度を241
通して過員を生ずることなく運用を行った。

このほか 「戦略的配置」について、平成 年度の、 20
大学改革による教員所属組織としての「研究域」設置
にあわせ、教育研究活動の活性化を踏まえた教員の配
置について検討を行った。
予算面に係る戦略的方策として掲げる「戦略的な予

算配分の実施」については、経常的経費に区分される
教育研究経費の各教員からの予算要求と大学教育セン
ターにおける査定に基づく傾斜配分を継続して実施し
た。戦略的経費である学長裁量による学内公募型プロ
ジェクト研究経費の配分については、前年度のプロジ
ェクトの成果報告やその他の研究業績を採択に反映さ
せたほか、若手研究者の研究活動に配慮した採択を行
うなど、戦略的な資源配分を実施した。また、学内の
重点整備事項を実施するための資源配分上の具体的方
策として「目的積立金使用方針」を策定した。

○ 運営組織の効果的・機
動的な運営に関する具体
的方策

（平成 ～ 年度の実施状況概略）【 】2 16 18
、 、経営協議会、教育研究評 法人化に伴い設置した経営協議会と教育研究評議会 経営協議会 教育研究評議会Ⅲ

議会の構成員、規模等運営 は、社会との意思疎通と学内の合意形成とのバランス 役員会、運営連絡会議、部門会
体制の改善点・問題点を検 を確保しつつ大学運営を行っていく上で重要な役割を 議等それぞれの会議体の活動実
証し、必要に応じて見直し 果たすべき機関である。本学では、両機関を大学の意 態の検証を行い、必要な見直し
を行う。 思決定における実質的な審議機関とするため、教授会 を行うとともに、相互の連携が

の審議事項を「学生の入学、退学、転学、留学、休学 効果的に図れているかどうかの
及び卒業の手続き並びに基準に関する事項」及び「そ 観点から、平成 年度に整備し19
の他教育研究に関する重要な事項」の２点に精選する た大学運営における学内合意形
とともに 教育研究評議会の審議にゆだねることとし 成等の意思疎通に係る新たな体、 、
両機関を名実ともに大学の意思決定における審議機関 制の検証を行い、運用実態を把
とした。 握して、必要な見直しを行う。
また、委員構成を含め、両機関の運営体制・運営状

況を検証し、平成 年度には、マネジメント機能を強17
化するため、経営協議会学外委員の任期満了に伴い、
地元民間企業経営者を新たに選考したほか、平成 年18
度からは、教育研究組織の見直し等に係る業務運営の
改善に資するため、監事が教育研究評議会にも陪席す
ることとした。従来から陪席することとしていた役員

帯広畜産大学
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会及び経営協議会に加え、学内の主要会議の全てに監
事が陪席することとなり、監事の意見をより一層大学
運営に反映させる体制とした。
各機関の議事の進め方については、従来 「議題 、、 」

「報告事項」の２つのカテゴリーによって行っていた
が、役員会、経営協議会、教育研究評議会等の諸会議
において、大学運営等に係る方針策定に関して、学外
理事、監事、経営協議会学外委員等の外部有識者の提

18言を積極的に活用するためのシステムとして、平成
年度より 「方針審議」を追加し 「方針審議」を経た、 、
後に 当該方針のもとに課題を具体化させ 議題 報、 「 」、「
告」へと進むこととした。

（平成 年度の実施状況）【 】2 19
経営協議会、教育研究評議 経営協議会、教育研究評議会の運営体制・運営状況Ⅲ

会の構成員、規模等運営体制 の検証の結果、大学運営における学内の合意形成等の
の改善点・問題点を検証し、 意思疎通手段の改善を図ることとし、平成 年３月に20
必要に応じて見直しを行う。 両機関の構成員が任期満了となること、平成 年４月20

に一元的な教員所属組織である「研究域」を設置する
、 、 、ことに伴い 教育研究評議会の構成員を変更し 学長

理事、副学長、事務局長、各部門長、副部門長及び各
センター長を構成員にするとともに、新たに運営連絡
会議及び部門会議を設置することとした。
運営連絡会議においては、役員会、経営協議会、教

育研究評議会、各種委員会等の審議事項・審議結果を
各部門長・センター長に伝達し、各部門長等は、それ
を受けて部門会議・センター会議においてそれぞれの
構成員に伝達するととともに、意見を聴取し、教育研
究評議会に部門会議等における議論の結果を示すこと
とし、運営連絡会議と部門会議を活用して、学内の合
意形成及び円滑な意思伝達が可能となるよう体制を整
備した。

、 、また 本年度末の経営協議会委員の任期満了に伴い
経営・経済的視点からの学外の専門家の意見等を取り
入れるため、中期計画番号７の本欄に記載のとおり学
外有識者委員の選考を行った。

（平成 ～ 年度の実施状況概略）【 】3 16 18
学長補佐体制を見直し、 法人化に伴い、国立大学法人の長として、経営・教 平成 年度に理事・副学長をⅢ 20

学長の執行機能の整備充実 学双方の最終責任者として強いリーダシップと経営手 中心とした体制に整備する学長
を図る。 腕の発揮が期待される学長の執行機能を強化するた 補佐体制を、より機動的な体制

め、平成 年度に法人化を見据えた学長補佐体制を整 となるよう充実を図るととも15
備し 副学長の他 学長特任補佐 学長補佐を置いた に、学長の執行機能強化の観点、 、 、 。

副学長は、学長の指示した全学的な重要事項につい から検証を行い、必要な見直し
て企画・立案し、部局長及び各種委員会等との連絡調 を図る。
整を行い、学長特任補佐は、学長が指示する特命事項
を担当または分担することとした。また、学長補佐は
、学長が指示する特定の課題等について調査研究を行
うスタッフとして位置付けた。
法人化した平成 年度からは、副学長を理事２名が16
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、 、兼ねることとし 役員として学長を補佐するとともに
４名の学長特任補佐、 名の学長補佐からなる、学長11
補佐室を新たに設置した。
平成 年度は、 年度の学長補佐室の業務量の多さ17 16

に鑑み、学長特任補佐１名、学長補佐２名を増員する
とともに、学長補佐を学術（総務・研究）担当及び学
務（教育・学生）担当に分担し、業務を明確化するこ
とによって、学長補佐体制の充実を図った。また、平
成 年度は、学長補佐が 月に任期満了を迎えるにあ18 12
たり、学術担当、学務担当ともに、平成 年度に向け20
て引き続き継続して検討すべき重要課題が多いことか
ら、平成 年１月に学長特任補佐５名、学長補佐 名19 13
を全員再任した。

（平成 年度の実施状況）【 】3 19
学長補佐体制を見直し、学 平成 年度業務監査における指摘事項を踏まえ、法Ⅲ 18

長の執行機能の整備充実を図 人化後の管理運営機構について再検討するため、平成
る。 年５月に「管理運営機構再検討 」を設置し、部19 WG

局長の在り方、委員会等の整理統合の他、理事・学長
特任補佐の役割分担について見直しを行った。法人化
以降、各種委員会等の長の大部分を常勤理事が担って
おり、業務負担が過剰であること、また教育研究評議
会等における議題等の提案を担当理事が行っているた
め、討議に加わることができないこと等が課題となっ
ていた。

平成 年１月に就任した新学長のもと、同 の検20 WG
討結果を踏まえ、平成 年度以降の学長補佐体制につ20
いて検討を重ねた結果、平成 年度からは、これまで20
学長補佐体制として位置付けていた学長補佐室（学長
特任補佐・学長補佐）を廃止し、理事が兼務する副学
長２名の他に、担当を明確にした副学長３名（企画評
価担当、学部教育担当、地域連携・国際協力担当）を
置き、大学運営上の管理責任を持ち、各種委員会の長
等ともなる役割を副学長５名で担う体制に移行し充実
を図ることとした。
これにより、学長補佐体制は、理事・副学長を中心

とした体制に整理し直し、特定課題の調査研究スタッ
フについては、機動性を重視し、これまで、学長補佐
として固定した構成員で行っていた体制から、学長の
指示を受けた理事・副学長のもとで各種委員会等の構
成員及び事案に応じて招集されるスタッフによって行
うこととした。
また、同ＷＧにおいて検討された部局長等の在り方

を踏まえ、平成 年 月に、一元的な教員所属組織と20 4
、 、して設置する研究域に 部門長及び部門会議を設置し

部局長の役割と責任を明確にするほか、大学運営にお
ける学内の合意形成等の意思疎通手段の改善を図り、
学長の執行機能を強化することとした。
具体には、教育研究評議会の構成員を変更し、部門

長、副部門長を構成員としたほか、新たに運営連絡会

帯広畜産大学
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議を設置し、役員会、経営協議会、教育研究評議会、
各種委員会等の審議事項・審議結果を運営連絡会議に
おいて各部門長・センター長に伝達することとした。
部門長等はそれを受けて、各部門会議・センター会

議において、それぞれの構成員に伝達するとともに、
意見を聴取し、教育研究評議会において部門会議等に
おける議論の結果を示すこととした。

（平成 ～ 年度の実施状況概略）【 】4 16 18
学内の各種委員会の改善 平成 年４月に将来構想検討委員会の下に設置した 法人化以降の新たな需要、各Ⅲ 14

点・問題点を検証し、必要 「組織業務専門部会」において、法人化後の組織業務 種委員会等の整理統合等によっ
に応じて整理統合を行うと を検討し、運営組織については、学長を中心とする執 て設置された委員会等及び、平
ともに、審議事項の見直し 行機能を強化するとともに、管理運営における責任と 成 年４月に「平成 年度教育20 20
を図る。 権限の所在の明確化、各組織の審議事項の棲み分け、 改革」として行った大学運営体

教員の負担軽減等の観点から、各種委員会の大幅な見 制、教育研究組織改革、教育研
直しを進め、平成 年度には、法人化以前の平成 年 究支援組織改革によって整備し16 15
度に存在した の委員会等のうち、 の委員会を廃止 た委員会等の組織に関する検証50 26
した。 を行い、活動実態を把握し、構
平成 年度以降は自己点検・評価による学内各種委 成員、審議事項、組織の在り方16

員会等の改善点・問題点の検証等により、主に委員会 等の見直しを行い、改善を図る
組織からスタッフ制のオフィス・室への移行等の組織 とともに、教員負担の軽減、教
構成員、設置形態の変更、新たな課題・改善事項等に 員と事務職員の連携の強化等の
対応する委員会等の新設を行った。平成 年度～ 年 業務の効率化を図る観点から、16 18
度における主な取組状況は次のとおりである。 必要に応じて委員会等の整理統

合を行う。
( ) 委員会等の整理統合等1

・ 学部教育センター、留学生委員会、教育研究等
16機能開発室等を大学教育センターに統合（平成

年度）
・ 入学試験委員会、大学院入学試験委員会、入学
者選抜方法研究委員会を入学試験委員会に統合
（平成 年度）16

・ 健康安全管理委員会、保健管理委員会を安全衛
生委員会に統合（平成 年度）16

( ) 委員会組織からスタッフ制組織への移行2
・ 広報室（旧、広報委員会 （平成 年度）） 16
・ 地域貢献推進室（旧、地域貢献推進委員会、公
開講座委員会 （平成 年度）） 16

・ 国際協力推進オフィス（旧、国際交流委員会、
国際開発協力委員会 （平成 年度）） 16

・ 企画評価室（旧、評価委員会 （平成 年度）） 18
・ 施設環境マネジメントオフィス（旧、施設環境
整備委員会、交通対策委員会 （平成 年度）） 18

( ) 新たな課題・改善事項等に対応する委員会等の新3
設・改編

（ ）・ 全学研究推進連携機構を設置 発明委員会廃止
（平成 年度）16

・ 知的連携企画オフィスを設置（平成 年度）16
（ ）・ 戦略マネジメントオフィスを設置 平成 年度16

・ 附属家畜病院運営委員会を設置（平成 年度）16
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・ 情報セキュリティ委員会を設置（平成 年度）17
・ 実験動物施設管理室を設置（平成 年度）17

（ ）・ 大学教育センター運営会議を設置 平成 年度18
・ 附属図書館運営委員会の下に機関リポジトリ専
門部会を設置（平成 年度）18

・ 危機管理室を設置（平成 年度）18

（平成 年度の実施状況）【 】4 19
学内の各種委員会の改善点 平成 年度にセクシャル・ハラスメント対策委員会Ⅲ 18

・問題点を検証し、必要に応 において行ったハラスメント防止等の体制の見直しの
、 、じて整理統合を行うととも 結果を踏まえ セクシャル・ハラスメントに限定せず

に 審議事項の見直しを図る アカデミック・ハラスメント等、ハラスメント全般に、 。
適切に対応するため、平成 年４月に、同委員会を廃19
止し、新たにハラスメント対策委員会を設置した。

月には、世界医師会によるヘルシンキ宣言を踏ま10
え ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 平、 （
成 年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第１16
号）等に基づき、本学で実施する人体及び人体より採
取した試料等を用いて行う研究の適正な実施及び審査
をするための機関として、人体及びヒト試料研究倫理
審査委員会を新設した。
また、平成 年度からの研究域の設置による、教員20

所属組織の改編にあわせ、戦略会議等で各種委員会の
構成員の選出方法等について見直しを行った。従来の
委員会構成員の選出は、学科等の部局に選出を一任し
ていたため、一部の教員が複数の委員会の構成員とな
る傾向があり、一部の教員に対する教育研究以外の負
担の偏重が顕著であった。そのため、部局において構
成員を選出する委員会数を縮減し、学長の指名により
構成員を選出する委員会を増やすこととし、教員の教
育研究活動以外の負担軽減及び大学運営等への参画機
会の適正化を図ることとした。

○ 教員・事務職員等によ
る一体的な運営に関する
具体的方策

（平成 ～ 年度の実施状況概略）【 】5 16 18
教員と事務職員等との役 法人化以前の大学運営業務における事前協議機関 教員の教育研究以外の負担をⅢ

割分担を見直すとともに、 は、教員を構成員とする各種委員会であったが、教員 軽減するため、事務職員等が大
教員と事務職員が一体とな と事務職員等との役割分担を見直し、教員の教育研究 学運営業務に参加することを意
ったオフィスシステムの導 活動以外の負担を軽減するとともに、大学運営業務に 図するとともに、教員組織と事
入など教員組織と事務組織 おける事務職員の積極的な参加を促して、教員と事務 務組織との連携の強化を図るこ
との連携を強化する。 職員の連携を強化することによって、人的資源を有効 とを意図して導入したオフィス

16 20 21活用するため、平成 年度以降、オフィスシステムを システムにおいて、平成 ・
導入し 事務職員も構成員となる室・オフィスの設置 年度は、当初の意図が実現され、 、
各種委員会の室・オフィスへの移行等を行った。平成 ているかどうか、人的資源の有
年度以降は、室・オフィス等における教員と事務職 効活用が実現されているかの検18

員の連携の状況等の見直しを図り、構成員の再検討、 証を行う。また、平成 年度か20
新たな課題等に対応する室・オフィスの新設を行って ら新しい理事・副学長を長とし
いる。 て構成し直した室・オフィスに

帯広畜産大学
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平成 年度～ 年度における主な取組状況は以下の おいて、構成員、審議事項等の16 18
とおりである。 見直しを行う。

( ) 平成 年度設置1 16
・ 広報室（旧、広報委員会）
・ 地域貢献推進室（旧、地域貢献推進委員会、公
開講座委員会）

・ 知的連携企画オフィス
・ 国際協力推進オフィス（旧、国際交流委員会、
国際開発協力委員会）

・ 戦略マネジメント室
( ) 平成 年度設置2 18

・ 企画評価室（旧、評価委員会）
・ 施設環境マネジメントオフィス（旧、施設環境
整備委員会、交通対策委員会）

・ 危機管理室

（平成 年度の実施状況）【 】5 19
オフィスシステムの見直し 本学におけるコンプライアンスの推進と、社会的信Ⅲ

を図り、業務運営の一層の効 頼の維持及び業務運営の公正性の確保に資するため、
率化を推進する。 平成 年６月にコンプライアンス室を設置し、不正防19

止に関する規程の制定、研究費の不正への取組に関す
る方針及び意思決定手続きの公表、不正防止計画の策
定等の業務を行った。
教員と事務職員等との役割分担については、教員の

教育研究以外の負担を軽減する観点のほか、教員の中
での役割の分担も重要な観点としており、教授を教育
研究のみならず、大学運営上の管理責任を持つ職と位
置づけるとともに、中期計画番号３の本欄に記載した
学長補佐体制の整備充実に係る検討と中期計画番号４
の本欄に記載した各種委員会等の構成員に係る検討に

、 、あわせて 平成 年度以降の室・オフィスの運営体制20
構成員等について見直しを行い、理事に業務負担が偏
重していた運営体制を、各室・オフィスの業務分野に
応じた担当副学長を中心とした運営体制に改め、大学
運営上の管理責任の明確化と機動性の向上を図ること
とした。

○ 全学的視点からの戦略
的な学内資源配分に関す
る具体的方策

（平成 ～ 年度の実施状況概略）【 】6 16 18
役員会の審議を経て学長 学長が「予算編成基本方針」として、予算配分の基 引き続き、学長が「予算編成Ⅲ

が予算配分の基本方針を策 本方針を策定し、支出予算を経常的経費と戦略的経費 基本方針」として、予算配分の
定し、これを基に学内各部 に区分した上で、学内各部局等からの予算要求に対し 基本方針を策定し、支出予算を
局等からの要求に対して経 て、中期目標・中期計画等に照らして、査定を行い、 経常的経費と戦略的経費を区分
営戦略に基づいた査定によ 「予算編成方針 「予算実施計画」として、全学的視 した上で、学内各部局からの予」、
り全学的視点から予算配分 点から予算配分案を策定し、その後、経営協議会、役 算要求に対して、中期目標・中
案を策定し、経営協議会、 員会における前年度までの資源配分に対する検証、評 期計画等に照らして、査定を行
役員会の審議を経て学長が 価等の審議を経て予算配分を行っている。 い 「予算編成方針 「予算実施、 」
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配分する。 経常的経費に区分される教育研究経費については、 計画」として、全学的視点から
、 、あらかじめ教員からの予算見積もりを義務づけ、大学 の予算配分案を策定し その後

教育センターにおける査定を踏まえて傾斜配分を行 経営協議会、役員会における前
い、戦略的経費である学長裁量による学内公募型プロ 年度までの資源配分に対する検
ジェクト研究経費等の配分については、申請基準等の 証、評価等の審議を経て予算配
見直しや配分総額の増額等を行い、形式・書面・合議 分を行い、戦略的かつ重点的な
の各審査結果に基づいて学長が採択課題を決定し、資 予算の執行を行う。
源配分を実施している。また、多額の経費を要する事 経常的経費、戦略的経費に係
業及び設備要求については、学内各部局からの予算要 る学内照会、審査等の予算編成
求の後に、学長、理事、事務局長のヒアリング等を経 過程の方法は前年度までの方法
て、概算要求事項とするものと、当初予算で学内配分 を踏襲するが、具体の審査メン
するものとを分け、当初予算で配分を行うものについ バー、申請基準及び配分総額に
ては 「重点整備事項」として予算配分を実施してい ついては見直しを行う。、
る。
また、外部資金による間接経費をプロジェクト経費

などの戦略的経費として重点配分している。

（平成 年度の実施状況）【 】6 19
役員会の審議を経て学長が 昨年度に引き続き 学長が 予算編成基本方針 予Ⅲ 、 「 」、「

予算配分の基本方針を策定 算編成方針」として予算配分の基本方針を策定し、支
し、これを基に学内各部局等 出予算を経常的経費と戦略的経費に区分した上で、学
からの要求に対して経営戦略 内各部局からの予算要求に対して、中期目標・中期計

、「 」 、に基づいた査定により全学的 画等に照らして査定を行い 予算実施計画 として
視点から予算配分案を策定 全学的視点からの予算配分案を策定し、経営協議会、
し、経営協議会、役員会の審 役員会の審議を経て予算配分を行い、戦略的かつ重点
議を経て学長が配分する。 的な予算の執行を行った。

経常的経費に区分される教育研究経費については、
昨年度に引き続き各教員からの予算要求と大学教育セ
ンターにおける査定に基づく傾斜配分を行い、戦略的
経費である学長裁量による学内公募型プロジェクト研
究経費の配分については、前年度のプロジェクトの成
果報告やその他の研究業績を採択に反映させたほか、
若手研究者の研究活動に配慮した採択を行うなど、戦
略的な資源配分を実施した。

○ 学外の有識者・専門家
の登用に関する具体的方
策

（平成 ～ 年度の実施状況概略）【 】7 16 18
経営協議会の学外委員の 平成 年度は 第１期の経営協議会学外委員として 平成 年度末に経営協議会委Ⅲ 16 21、 、

選考を適切に行い、組織の 学外者による大学運営のモニタリング、社会との意思 員の任期満了に伴い、本学の発
活性化に努める。 疎通と学内の合意形成とのバランスの確保等を重視し 展に必要な学外委員を選考す

て、本学の経営や教育研究の重点事項に関し極めて高 る。
い識見を持つ学外者、経済界、地域社会の関係者等を
選考することを目指し、国際獣疫事務局顧問、北海道
獣医師会会長、帯広市長、帯広商工会議所会頭、政策

、 。研究大学院大学教授 本学名誉教授の６名に委嘱した
平成 年度には、経営協議会学外委員１名の任期満17

了に伴い、マネジメント機能の強化に資するため、地
元民間企業経営者を新たに選考した。

帯広畜産大学
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（平成 年度の実施状況）【 】7 19
経営協議会委員の任期満了 経営協議会委員の任期満了に伴い、大学運営のモニⅢ

に伴い、引き続き本学の発展 タリング機能とマネジメント機能の更なる強化を図る
に必要な学外委員を選考す ため、企業統治に関し極めて高い識見と実績を持つ学
る。 外有識者に委嘱することを目指し、新たに大手食品製

造業役員 日本ハム取締役執行役員 金融業役員 野（ ）、 （
村ホールディングス取締役）に経営協議会の学外委員
を委嘱したほか、本学の教育改革の更なる推進を図る
観点から教育学・教育組織等に関する専門家（東海大
学教育研究所教授）に、産学官連携の更なる推進を図
る観点から、北海道経済産業局長に平成 年度以降の20
経営協議会の学外有識者委員を委嘱した。また、地元
経済界から東洋農機代表取締役会長、地元自治体首長
の帯広市長に、平成 年度に引き続き学外有識者委員19
を委嘱した。

（平成 ～ 年度の実施状況概略）【 】8 16 18
国際交流や産学連携を行 平成 年度に、専門的知識を必要とする職に、３年 国際交流、産学連携分野へのⅢ 17

う分野への職員採用につい 任期の非常勤専門職制度を設け、３名（国際協力推進 専門的知識を有する職員の登用
ては 民間登用などを含め 担当、情報処理担当、留学生担当）を公募して採用し について検証を行い、人材の確、 、
専門的知識を有する者を選 たほか、平成 年度には、全国共同利用の研究施設で 保に努める。18
考により積極的に登用す ある原虫病研究センターにおける外国人研究者への支
る。 援等を担当する職へ、英会話能力を有する非常勤職員

を公募して採用した。
産学連携の分野については、学内共同利用施設であ

12る地域共同研究センターにおいて 客員教授として、 、
～ 名の専門家を外部から任用しているほか、産学連14
携コーディネーター２名、３名のアドバイザーを委嘱
した。

（平成 年度の実施状況）【 】8 19
国際協力事業推進のための 独立行政法人国際協力機構（ ）等の他機関とⅢ JICA

人材確保に努める。 の連携による国際連携事業を推進するため、平成 年19
４月に連携融合事業推進室を設置し、専門家２名を参
事役として採用したほか、定年退職教員を同室の特任
教授として採用した。
また、平成 年度文部科学省科学技術振興調整費＜19

地域再生人材創出拠点形成＞に採択された「十勝アグ
リバイオ産業創出のための人材育成」事業を円滑に実
施するため、民間企業の実務家３名を非常勤職員とし
て採用した。

○ 内部監査機能の充実に
関する具体的方策

（平成 ～ 年度の実施状況概略）【 】9 16 18
内部監査について、毎回 内部監査体制の強化を図るため、平成 年 月に監 監査室内部監査規程に基づⅢ 17 10

重点項目を設定し実施する 査室を設置し、当初は監査室専門員が財務課総務係長 き、年度監査計画及び監査実施
とともに指摘事項の改善状 を兼務していたが、平成 年４月には、内部監査体制 計画を作成し、計画的な内部監18
況調査を厳格に行う また の強化と監事、監査法人等による監査への対応力強化 査を実施するとともに、監事及。 、
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必要に応じ、監査の実施方 のため、監査室専門員の兼務を解除して専任としたほ び会計監査人との連携を図り、
法について検証し見直しを か、内部監査における重点項目の設定及び年度監査計 効率的な監査を実施する。
行う。 画を作成して、監査に対する実施体制を整備した。な

お、平成 年度には、監査機能の強化と独立性確保の19
ため、監査室を学長直轄の組織に改編し、専任職員２
名の体制としている。
平成 年度監事監査については、重点監査項目を４16

項目設定し、平成 年に原虫病研究センター等 施設17 4
と人事評価システムを対象とした実地監査（４月 、）
書面監査（６月）を実施した。平成 年度監事監査の16
検証により、 月には、会計監事監査（中間）を実施12
した。また、平成 年度監事監査（会計監査）におい16
て、決算担当部門の充実を図る必要性が指摘されたこ
とを踏まえ、平成 年 月に財務課に決算担当の専門17 10
職員を配置した。

平成 年度監事監査については、重点項目を 項目17 3
設定し、平成 年６月に獣医学科、畜産科学科、研究18
国際課の３部局のヒアリングを実施し、監査報告書で
指摘のあった教員人事においては、学校教育法の一部
改正等を踏まえた新たな職階制度を見据えて助教授全
員を対象とした学内公募を実施し、５件の教授昇任人
事を行う等、教員の処遇の改善を図った。

（平成 年度の実施状況）【 】9 19
監査室において内部監査体 監査機能の強化と独立性の確保のため、平成 年４Ⅲ 19

制を見直し、重点項目を設定 月に、監査室を事務局内部の組織から、学長直轄の組
し実施するとともに、指摘事 織に改編し、専任の室長及び専任職員を置くこととと
項に対する改善方法等につい した。
て検証し、必要に応じ見直し また、従前の監査室においては、財務会計経理に関
を行う。 する内部監査を行うこととしていたが、平成 年６月19

に監査室内部監査規程を制定し、大学業務全般を対象
とした内部監査を行うこととした。本年度は、同規程
に基づく年度監査計画及び監査実施計画を作成し、計
画的な内部監査を実施した。

、「 」 、このほか 平成 年度業務監査報告書 において18
部局長の在り方、理事・学長特任補佐の役割分担等に
ついて、指摘を受けたことを踏まえ、法人化後の管理
運営機構について再検討するため、事務局長を座長と
する管理運営機構再検討ＷＧを設置し検討を行った。
その結果、中期計画番号３の本欄に記載のとおりの改
革を行った。

ウェイト小計

帯広畜産大学
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(1) 業務運営の改善及び効率化に関する目標
② 教育研究組織の見直しに関する目標

中
期

・ 教育研究の進展や社会のニーズに応じ、適切な評価に基づき、教育研究組織の弾力的な設計と改組転換を進める。
目
標

判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ進捗
状況

中 期 計 画 平 成 年 度 計 画19
中 年中 年 平成 年度までの実施状況 平成 ～ 年度の実施予定19 20 21
期 度期 度

○ 教育研究組織の編成・
見直しのシステムに関す
る具体的方策

【 】 教育・研究の整備充実に係る10 （平成 ～ 年度の実施状況概略）16 18
自己評価を基に、必要に 教育・研究の整備充実については 自己評価により 中期目標・計画のうちの重要戦Ⅳ 、 、

応じ学部・研究科等の再 獣医学分野と畜産科学分野の融合領域の創設と食品安 略課題として設定している、
編、教員の適正配置のため 全科学に特化した教育研究を行う大学院博士課程の設 ① 学部教育の充実 ④ 教「 」、 「
の全学的な組織改革計画を 置、平成 年に行った教育組織と研究組織の分離の在 育・研究組織の整備」について14
学長が定める基本方針に基 り方の見直し、教員の教育負担の軽減及び重点事項に は 「平成 年度教育改革」と、 20
づき、役員会が策定し学長 対する人的・物的資源の集中投入が必要であるとの検 して平成 年度に検討を行った19
が決定する。 証結果を得、中期目標・計画のうちの重要戦略課題と 改革を実行し、畜産学部への課

して、 程制の導入及び一元的な教員所
① 「学部教育の充実」 属組織としての研究域を設置す
② 「大学院博士課程の設置・博士課程教育の推進及 るとともに、実態把握と効果の
び修士課程教育の充実」 検証を行う。

③ 「別科の在り方の検討」 また、②「大学院博士課程の
④ 「教育・研究組織の整備」 設置・博士課程教育の推進及び
を掲げて平成 年度以来検討を進めている。 修士課程教育の充実」について16

18①については、学部段階における全教員参加型の教 は 博士課程においては 平成、 、
育プログラムを構成し、獣医学教育における畜産科学 年度に設置した畜産衛生学専攻
分野の知識の付与、畜産科学教育における獣医学分野 博士課程の教育の実施体制、教
の知識の付与による「獣医畜産融合の教育」を行うた 育内容面での取り組み、教育方
め、学部を学科制から課程制へ変更する方針とした。 法及び成績評価面での取り組み
また、課程制の導入と併せ、平成 年に導入した学部 等の自己点検・評価を実施し、14
段階の教育コースである「ユニット」の再編を行い、 平成 年度に評価結果を公表す21
「 ユニット＋畜産国際協力ユニット」から「６ユニ る。10
ット＋畜産国際協力ユニット」とすることとした。 修士課程においては、大学院

②については 「獣医畜産融合領域」を創設し、食 教育の実質化を実現するため、、
品安全科学に特化した教育研究を行う、畜産衛生学専 畜産衛生学専攻を除く３専攻に
攻博士後期課程を平成 年４月に設置した。畜産衛生 ついて、平成 年度改組に向け18 22
学専攻を除く、修士課程教育の充実については、大学 て検討を行う。
院教育の実質化を目指し、平成 年度に修士３専攻の ③「別科の在り方の検討」に22
改組を行い、コース制をとる方針とした。 ついては、別科の将来的な教育
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③については、別科の将来的な教育ビジョン、現行 ビジョンを示すとともに、カリ
カリキュラムの見直し・新カリキュラムの検討を行っ キュラムの見直しを行う。
ており、今中期目標期間中に方向性を示すこととして
いる。
④については、学部を学科制から課程制に変更する

とともに、教員組織については、学部・大学院を通じ
た一元的な教員所属組織を設け、学部・研究科を教育
組織として位置付ける方針とした。

（平成 年度の実施状況）【 】10 19
学部、研究科等の再編、教 中期目標・計画のうちの最重要戦略課題として掲げⅣ

員の適正配置のための全学的 た①「学部教育の充実」については 「獣医畜産融合、
な組織改革計画は、学長が定 の教育」を行うため、平成 年４月より学科制から課20
める基本方針に基づき、役員 程制に移行することとし、 月に設置報告を行った。12
会が策定する。 また、課程制の導入と併せ、学部段階の専門教育コー

スである「ユニット」の改編を行い、全教員参加型の
獣医畜産融合の教育カリキュラムを編成し 「 ユニ、 10
ット＋畜産国際協力ユニット」から 「６ユニット＋、
畜産国際協力ユニット」とした。
④「教育・研究組織の整備」については、学部を学

科制から課程制に変更するとともに、学部・大学院を
通じた一元的な教員組織である「研究域」を設置する
こととし、平成 年４月より、学部・大学院の教育を20
担当する教員は、研究域に所属して「学士課程教育」
「修士課程教育 「博士課程教育」の各課程教育にあ」
たることとした。

○ 教育研究組織の見直し
の方向性

（平成 ～ 年度の実施状況概略）【 】11 16 18
平成 年度に実施した大 ○ 平成 年度大学改革 平成 年度教育改革の効果の14 14 20Ⅳ

学改革の効果を検証し、必 ( ) 学科の改組 検証と実態把握を行い、教育組1
要に応じて学部の既存の教 畜産学部の 学科（獣医学科、畜産管理学科、畜 織と研究組織の連携に関する課4
育組織と研究組織との連携 産環境科学科、生物資源科学科）のうち、獣医学科 題を抽出して、必要な見直しを
に関する見直しを行う。 以外の 学科を統合して「畜産科学科」を設置し、 行う。3

教育面では従来の学科の垣根を越えたより幅広い農
畜産学教育を学生の進路や希望に応じて提供できる
ようにするとともに、研究面でも、従来の学科を越
えた研究者の流動性を高め、学際的なプロジェクト
研究などの柔軟な組織を可能にすることを目指し
た。

( ) 学部教育センターの設置（平成 年度より大学教2 16
育センター）
教育カリキュラムの企画や学部教育の実行に責任

、「 」 、を持つ組織として 学部教育センター を設置し
教育組織と研究組織との間で必要な調整を行うとと
もに、教員の授業改善の支援、学生の修学支援、生
活支援などを行うこととした。

( ) 教育カリキュラムの改革3
学科縦割り教育にかわって、全学共通の教育に重

帯広畜産大学
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「 」 。点をおいた アドバンス制 の教育システムを導入
※ アドバンス制

学部教育を基盤教育、共通教育、展開教育に分
け、学生は入学直後は大学で学習する基盤となる
知識・技術を修得する基盤教育、学科をこえて必
要な農畜産の基礎知識、基礎技術を学習する共通
教育を中心に学習し、学年が進むにつれて、学生
が所属する学科、教育ユニットごとに卒業後の進
路と密着した高度な専門教育展開教育へとウエイ
トを移すもの。

上記の内容の「平成 年度大学改革」を検証した結14
果、学部における専門教育コースであるユニット制の

「 」導入及び全学共通教育に重点を置いた アドバンス制
教育システムの導入等、教育体制の構築及び学生の教
育効果において成果を挙げているものの、社会情勢に
対応したユニットの再編が必要であること、獣医畜産
融合の教育を行うにあたって、学部段階における 学2
科それぞれの枠内での教育組織と研究組織の分離が制
約となっていることが明らかとなり、学部におけるユ
ニットの再編及び課程制の導入を行うこととし、平成
年４月より、獣医学科から獣医学課程、畜産科学科20

から畜産科学課程へと変更するとともに、ユニットに
ついては 「 ユニット＋畜産国際協力ユニット」か、 10
ら「６ユニット＋畜産国際協力ユニット」に改編する
方針とした。
教育組織と研究組織の在り方については、課程制の

導入と併せ、学部・大学院を通じた一元的な教員所属
組織を設けて、学部・研究科を教育組織として位置付
けるとともに、研究域を研究組織として位置付ける方
針とした。

（平成 年度の実施状況）【 】11 19
教育組織と研究組織との連 平成 年度～平成 年度までの「平成 年度大学改Ⅳ 16 18 14

携に関する見直しを行う。 革」の検証結果の方針のもと、平成 年度より、学部20
を学科制から課程制に変更することとし、 月に設置12
報告を行った。また、課程制の導入と併せ、専門教育
コースであるユニット及び教育カリキュラムの改編を
行うこととし、大学教育センターにおいて、獣医畜産
融合の教育カリキュラムを編成することを目指し、新
たなユニットとカリキュラムの検討を行った。その結
果 「 ユニット＋畜産国際協力ユニット」から「６、 10
ユニット＋畜産国際協力ユニット」にユニットを改編
するとともに、全教員参加型の教育プログラムを編成
した。
学部・大学院を通じた一元的な教員所属組織として

設置する方針としていた研究域について、具体の検討
を進め、研究域は教員の専攻分野に応じて組織される
「部門」によって構成し、教員の研究活動は原則とし
て部門を単位として行うこと、また教育組織と研究組
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織の連携を考慮し、学部・大学院の教育を行う教員は
全員「研究域」に所属して 「学士課程教育 「修士課、 」
程教育 「博士課程教育」の各課程教育にあたること」
とした。

（平成 ～ 年度の実施状況概略）【 】12 16 18
「大学教育センター」の 大学教育センターは、学部教育及び大学院教育の企 平成 年４月に改編した大学Ⅲ 20

機能に関して検証し、必要 画運営、学生への修学支援、生活支援などの責任を一 教育センターの改編の効果と内
に応じて見直しを行う。 括して担う組織であり、平成 年４月に設置した学部 部の各組織体の活動実態を把握14

教育センターを平成 年４月に改編したものである。 するとともに、課題を抽出し、16
大学教育センターの組織・運営については、設置以 必要に応じて改善策を講じる。

来、随時自己点検を行い、平成 年度には、センター17
の機能強化を図るため、専任教員を配置し、教育・学
生支援部会議及び教育改善部会議の構成員に加えるこ
ととした。

、 、平成 年度には 大学院博士課程の設置にあわせて18
大学院に係る教育及び学生支援等に関する企画・調整
及び運営を業務とする大学院教育部を設置し、大学院
教育への支援体制を強化するとともに、センター内の
教育・学生支援部、大学院教育部、教育改善部の各部

、 、の連絡調整と 大学教育センターの組織や機能の点検
運営の円滑化を目的に大学教育センター運営会議を設
置した。

（平成 年度の実施状況）【 】12 19
大学教育センターの機能に 大学教育センターにおける自己点検・評価においてⅢ

関して検証し、必要に応じて は、組織に関し、教育・学生支援部、大学院教育部、
見直しを行う。 教育改善部の３部及び学生支援に係る各室等の審議事

項の棲み分けの必要性、業務量の多寡、大学執行部と
の意思疎通等の課題が抽出され、平成 年 月の課程20 4
制の導入、ユニットの改編、教員所属組織の一元化等
の「平成 年度教育改革」の一環として、上記の自己20
点検・評価の結果を踏まえ、大学教育センターの組織
を大幅に改編することとした。
従来の教育・学生支援部においては、学部教育に係

るカリキュラム改編等のほか、学生支援業務全般を業
、 。務の対象範囲としており 業務量が膨大となっていた

そのため、教育学生支援部内の組織であった就職相談
室等の各学生支援実施組織を大学教育センター長直轄
の組織とし、業務の棲み分けを行った。また、 等FD
の業務を行う教育改善部を審議機関である部体制か
ら、スタッフ制の実施組織である室体制に移行し、教
育改善室として、大学教育センター長直轄の組織とす
ることとした。
平成 年４月からの改編後の大学教育センターは、20

学部教育部、大学院教育部の２部と大学教育センター
長直轄の 等に係る業務を行う教育改善室、学生支FD
援業務を行う、課外活動支援室、学生相談室、就職支

、 。援室 留学生支援室の５室で構成することとしている
また、２部それぞれに、学部教育部会議、大学院教
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育部会議を設置し、その構成員に研究域の各部門長及
び副部門長、教育課程の長等らが入ることとし、中期
計画番号２本欄記載の運営連絡会議、部門会議等とあ

、 。わせ 学内の円滑な連絡調整が可能な体制を整備した

（平成 ～ 年度の実施状況概略）【 】13 16 18
14 16 3平成 年度学部改組及び 平成 年度設置の畜産衛生学専攻修士課程の学年進 畜産衛生学専攻を除く 修士Ⅳ 、

平成 年度独立専攻設置に 行にあわせて、平成 年度に畜産衛生学専攻博士後期 専攻について、大学院教育の実16 18
伴う学年進行完成による大 課程を新設することを目指し、平成 年以来中期目標 質化の実現に関する検討を行16
学院修士課程改組及び博士 ・中期計画のうちの重要戦略課題として準備を進め い、体系的なプログラムを編成
課程新設に向けて、新しい た。その結果、獣医領域及び畜産領域の融合分野によ して平成 年度に改組を行う。22
教育課程を構築するととも る動物由来食品の安全性評価と衛生管理に特化した教 また、平成 年度教育改革に20
に、教育研究組織の再編を 育研究を行う、畜産衛生学専攻博士後期課程の平成 おいて、教員所属組織を一元化18
行う。 年度設置が認められた。また、平成 年度の博士後期 し 学士課程 修士課程 博18 、「 」「 」「

課程の設置により、博士前期課程となった専攻の講座 士課程」の各課程教育の充実を
を博士課程の教育研究の一貫性を考慮して同一の名称 図ることを明確にし、畜産学研
に変更することとした。 究科の各専攻においてコース制

畜産学研究科の他の３専攻については、平成 年度 を採用する。14
学部改組の学年進行完成に伴う教育課程及び専攻の再
編に関する検討の結果、平成 年度には履修規程を見17
直して、各専攻間の単位取得における履修制限を緩和
した。

（平成 年度の実施状況）【 】13 19
大学院畜産学研究科畜産衛 平成 年度に畜産衛生学専攻博士後期課程を設置しⅢ 18

生学専攻博士前期課程の講座 たことにより、博士前期課程と後期課程の講座組織を
再編整備を行う。 博士課程の教育研究の一貫性を考慮して 「動物医科、

学講座 「食品衛生学講座 「環境衛生学講座」の 講」 」 3
座に統一した。これに伴い、後期課程のみに存在した
分野の科目を前期課程にも開設することとした。
また、平成 年度教育改革の検討において、教員所20

属組織を「研究域」に一元化し、学部教育、大学院教
育に携わる教員は、全員「研究域」に所属して 「学、
士課程 「修士課程 「博士課程」の各課程教育に参画」 」
し、充実を図ることを明確にした。

（平成 ～ 年度の実施状況概略）【 】14 16 18
学内の各種研究施設、学 学内の各種研究施設、学内共同利用施設の点検・評 学内の各種研究施設及び学内Ⅲ

内共同利用施設の点検・評 価の結果を踏まえて、平成 年度には、原虫病研究セ 共同利用施設等の組織に関する17
価を踏まえ、必要に応じ見 ンターにおいて、国際サーベイランス・プロジェクト 見直しについては、平成 年度18
直しを図る。 を推進するため 国際監視部門 ５年時限 を設置し より行っている年度途中の中間、 （ ） 、

任期付きの教員４名を配置し、体制の強化を図った。 評価及び年度末の当該年度の実
また、実験動物施設の改修に伴い、同施設の適正な管 績評価に係る自己点検・評価に
理及び運営を図るため、新たに実験動物施設管理室を より、現状把握と課題抽出を行
設置した。 い、必要な見直しを図る。
平成 年度には、安全衛生委員会の定期点検及び評18

価により学内共同利用施設である危険物薬品庫におい
て、全体の保管リストの不備等が判明したため、化学
物質管理システムの活用により対応するなど、使用方
法、管理方針の改善を図った。
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（平成 年度の実施状況）【 】14 19
学内の各種研究施設、学内 国立大学法人評価委員会の平成 年度の業務の実績Ⅲ 18

共同利用施設の点検・評価を に関する評価結果について、企画評価室において分析
踏まえ、必要に応じ見直しを した結果、全国共同利用の研究施設である原虫病研究
図る。 センターについて、共同研究員の公募、共同利用に関

する情報提供等、これまで以上の情報提供が必要であ
るとの結論に達した。この結果を受け、同センターで
は、国内外の大学、研究機関、国際機関と連携した原
虫病の診断・治療・予防に関する総合的研究を推進す
る観点から、共同研究の公募を開始したほか、同セン
ターのホームページを大幅に更新し、共同利用に関す
る情報提供の改善を図った。

ウェイト小計

帯広畜産大学
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(1) 業務運営の改善及び効率化に関する目標
③ 人事の適正化に関する目標

・ 教職員の給与に本人の業績が適切に反映されるよう、人事評価基準・方法の適時・適切な見直しを図る。
中

・ 教員の流動性を向上させるとともに、教員構成の多様化を推進する。
期

・ 事務職員の専門性等の向上のため、必要な研修機会を確保するとともに、他大学等との人事交流に配慮する。
目

・ 適切な教職員の配置と、人件費の抑制を考慮した人員（人件費）管理に努める。
標

・ 教職員の行動規範を適切に定め、周知徹底を図る。

判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ進捗
状況

中 期 計 画 平 成 年 度 計 画19
中 年中 年 平成 年度までの実施状況 平成 ～ 年度の実施予定19 20 21
期 度期 度

○ 人事評価システムの整
備・活用に関する具体的方
策

（平成 ～ 年度の実施状況概略）【 】15 16 18
多元的業績評価 教員 教育、研究、臨床経験、社会貢献、管理運営業績等 教員については、多元的業績（ ）、 Ⅲ

勤務業績評価（事務職員） の多元的側面から客観的に評価し、採用人事、昇任人 評価を引き続き採用・昇任時の
に基づき、評価結果を賞与 事、予算配分、人員配置等に活用することを目的とし 選考の際に活用していくほか、
及び昇格等に適切に反映さ た教員の多元的業績評価は、平成 年の導入以来、随 評価項目等の見直しを行う。14

19せるとともに、評価基準・ 時その評価項目等の見直しを行い 充実を図っている 事務職員については、平成、 。
方法の見直しを不断に行 平成 年度には 学内から助手を対象に公募を行い 年 月から平成 年２月の試行16 10 20、 、
い、適切な評価に努める。 多元的業績評価を基に 名中７名を昇任させるととも 評価の結果を踏まえて、本格導12

に、多元的業績評価情報委員会においてより簡素化の 入に向けた問題点を検討のう
方向で評価項目、ファクター等の見直しを行った。 え、平成 年度に試行評価を再20
平成 年度には 公募の上 多元的業績評価を基に 度実施し、平成 年度の本稼働17 21、 、 、

助教授から教授に４名昇任させた他、学内から助手を を目指す。
、 。対象に公募を行い 講師又は助教授に７名昇任させた

平成 年度には、５名の教員を新規に採用し、７名18
の教員を昇任させたほか、助手から助教への移行審査
の際にも多元的業績評価を活用した。また、評価項目
の活用法について見直し、外部資金の取得状況を賞与
・昇給に反映させることとした。
事務職員については、公務員制度改革の動向や他大

学の状況を参考にしつつ、客観的で公正性、透明性が
高く、評価結果を人材育成、任用・人事配置、賞与、
昇格等に適切に反映させる人事評価システムの検討を
行った。

（平成 年度の実施状況）【 】15 19
多元的業績評価（教員 、 教員については、多元的業績評価の活用を引き続き） Ⅲ

勤務業績評価（事務職員）に 進め、本年度中に行った 名の採用及び３名の昇任の11
基づき、評価結果を賞与、昇 際に、多元的業績評価における総合業績評価値を基準
格等に適切に反映させる方法 点として選考を行うとともに、平成 年度に新たに実18
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を検討する。 施した同評価の評価項目中のうち、外部資金獲得状況
の賞与・昇給への反映は、本年度も継続して行った。
また、本年度は、新たに任期付教員の再任審査にも多
元的業績評価を活用することとし、２名の再任審査を
実施した。
事務職員については、評価期間中の業績を評価に反

映させる新たな人事評価システムを構築し、平成 年19
月から平成 年２月の期間で一部の職員を対象に、10 20

試行評価を実施した。

○ 柔軟で多様な人事制度
の構築に関する具体的方
策

（平成 ～ 年度の実施状況概略）【 】16 16 18
兼職・兼業の拡大、裁量 平成 年度に労使協定を締結の上、全教員に専門業 各種業務の推進・充実を図るⅢ 16

労働制、ワークシェアリン 務型裁量労働制を導入したことにより、勤務時間の枠 に当たり、必要な人材を確保す
グ、短時間労働制など柔軟 組みにとらわれることなく、兼業を行うことが可能と ることが困難な場合など、必要
で多様な人事制度の導入に なった。 に応じて新たな人事制度の導入
ついて検討する。 平成 年度には、新たな人事制度として定年退職教 について柔軟に検討する。17

員を非常勤職員として採用する特任教授制度を導入
し、平成 年度には、１名の特任教授を採用するとと18
もに、従来から導入している 特任教授制度によCOE
り、平成 年３月に定年退職した教員１名を採用する18
など、定年教員の活用を図った。

（平成 年度の実施状況）【 】16 19
柔軟で多様な人事制度の導 独立行政法人国際協力機構（ ）及びユネスコⅢ JICA

入について検討する。 国際教育計画研究所（ ）との連携による「獣医農IIEP
畜産分野における国際協力人材の育成」事業を推進す
るため、新たに参事役を設け、２名の専門家を採用し
。 、 、た また 定年退職教員を特任教授として２名採用し

定年退職事務系職員を１名再雇用した。

（平成 ～ 年度の実施状況概略）【 】17 16 18
大学運営や研究プロジェ 平成 年４月に将来構想検討委員会の下に設置した 大学運営や研究プロジェクトⅢ 14

クトなどに関わる教員の教 「組織業務専門部会」において、法人化後の組織業務 などに関わる教員の負担を軽減
育などの負担軽減に努め を検討し、運営組織については、学長を中心とする執 するため、 ・ 、非常勤研TA RA
る。 行機能を強化するとともに、管理運営における責任と 究員など、教育研究業務を補助

権限の所在を明確にすること、各組織の審議事項の棲 する者の確保に努める。
み分け、教員の負担軽減を図る等の観点から、各種委 また、平成 年１月に就任し20
員会の大幅な見直しを進め、平成 年度には、法人化 た新学長のもと、２名の理事の16
以前の平成 年に存在した の委員会等のうち、 の 他に３名の教員を副学長に任命15 50 26
委員会を廃止した。 し、学長を補佐するとともに、
平成 年度以降は自己点検・評価による学内各種委 各種委員会、室・オフィス等の16

員会等の改善点・問題点の検証等により、委員会組織 長に就任するなど、大学運営の
から事務職員も構成員に含めたスタッフ制のオフィス 中枢として活動することが期待
・室への移行等を進め、教育研究活動に集中すること されていることから、これらの
ことが期待される教員の大学運営業務に係る負担を軽 教員の教育研究の負担を軽減す
減するとともに、大学運営を活動の主体とする理事等 る方策を検討する。
の教育などの負担軽減を図るなど、役割の分担を進め
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た。
平成 年度に採択された「 世紀 プログラム」14 21 COE

においては、 研究の中枢を担う研究員、技術者、COE
事務員を採用したことにより、関係教員の負担軽減を
図った。

（平成 年度の実施状況）【 】17 19
大学運営や研究プロジェク 大学運営や研究プロジェクトなどに関わる教員の負Ⅲ

トなどに関わる教員の教育な 担軽減策として、受託研究費等の外部研究資金で研究
どの負担軽減に努める。 員 名、技術者 名、事務員６名を採用するなど、外13 27

部資金による人的資源の確保によって負担軽減を進め
たほか、平成 年度から大学運営に関わる教員の担当20
授業科目の一部に を配置し、負担軽減を図ることTA
とした。
また、中期計画番号４の本欄に記載した各種委員会

の構成員の選出方法等の見直しにより、平成 年度か20
ら、大学運営等への参画機会の適正化を進め、教員の
教育研究活動以外の負担軽減を図ることとした。

○ 任期制・公募制の導入
など教員の流動性向上に
関する具体的方策

（平成 ～ 年度の実施状況概略）【 】18 16 18
教員の採用は、公募を原 教員の採用、昇任等に係る人事については、学長の 平成 年に定めた「教員の採Ⅲ 16

則とするとともに、任期制 リーダーシップのもと、戦略会議において 「教員人 用は公募を原則とすること」及、
18 19の拡大について検討する。 事の方針」を策定し、教育研究評議会の審議を経て候 び平成 年度に定めた「平成

補者を決定している。 年 月以降の助教採用者には任4
平成 年度に教員の採用は公募を原則とすることと 期制を適用すること」の方針を16

し、任期制の拡大については、平成 年度に原虫病研 踏襲するとともに、助教以外の17
究センターに新設した国際監視部門の教員に対して５ 他の職においても、任期制の適
年以内の任期制を導入した他、平成 年４月以降に新 用の可能性について検討する。19
たに採用する助教すべてに任期制を適用することとし
た。

（平成 年度の実施状況）【 】18 19
教員の採用は、公募を原則 教員の採用は公募を原則とし、今年度は９件の公募Ⅲ

とし、特定の教育研究分野の を行った。
職に任期制を拡大することを また、平成 年４月以降に新たに採用する助教に、19
検討する。 任期制を適用させ拡大を図ったことにより、今年度は

助教２名を採用し、４名の採用を内定した。

（平成 ～ 年度の実施状況概略）【 】19 16 18
法人間での教員の流動化 平成 年の法人化の際、職員給与規程等について、 他の国立大学法人の状況等をⅢ 16

を図るため、人事運営上の 他の国立大学法人との均衡に配慮した制度設計を行 調査し、法人間での教員の流動
配慮や条件整備を進める。 い、その後も規程の一部改正によって、他の法人との 化を阻害することのないよう必

在職期間の通算に係る規程を整備した。 要な条件整備を行う。

（平成 年度の実施状況）【 】19 19
法人間での教員の流動化を 他の大学法人からの異動を考慮し、平成 年４月かⅢ 19

図るため、人事運営上の配慮 ら、 以上の広域にわたる異動を行う職員に対す60km

帯広畜産大学
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や条件整備を進める。 る広域異動手当を新設した。

○ 外国人・女性等の教員
採用の促進に関する具体
的方策

（平成 ～ 年度の実施状況概略）【 】20 16 18
外国人、女性及び実務経 英語担当の教員の募集の際には、採用条件に「英語 引き続き、産学連携、知的財Ⅲ

験者の積極的な採用に努め を母国語とする方が望ましい」旨を明記した他、英文 産等の専門的知識を必要とする
る。 の公募文書をホームページ等に掲載して、外国人教員 部署に実務経験を有する人材を

の採用に積極的に取り組んでいる。 確保するとともに、学術論文の
平成 年には、外国籍の女性 名を助教授に、助手 英語等による作成の指導・補助16 1

に女性１名を採用し、平成 年には、女性の助教授２ 等の制度構築とあわせ、外国人17
名の他、産学連携、知的財産等の実務経験を有する教 教員の確保に努める。また、女
授１名を採用したほか、平成 年には、英語を母国語 性教員の採用に関しては、教員18
とする外国人教員を１名採用した。 選考時、女性の応募があった場
上記の取り組みにより平成 年度から平成 年度の 合には積極的な採用に努める。16 18

全採用者数 名のうち、外国人教員３名（ ％ 、女25 12 ）
性教員４名( ％)の採用実績に結びついた。16

（平成 年度の実施状況）【 】20 19
外国人、女性及び実務経験 平成 年５月に女性１名を畜産フィールド科学センⅢ 19

者の積極的な採用に努める。 ターの助教に採用した。

○ 事務職員等の採用・養
成・人事交流に関する具
体的方策

（平成 ～ 年度の実施状況概略）【 】21 16 18
国立大学法人が共同して 事務職員の専門性等の向上のため、国立大学法人が 引き続き、国立大学法人等がⅢ

実施する財務会計、人事管 共同して実施する研修会、他機関主催の研修会等に積 共同して実施する財務会計、人
理、安全衛生管理などに関 極的に職員を参加させ、平成 年から平成 年の３年 事管理、安全衛生管理等の研修16 18
する専門的な研修会を積極 間に、国立大学法人が共同して実施する研修等に延べ 及び他機関主催の研修等に積極
的に活用する。 名、他機関主催の研修等に延べ 名を派遣した。 的に参加させるとともに、民間24 40

企業等が実施する研修にも必要
【 】 に応じて参加させることを検討21 （平成 年度の実施状況）19
国立大学法人が共同して実 国立大学法人が共同して実施する会計実務研修等、 する。Ⅲ

施する財務会計、人事管理、 ５件の研修に職員 名を参加させるとともに、他機関11
安全衛生管理などに関する専 主催の研修として、情報公開・個人情報保護制度の運
門的な研修会を積極的に活用 営に関する初任者研修会、評価・監査北海道セミナー

（ ）、 、する。 北海道管区行政評価局 北海道地区中堅係員研修
セクシュアル・ハラスメント相談員セミナー及び苦情
相談に関する担当者研修会（人事院北海道事務局 、）
国立大学法人総合損害保険研修会、大学マネージメン
トセミナー（社団法人国立大学協会 、情報セキュリ）

、 、ティ担当者研修 学術情報リテラシー教育担当者研修
ネットワーク管理担当者研修（情報・システム研究機
構 、北海道地区学生指導研修会、厚生補導研究協議）
会、教務事務研修会、留学生担当者研修会、厚生補導
事務研修会（日本学生支援機構 、教育著作権セミナ）
ー（独立行政法人メディア教育開発センター 、国立）
大学法人若手職員勉強会（独立行政法人国立大学財務
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・経営センター 、地方自治体職員等国際協力実務研）
修（独立行政法人国際協力機構札幌国際センター 、）
耕地圏・水圏ステーション技術職員研修（国立大学法
人北海道大学北方生物圏フィールド科学センター 、）
検索エキスパート研修（独立行政法人工業所有権情報
・研修館）等に職員 名を派遣した。23

（平成 ～ 年度の実施状況概略）【 】22 16 18
国際的な業務を担当する 事務系職員の国際性の涵養、英会話能力の向上等の 引き続き、事務系職員を対象Ⅲ

職員を対象に、諸外国へ語 専門性の向上のため、毎年事務職員英会話研修を実施 とした英会話研修を実施すると
学研修や国際交流業務等に し、平成 年から平成 年の間に延べ 名に受講させ ともに、事務系職員等海外派遣16 18 33
関する研修派遣を実施す るとともに、事務職員等海外派遣要項に基づき、延べ 要項に基づき、事務系職員の海
る。 ８名を海外研修に派遣した。 外派遣を実施する。

（平成 年度の実施状況）【 】22 19
国際的な業務を担当する職 事務系職員の国際性の涵養、英会話能力の向上のたⅢ

員を対象に、諸外国へ語学研 め、平成 年 月より３か月間、事務職員英会話研修19 10
修や国際交流業務等に関する を実施し、 名が受講した。また、事務職員等海外派13
研修派遣を実施する。 遣要項に基づき２名を海外研修に派遣した。

（平成 ～ 年度の実施状況概略）【 】23 16 18
組織の活性化と能力向上 事務職員全員に対して毎年実施している、身上調書 組織の活性化と能力向上のたⅢ

のため、他大学等との人事 及び意向調書の提出により、職務上の希望等及び他機 め、他機関への出向希望等を把
交流を計画的に実施する。 関への出向希望等を把握し、組織の活性化と能力向上 握し、他大学との人事交流を計

のため、他大学等との人事交流を進めた。 画的に実施する。

（平成 年度の実施状況）【 】23 19
組織の活性化と能力向上の 本年度は、文部科学省、文化庁、北海道地区の他機Ⅲ

ため、他大学等との人事交流 関との間で参事役１名、課長３名、課長補佐１名、専
を計画的に実施する。 門職員１名について人事交流を行った。また、身上調

書及び意向調書により職務上の希望及び他機関への出
、 。向等の希望を把握し 他大学等との人事交流を進めた

○ 中長期的な観点に立っ
た適切な人員（人件費）
管理に関する具体的方策

（平成 ～ 年度の実施状況概略）【 】24 16 18
人員については、組織の 教員については、欠員状況、補充又は以後充実させ 平成 年３月に策定した財政Ⅲ 19

活性化と人件費の抑制に配 るために必要な教育研究分野等を戦略的に考慮し、案 運営計画に基づき、平成 年度20
慮しつつ、本学の教育研究 件ごとに学長のリーダーシップのもと 「教員人事の 及び平成 年度それぞれ更に１、 21
の理念・目標が十分に達成 方針」を策定して、教員人事を行っている。 ％ずつの人件費削減目標を達成
できるように適切な教職員 また、事務系職員については、新規採用を厳に抑制 するため、各年度ともに、対前
の配置と人件費の管理を行 し、真に必要な部署に限って配置することを基本方針 年度、教員数１、事務系職員数
う。 としている。 ２の削減を実施する

中・長期的な視点での適正な人件費管理について、 また、平成 年４月に制度設20
財政運営改善検討ワーキンググループにおいて、人件 計をした教員所属組織である研
費シミュレーション等のグラフ等数値化したデータに 究域を構成する各部門におい
基づき検討し、平成 年度には、経営協議会において て、教員採用人事に関する要望17
「財政運営の改善に向けて（中間報告 」を示した。 をとりまとめ、その要望を受け）
平成 年度には、国の行財政改革、運営費交付金の て、学長の示す「教員人事の方18
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削減等に対応するため、教員及び事務職員の適正数、 針」を策定することとした制度
学校教育法の一部を改正する法律等の施行に伴う人件 を適切に活用し、教育研究の理
費の観点からの教職員組織の見直し等について検討を 念・目標が充分に達成できるよ
加え、平成 年３月に、前年度の中間報告に変更を加 うに適切な教員配置を行う。19
えて、組織の活性化と人件費抑制に配慮した「財政運
営計画－人件費を中心として－」を策定した。

（平成 年度の実施状況）【 】24 19
財政運営計画に基づき教職 平成 年度に策定した財政運営計画に基づき、平成Ⅲ 18

員の配置と人件費管理を適切 年度の教職員数については、１％の人件費削減目標19
に行う。 を達成するため、前年度から教員数１、事務系職員数

２を削減し、常勤職員数 人とし、年度を通して過241
員を生ずることなく運用を行った。

（平成 ～ 年度の実施状況概略）【 】25 16 18
中長期的な組織改革計画 平成 年度に採択された「 世紀 プログラム」 中長期的な組織改革計画に沿Ⅲ 14 21 COE

に沿った組織改革や研究プ において、 研究員、 技術者、 事務員を った組織改革や研究プロジェクCOE COE COE
ロジェクト等を推進するた 計 名採用したほか、科学技術振興調整費等の外部研 ト等を推進するため、各種外部89
め、外部資金による人的資 究資金で研究員 技術者 事務員を計 名採用する等 資金を申請する際に必要な人件、 、 、80
源の獲得に努力する。 外部資金による人的資源の確保を進めた。 費を計上するなどして、外部資

金による、研究員、技術者、事
【 】 務員等の人的資源の獲得に努め25 （平成 年度の実施状況）19
中長期的な組織改革計画に 受託研究費等の外部研究資金で研究員 名、技術者 る。Ⅲ 13

沿った組織改革や研究プロジ 名、事務員６名を採用する等、外部資金による人的27
ェクト等を推進するため、外 資源の確保を進めた。
部資金による人的資源の獲得
に努力する。

○ 教職員の行動規範等に
関する具体的方策

（平成 ～ 年度の実施状況概略）【 】26 16 18
利益相反や責務相反等を 利益相反 責務相反等の防止に関する規定は 平成 利益相反等の防止について、Ⅲ 、 、 16

防止する観点から、就業規 年度に 「就業規則 「役職員倫理規程」並びに「産 関係規則等に違反する行為が起、 」、
、 、則等で産学連携の相手方や 学官連携及び知的財産活動に係る利益相反の防止等に きないよう 研修会等を開催し

関係業者等との間で教職員 関する規程」において定め、ホームページに掲載し周 引き続き意識の向上を図る。
が守るべき行動規範を定 知徹底を図った。
め、周知徹底を図る。

（平成 年度の実施状況）（平成 年度に関係規則等を16 19
整備済であるため、年度計画 利益相反等の防止については、関係規則等に違反す
なし） る行為が起きないよう、周知徹底を図っているところ

であり、本年度においては、これらの規則等に違反す
る行為はなかった。

（平成 ～ 年度の実施状況概略）【 】27 16 18
組織的な社会との連携を 平成 年度に「知的財産基本規則」を制定し、知的 知的連携企画オフィスにおいⅢ 16

円滑に推進する観点から、 財産の創造、管理及び活用に関する基本理念を定め、 て、引き続き発明届けに関する
教職員が業務において行っ 総括組織として知的連携企画オフィスを設置した。業 審議を行うとともに、知的財産
た発明等に関しては、就業 務上の活動等において発生する知的財産は、同規則に の管理・活用等の在り方につい
規則等において原則法人帰 おいて原則法人に帰属することを定めている。また、 て検討を行う。また、知的財産
属であることを定め、管理 知的連携企画オフィスにおいては、発明届けの審査の ポリシーに基づき知的財産関連

帯広畜産大学
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運用を図る。 みならず管理等の在り方について検討するとともに、 規程の整備と人材育成を含めた
学内研究者、管理者、学生等を対象に知的財産セミナ 組織の充実・強化を図る。
ーを開催して、知的財産の活用に関する啓蒙活動を行
っている。
平成 年度には、発明者の権利を保護し、知的財産18

の管理及び活用を図ることにより、知的財産の創出及
び知的創造サイクルを促進することを目的として 職、「
務発明取扱規程」を改正した。

（平成 年度の実施状況）（平成 年度に関係規則等を16 19
整備済であるため、年度計画 知的連携企画オフィスにおいて、引き続き知的財産
なし） 基本規則及び職務発明取扱規程に基づき、発明届けに

関する審議を行うとともに、知的財産の創出、取得、
管理、活用を戦略的に推進するための知的財産ポリシ
ーを策定し、ホームページに掲載した。

（平成 ～ 年度の実施状況概略）【 】28 16 18
予算の適正な執行に関し 監査体制の充実・強化を図るため、平成 年 月に 引き続き、科学研究費補助金Ⅲ 17 10

て 監査体制の充実に努め 監査室を設置した。平成 年４月には、内部監査体制 を適正に執行するための説明会、 、 18
より透明性を高めるととも の強化並びに監事、監査法人等による監査への対応強 及び研究費の不正使用防止に関
に、教職員への周知徹底を 化のため、監査室専門員の兼務を解除して専任とし、 する説明会等を開催し、教職員
図る。 内部監査における重点項目の設定及び年度監査計画を への周知徹底を図る。

作成して、監査に対する実施体制を整備した。 研究費の不正使用防止に関し
科学研究費補助金に係る使用ルール等、適正に執行 ては、各部門における自部門を

するための説明会を毎年開催しており 「科研費ハン 対象範囲とした第１次モニタリ、
ドブック（研究者用 」を配布するとともに、同補助 ング（各現場部門による現状把）
金の執行状況に係る内部監査を実施している。 握作業及び不正発生要因の洗い

平成 年２月には 「研究機関における公的研究費 出し作業 、コンプライアンス19 、 ）
の管理・監査のガイドライン」に基づき、事務局ワー 室による第１次モニタリング実
キンググループを設置して、研究費の執行・管理に関 施部門を対象とした第２次モニ
する業務の現状把握作業を開始し、研究費の不正使用 タリング（内部統制の整備・運
の発生要因となるリスクの洗い出しを行い、対応方針 用状況を対象 、監査室による）
案、改善案を作成した。 組織全体を対象とした第３次モ

ニタリング（不正防止計画の進
【 】 捗状況及び組織全体の内部統制28-1 （平成 年度の実施状況）19

予算の適正な執行に関し 監査機能の強化と独立性の確保のため、平成 年４ の整備・運用状況を対象）を実Ⅲ 19
て、監査体制の充実に努め、 月に、監査室を事務局内部の組織から、学長直轄の組 施し、これらのモニタリング結
より透明性を高めるととも 織に改編し、専任の室長及び専任職員を置くこととし 果を踏まえ、コンプライアンス
に、教職員への周知徹底を図 た。 室のもとで、新たな不正防止計
る。 また、研究機関における公的研究費の管理・監査の 画を策定・実施する。

ガイドラインに基づく当事者以外のチェックが機能す
る発注・検収システムを、平成 年度から円滑に稼働20
させるため、教職員へ発注・検収マニュアルを配付す
るとともに、教職員向けに２回、納入業者向けに１回
説明会を行った。
このほか、教員が予算執行の適正な把握ができるよ

うに、物品請求システム及び財務会計システムの機能
強化を行い、従前できなかった旅費、謝金及び科学研
究費の予算執行の把握ができるようにした。
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【 】 平成 年４月に、総務研究担当理事を座長として、28-2 19
研究機関における公的研究 研究者を含めた「研究費の管理・監査に関するワーキⅢ

費の管理・監査のガイドライ ンググループ」を設置し、平成 年度に事務局で策定18
ンに基づく体制整備を図る。 した研究費の執行・管理に関する対応方針案、改善案

を基に、研究機関における公的研究費の管理・監査の
ガイドラインに基づく研究費の不正使用防止に向けた
適切な内部統制体制の構築を目指した対応方針の検討
を行った。６月には、同ワーキンググループでの検討
結果に基づき、役員会において対応方針を策定すると
ともに、不正防止計画推進部署の役割も担うこととな
るコンプライアンス室を設置した。
役員会において策定した対応方針のもと、研究費の

不正使用防止に向けた取り組みは、コンプライアンス
室において推進することとし、コンプライアンス室で
の検討を経て、９月の役員会において「研究費の不正
使用防止等に関する規程 「研究活動に携わる者の行」
動指針 「外部資金の受入から執行までの事務処理マ」
ニュアル 「会計業務マニュアル 「帯広畜産大学にお」 」
ける物品購入等契約に係る取引停止の取扱要項」等を
諮り、一部修正を経た後、 月の役員会において、研10
究費の不正使用防止に向けた取り組みについて全体報
告を行った。

月には、研究費の不正使用防止に向けた本学の取10
り組みをホームページに公開し、 月には２回の全学11
説明会を開催し、ガイドラインの趣旨及び本学の取り
組みについて周知するとともに 「研究機関における、
公的研究費の管理・監査のガイドラインに基づく体制
整備等の実施状況報告書」を文部科学省に提出した。
研究費の不正使用防止等に関する規程は、ガイドラ

インに示された競争的資金に限らず、本学において取
り扱う研究費全般を対象とし、研究費の取扱に関する
最高管理責任者、統括管理責任者を定め、学内の研究
費の取扱に関する責任体制を定めたほか、研究費に係
る事務処理手続きの相談窓口、通報窓口及び不正防止
計画推進部署等について定めている。
その他、不正使用に係る調査方法・手続きについて

は、通報等を契機とするものと、最高管理責任者の指
示によるものとの二通りの方法を置くこととしたこ
と、最高管理責任者は、研究費の適正な運営及び管理
を維持する内部統制体制を構築することをその責務と
したこと、学内構成員に対し統括管理責任者が行う研
究費の運営及び管理に関し必要な指導等は、最高管理
責任者の指示に基づくものとしたこと等、最高管理責
任者のリーダーシップが適切に発揮される体制として
いる。また、不正使用に係る通報・調査は、研究費に
限らず、他の経費に係る不正使用についても適用する
こととした。
発注・検収業務の当事者以外のチェックが機能する

システムについては 「会計業務マニュアル」にその、
概要を示し、学内規程の整備を行い、平成 年４月か20
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ら実施することとした。

（平成 ～ 年度の実施状況概略）【 】29 16 18
セクシャル・ハラスメン 平成 年度以来、セクシャル・ハラスメント防止に ハラスメントの防止等に関すⅢ 16

ト等防止対策を検証し、必 関する講演会を毎年開催するとともに ポスター掲示 る規程等に基づき、防止対策を、 、
要に応じ見直しを行うとと 学内ホームページに最新のセクシャル・ハラスメント 適切に運用し、必要に応じて見
もに、人権擁護の周知徹底 関連サイトをリンクさせて教職員に周知し、防止及び 直しを行うとともに、講演会等
を図る。 啓蒙に努めたほか、セクシャル・ハラスメント以外の の開催、ポスター掲示等により

ハラスメントを含めた防止体制 周知方法等を検討し 人権擁護の周知徹底を図る。ま、 、
平成 年度にセクシュアル・ハラスメント対策委員会 た、ハラスメントに関する研修18
による見直しの結果、セクシャル・ハラスメントのみ 会等に職員を積極的に参加させ
ならず、アカデミック・ハラスメント等、ハラスメン る。
ト全般に関する内容に規程を全面改正した。

（平成 年度の実施状況）【 】29 19
昨年度末に全面改正を行 新たに制定したハラスメントの防止等に関する規程Ⅲ

い、本年度から新たに実施す 等を本学ホームページに掲載するとともに、ポスター
るハラスメントの防止対策を の掲示及びカードを配布し、教職員及び学生に周知を
適切に運用し、人権擁護の周 図った。また、人事院北海道事務局主催の「セクシュ
知徹底を図る。 アル・ハラスメント相談員セミナー及び苦情相談に関

」 、する担当者研修会 に相談員等２名を参加させたほか
学外相談員を配置し、ハラスメント防止体制の充実を
図った。

ウェイト小計
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(1) 業務運営の改善及び効率化に関する目標
④ 事務等の効率化・合理化に関する目標

中
・ 事務組織の効率化・合理化を推進する。

期
・ 外部委託等を積極的に活用する。

目
・ 事務情報化を推進し、事務処理の簡素化・迅速化を図る。

標

判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ進捗
状況

中 期 計 画 平 成 年 度 計 画19
中 年中 年 平成 年度までの実施状況 平成 ～ 年度の実施予定19 20 21
期 度期 度

○ 事務組織の機能・編成
の見直しに関する具体的
方策

（平成 ～ 年度の実施状況概略）【 】30 16 18
課、室、係等の見直しを 平成 年度に事務組織を企画総務部、教育研究協力 各グループ単位での業務分担Ⅲ 16

、 、図り、再編する。 部の２部体制に再編するとともに、附属図書館の事務 の見直し 各課における業務量
組織を事務局に一元化し、学術情報課とした。また、 活動実態の把握等の管理業務を
情報処理センターの事務を学術情報課に統合するな 適切に行い、個々の業務量の多
ど、法人化に当たり、大学運営と教育支援に係る役割 寡、役割分担等について是正を
分担を明確にし、業務の効率性・合理化を図った。平 図るとともに、必要に応じて組
成 年度には、人件費抑制等の人員管理方針のもと、 織構成の見直しを図る。17
事務職員数の減、事務職員個々の対応力、組織として また、更なる情報の共有化と
の対応力の向上と効率化に資するため、事務局８課の 業務の改善及びアウトソースを
うち、５課においてグループ制を導入した。 推進し、戦略的業務の機能向上
また、内部監査体制の強化並びに監事、監査法人等 を図る。

による監査への対応強化に資するため、監査室を設置
し、室長及び専門員を配置するとともに、監事の指摘
を受け、財務課に決算担当専門職員を配置した。
なお、監査室は、平成 年４月には、監査室専門員18

の兼務を解除して、専任とし、翌 年４月に、監査機19
能の強化と透明性・独立性の確保のため、監査室を事
務局内部の組織から、学長直轄の組織に改編し、専任
の室長及び専任職員を置くこととした。
平成 年度には、前年度に導入したグループ制を事18

務局８課のうち６課に導入することとし、各課・各グ
ループでは、グループ単位でのメール管理による情報
共有、業務分担の随時見直し等による連携強化、業務
の効率化・合理化を図っている。

、 、 、なお 残りの２課については 組織が小規模であり
、 、係が１つであることから グループ制としていないが

同様の措置をとっている。
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（平成 年度の実施状況）【 】30 19
業務の効率化・合理化を推 平成 年４月に監査機能の強化と透明性・独立性のⅢ 19

進し、必要に応じて課、係等 確保のため、監査室を事務局内部の組織から、学長直
の見直しを図る。 轄の組織に改編したほか、教育研究支援業務の所掌を

総務課から学務課へ移し、業務の強化及び効率化を図
るなど、事務組織の見直し、再編を行った。また、研
究費の不正使用防止等に係る第１次不正防止計画に基
づき、物品等の検収を厳格に実施するために、財務課
の体制を見直し、平成 年４月より新たに検収部門を20
設置することとした。
業務の効率化・合理化に関しては、事務局に業務改

善・合理化提案ワーキンググループを設置し、超過勤
務の抑制、メンタルヘルスの充実、事務系職員が共有
するべき情報確保の在り方、業務改善意見等が自由に
提案できる環境の整備、業務マニュアルの作成と情報
共有データベースの５つの事項について検討を行い、
平成 年１月に「業務改善・合理化に関する提案書」20

。 、 、を取りまとめた 本提案書については 平成 年度に20
課長級以上の事務系職員で構成する事務協議会におい
て、具体の実施方法等を検討することとした。

○ 業務の外部委託に関す
る具体的方策

（平成 ～ 年度の実施状況概略）【 】31 16 18
事務の外部委託について 事務局各課において、所掌業務の自己点検と併せ、 既に外部委託を実施しているⅢ

調査検討を行い、可能な業 事務の外部委託について調査検討を行い、施設情報管 旅費計算業務等の実施状況の検
務は積極的に推進する。 理システムのデータ入力、施設整備費補助金事業の設 証を行い、必要な場合は見直し

計・積算業務、屋外環境保全業務、ホームページ更新 を図る。また、宿舎管理業務、
業務、電気保安、清掃、警備、緑地保全等の施設管理 駐車場管理業務等の外部委託の
業務、購入図書の目録及び装備業務等について、外部 可能性を調査・検討する。
委託を実施している。また、平成 年度より、旅費支18
給業務のうちの旅費計算業務について外部委託を開始
したなど、外部委託が可能な業務の抽出と、外部に委
託した方が効率的・合理的であるかどうかの検討を踏

、 。まえ 可能な業務は積極的に外部委託を推進している

（平成 年度の実施状況）【 】31 19
事務の外部委託について調 平成 年度以前から外部委託している業務についてⅢ 18

査検討を行い、可能な業務は は、実施状況の検証を踏まえ、本年度も継続して実施
積極的に推進する。 した。また、本年度は、駐車場利用実態調査、少額工

事の実施設計・積算等の業務を外部委託にて実施し
た。

○ 事務処理の簡素化及び
迅速化に関する具体的方
策

（平成 ～ 年度の実施状況概略）【 】32 16 18
各種事務の集中化・電算 事務局各課における所掌業務の自己点検を踏まえ、 引き続き、事務局各課の自己Ⅲ

化を推進し、事務処理の簡 可能なものから各種業務の集中化・電算化を推進し、 点検を踏まえ、可能なものから
素化・迅速化を図るため、 事務処理の簡素化・迅速化を図っている。平成 年度 各種業務の集中化・電算化を推16
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システムの導入や、設備の から平成 年度における主な実施事項は以下のとおり 進するとともに、既に電算化等18
充実又は老朽化した設備の である。 を行っているシステムのカスタ
更新について計画的に推進 ( ) 集中化を図った事項 マイズを行う。1
する。 ・ 学生支援体制を整備するため、教務課と学生課 図書館業務においては、時代

を統合し、学務課とした。 的な変化に即応したサービスの
・ ２課にまたがっていた給与事務、共済事務を一 迅速化・業務の省力化に向け、
元化した。 図書館システムの再構築を検討

Web・ 図書関係会計業務を財務課に集約した。 し、施設管理については、
( ) 電算化を図った事項 を利用した建物カルテデータベ2

・ 物品請求システム（予算管理システム）の導入 ースの構築の検討を行うほか、
及びカスタマイズ 簡便なアンケートシステムを利

・ ファームバンキングの導入 用して、分析・集計事務の簡素
・ 駐車場登録管理システムの導入 化を図る。
・ 化学物質管理システムの導入

( ) 簡素化・迅速化を図った事項3
・ 自動貸出返却装置の導入
・ 通知等のメール利用
・ 電子会議システムの導入
・ 各課の申請書式等を学内専用ホームページから
利用可能とした。

（平成 年度の実施状況）【 】32 19
各種業務の集中化・電算化 人事及び給与の事務電算システムについて、これまⅢ

、 、を推進し、事務処理の簡素化 では それぞれ個別のシステムで処理を行っていたが
・迅速化を図る。 新たに、これらを統合した人事給与統合システムを導

入した。本システムの導入により、業務及びデータベ
ースが統合され、処理速度が大幅に向上し、人事及び
給与の事務処理の簡素化・迅速化を図った。
また、総合研究棟Ⅰ号館及び講義棟改修工事の実施

に伴い、学生電子掲示システムを導入し、学生サービ
スの向上を図るとともに、周知業務の電算化により事
務処理の簡素化を図ったほか、総合研究棟Ⅰ号館及び
講義棟における空調の集中コントロールを実施し、業
務の簡素化が図られ、迅速性が向上した。

ウェイト小計

ウェイト総計

〔ウェイト付けの理由〕

帯広畜産大学
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(1) 業務運営の改善及び効率化に関する特記事項等

【平成 事業年度】１．特記事項 19
【平成 ～ 事業年度】 ○ 「平成 年度大学改革」に向けた取組16 18 20

( ) 学部の「学科制から課程制への変更」と「研究域」の創設○ 中期目標期間中の経営戦略の策定 1
本中期目標期間中の人員管理及び予算配分について、以下の４項目の経営戦略 「獣医畜産融合の教育」を推進するため、平成 年度より学部を学科制から課20

を策定し 各年度の評価結果を踏まえ 平成 年度以降も踏襲して実施している 程制に変更することとし、 月に設置報告を行った。課程制の導入とあわせて、、 、 。17 12
① 任期制の拡大 専門教育コースであるユニット及び教育カリキュラムの改編を行い、平成 年度20

教員の理事就任に伴う補充人事、畜産衛生学専攻採用の助手に任期制を適用 より 「 ユニット＋１サブユニット」から「６ユニット＋１サブユニット」にす、 10
したほか、原虫病研究センターに新設した国際監視部門に任期制を適用した。 ることとした。また、学部・大学院を通じた一元的な教員所属組織として設置す
また、平成 年 月以降の助教採用者全てに任期制を適用している。 る方針としていた「研究域」の検討を進め、研究域は教員の専攻分野に応じて組19 4

② 教職員数の削減 織される「部門」によって構成し、研究活動は原則として部門を単位として行う
平成 年度以降、教員数１、事務系職員数２を毎年削減している。 こと、学部・大学院の教育を行う教員は全員「研究域」に所属して、学士、修士17

③ 教職員の戦略的配置 及び博士の各課程の教育に参画することとした。
教育研究理念・目標に鑑み、採用等の案件ごとに補充が必要な分野に係る人 ( ) 大学教育センターの改編2

事に関する方針を策定し、教員人事を行った。 教育カリキュラムの企画等大学教育の実施に責任を持つ組織として、平成 年14
事務系職員の新規採用を抑制し、必要部署を限定して配置している。また、 度大学改革により設置した大学教育センターの運営機能の一層の円滑化を図るた

対応力の向上と効率化を図り、職員数削減に伴う業務の質の低下を防ぐため、 め、教育学生支援部、大学院教育部、教育改善部の３部体制から、学部教育部、
平成 年度にグループ制を導入した。 大学院教育部の２部体制に改編した。また、 等の業務を扱う教育改善部は、審17 FD

④ 戦略的予算配分の実施 議機関である部体制から、スタッフ制の室体制に移行し実施組織としての機能を
予算を経常的経費と戦略的経費に区分し、経営戦略に基づく予算配分を実施 強化した。

した。経常的経費の教育研究経費は、各教員からの予算要求と大学教育センタ ( ) 大学運営体制の改編3
ーにおける査定に基づき傾斜配分を行っている。戦略的経費は、学長の基本方 教育研究組織の改編に伴い、①機動性を重視した学長補佐体制の見直し、②大
針を反映させるため、学長裁量経費である、学内公募型プロジェクト研究経費 学運営における学内合意形成等に係る意思疎通手段の改善を中心とした大学運営
などによって配分している。 体制の整備を行い、①については、平成 年度から、これまで学長補佐体制とし20

て位置付けていた学長補佐室を廃止し、理事が兼務する副学長２名の他に、担当
を明確にした副学長３名（企画評価担当、学部教育担当、地域連携・国際協力担○ 人件費管理を中心とする財政運営計画の策定

国の行財政改革、運営費交付金の削減等に対応するため、財政運営改善ワーキ 当）を置き、大学運営上の管理責任を持ち、各種委員会の長等ともなる役割を副
ンググループを設置し、教員及び事務職員の適正数、人件費の観点からの教職員 学長５名で担う体制に移行し充実を図ることとした。
組織の見直し等について検討を重ね、平成 年３月に、組織の活性化と人件費抑 ②については、教育研究評議会の構成員を変更し、学長、理事、副学長、事務19
制に配慮した「財政運営計画－人件費を中心として－」を策定した。 局長 研究域 の部門長・副部門長及び各センター長とするとともに 新たに 運、「 」 、 「

本計画においては、基礎的収益（特別教育研究経費及び特殊要因経費を除く運 営連絡会議」及び「部門会議」を設置した。運営連絡会議では、役員会、経営協
営費交付金＋授業料等収益）に対する人件費比率の上昇により、教育研究経費が 議会、教育研究評議会、各種委員会等の審議事項等・審議結果を各部門長・セン
圧迫されることがないよう、人件費比率の上限を定め、中期目標・計画期間の人 ター長に伝達し、各部門長等は、部門会議・センター会議において審議事項等を
事管理計画、人員削減数を策定した。 各構成員に伝達するとともに、意見を聴取し、教育研究評議会に議論の結果等を

示すこととした。
○ 人事の適正化に関する取組

○ 「公的研究費の管理・監査のガイドライン」に基づく体制整備教育、研究、臨床経験、社会貢献、管理運営業績等の多元的側面から客観的に
、「 」 、評価し、採用人事、昇任人事、予算配分、人員配置等に活用することを目的とし 平成 年４月に 研究費の管理・監査に関するワーキンググループ を設置し19

。 、た教員の多元的業績評価は、平成 年の導入以来、随時その評価項目等の見直し 研究費の不正使用防止に向けた適切な内部統制体制の構築を検討した ６月には14
を行い、充実を図っている。 役員会において対応方針を策定するとともに、不正防止計画推進部署の役割も担

平成 年度には、多元的業績評価情報委員会においてより簡素化の方向で評価 うこととなるコンプライアンス室を設置した。コンプライアンス室における検討16
項目、ファクター等の見直しを行い、平成 年度には、評価項目の活用法につい を経て 「研究費の不正使用防止等に関する規程 「研究活動に携わる者の行動指18 、 」

」「 」「 」て見直し、外部資金の取得状況を賞与・昇給に反映させることとした。また、法 針 外部資金の受入から執行までの事務処理マニュアル 会計業務マニュアル
人化以降に実施した全ての教員人事について、多元的業績評価による業績評価を 等を定め、本学の取り組みをホームページに公開し、 月には２回の全学説明会11
実施したほか、平成 年４月の助手から助教への移行審査の際にも多元的業績評 を開催し、ガイドラインの趣旨及び本学の取り組みについて周知を図った。19
価を活用した。



- 36 -

帯広畜産大学

２．共通事項に係る取組状況 ○ 業務運営の効率化
【平成 ～ 事業年度】16 18

平成 年度に事務組織を企画総務部、教育研究協力部の２部体制に再編するな○ 戦略的な法人経営体制の確立と効果的運用 16
ど、法人化に際し、大学運営と教育支援に係る役割分担を明確にし、業務の効率【平成 ～ 事業年度】16 18

学長の執行機能を強化するため、学長補佐体制を整備し、平成 年度に、学長 化・合理化を図った。平成 年度には、人件費抑制等の人員管理方針のもと、事16 17
、 、 、特任補佐、学長補佐からなる学長補佐室を設置した。また、戦略策定組織として 務職員数の減 対応力向上と効率化に資するため 事務組織のグループ化を進め

戦略会議を設置し、最重要戦略課題をはじめとする諸課題を検討し、教育研究評 グループ単位での情報共有、業務分担の見直し等業務の合理化を図った。また、
議会、経営協議会、役員会で決定する経営体制を構築した。 所掌業務の自己点検とあわせ、外部委託可能な業務の抽出等を行い、可能な業務

は積極的に外部委託を推進した。その他、給与事務及び共済事務の一元化、物品【平成 事業年度】19
学長補佐体制として位置付けていた学長補佐室を廃止し、理事が兼務する副学 請求システムの導入等により各種業務の集中化・電算化を推進した。

【平成 事業年度】長２名の他に、担当を明確にした副学長３名を置き、理事と副学長を中心とした 19
機動的な学長補佐体制とした。また、教育研究評議会の構成員を変更するととも 人事及び給与の事務電算システムを統合した人事給与統合システムを導入し、
に、運営連絡会議及び部門会議を設置し、新たに設置した両会議を活用して大学 事務処理の簡素化・迅速化を図った。また、事務局に業務改善・合理化提案ワー
運営における学内合意形成等に係る意思疎通手段の改善を図ることとした。その キンググループを設置し、超過勤務の抑制、業務改善意見等が自由に提案できる
他、社会的信頼の維持及び業務運営の公正性の確保に資するため、コンプライア 環境の整備、業務マニュアルの作成と情報共有等について検討を行い、平成 年20
ンス室を設置し、社会的要請への適応を目的とした体制整備を行った。 １月に「業務改善・合理化に関する提案書」を取りまとめた。

○ 法人としての総合的な観点からの戦略的・効果的な資源配分の実施 ○ 収容定員を適切に充足した教育活動の状況
【平成 ～ 事業年度】 【平成 ～ 事業年度】16 18 16 18
教員人事は 「後任人事」を廃止し、欠員を機械的に補充する方式ではなく、戦 平成 年度から平成 年度までの各年度における、学士、修士、博士の課程ご、 16 18

略的に補充が必要な教育研究分野に係る方針を案件ごとに策定し、中期目標・中 との定員充足率（各年５月１日現在）は以下のとおりである。
期計画の重点領域を中心に学長が決定している。また、事務系職員の採用を抑制 ① 学士課程 平成 年度： ％ 平成 年度： ％ 平成 年度： ％16 105.1 17 105.3 18 106.5
し必要部署を限定して配置した。予算配分は、学長が予算配分の基本方針を策定 ② 修士課程 平成 年度： ％ 平成 年度： ％ 平成 年度： ％16 93.8 17 103.6 18 100.0
し、経常的経費と戦略的経費に区分した上で、学内各部局等からの予算要求に対 ③ 博士課程（平成 年度設置） 平成 年度： ％18 18 200.0

【平成 事業年度】して査定を行い戦略的・重点的な予算の配分・執行を行った。経常的経費に区分 19
19 106.4 117.9される教育研究経費は、各教員からの予算要求と、大学教育センターの査定によ 平成 年度における課程ごとの定員充足率は、学士課程 ％、修士課程

り傾斜配分を行い、戦略的経費は、学内公募型プロジェクト研究経費による重点 ％、博士課程 ％となっている。185.7
、 。的な資源配分 外部資金間接経費の各プロジェクトへの重点配分等を行っている

○ 外部有識者の積極的活用【平成 事業年度】19
【平成 ～ 事業年度】学内公募型プロジェクト研究経費の配分では、前年度のプロジェクト成果報告 16 18

やその他の研究業績を採択に反映させたほか、若手研究者の研究活動に配慮した 法人化に際し、教授会の審議事項を精選するとともに、教育研究評議会への審
採択を行った。また、学内の重点整備事項を実施するための資源配分上の具体的 議の移譲を行い、経営協議会と教育研究評議会を名実ともに大学の意思決定にお
方策として「目的積立金使用方針」を策定した。 ける審議機関とした。また、委員構成を含め、両機関の運営体制・運営状況を検

、 、 、、証し 経営協議会学外委員の任期満了に伴い マネジメント機能を強化するため
地元民間企業経営者を新たに選考したほか、平成 年度からは、学内の主要会議○ 法人内資源配分に対する中間評価・事後評価と必要に応じた資源配分の修正 18
の全てに監事が陪席することとし、監事の意見をより一層大学運営に反映させる【平成 ～ 事業年度】16 18

年度の予算編成基本方針及び予算編成方針策定の際、役員会、経営協議会にお 体制とした。各会議の議事は 「議題 「報告事項」によって行っていたが、大学、 」、
18いて、前年度までの資源配分に対する検証を行い、当該年度の編成方針へ反映さ 運営に係る方針策定に関して 外部有識者の提言を積極的に活用するため 平成、 、

せることとしている。また、企画評価室における年度計画の進捗状況の評価・検 年度より 「方針審議」を追加し 「方針審議」を経た後に、当該方針のもとに課、 、
証の結果を資源配分の中間評価として活用し、資源配分の修正へと反映させる体 題を具体化させ「議題 「報告」へと進むこととした。その他各種会議において」、
制を整備した。このほか、学内公募型プロジェクト研究経費について、各年度終 中期目標・計画における重要事項を重要戦略課題として抽出し、進捗状況を報告
了後に「教育研究改革・改善プロジェクト実績報告書」の提出を義務付け、各プ し、学外委員等からの意見を取り上げている。

【平成 事業年度】ロジェクト代表者による学長に対する「プロジェクトの成果等に関する報告会」 19
を行い、次年度の採択に係る最終審査に反映させている。 平成 年度は、経営協議会を５回開催し、平成 年度概算要求事項の選定並び19 20

に役員及び職員の給与改定に関する２件の事項について方針審議を行った。【平成 事業年度】19
平成 年度予算配分に当たって考慮すべき点を 項目設定し、予算配分に反映 また、経営協議会委員の任期満了に伴い、大学運営のモニタリング機能とマネ20 10

させた。また、平成 年度に採択した教育研究改革・改善プロジェクトの報告会 ジメント機能の更なる強化を図るため、企業統治、産学連携に関し極めて高い識18
を、平成 年７月に行い、次年度の採択に係る最終審査に反映させた。 見と実績を持つ学外有識者、教育学・教育組織等に関する専門家等を選考した。19
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○ 監査機能の充実 ○ 法人全体としての学術研究活動推進のための戦略的取組の状況
【平成 ～ 事業年度】 【平成 ～ 事業年度】16 18 16 18

内部監査体制の強化を図るため、平成 年 月に監査室を設置し、平成 年４ 平成 年度に採択された 世紀 プログラムは、全国共同利用施設である原17 10 18 14 21 COE
月には、監査室専門員の兼務を解除して専任としたほか、内部監査における重点 虫病研究センターを中核として、動物由来感染症の予防・診断・治療方法の確立
項目の設定及び年度監査計画を作成して、監査に対する実施体制を整備した。 に向けた研究を平成 年度までの５年間実施した。本プログラムでは、原虫病を18
平成 年度監事監査の検証により 月には会計監事監査 中間 を実施した 中心とする感染症や開発途上国での家畜生産性向上、食品の生産・加工・流通・16 12、 （ ） 。

また、決算担当部門の充実を図る必要性が指摘されたことを踏まえ、平成 年 消費など食の流れ全体を捉えるフードシステムの構築等の問題に対し 「農場から17 10 、
月に財務課に決算担当の専門職員を配置した。平成 年度監事監査では、教員人 食卓まで」を一貫して対象とする学際的領域の確立が望まれており、本学は、本17
事に関する指摘を受け、助教授全員を対象とした学内公募を実施し、５件の教授 プログラムに参画する教員を中心に 「食の安全確保」に関わる高度な教育研究体、
昇任人事を行う等教員の処遇の改善を図った。 制を構築するため、平成 年４月に畜産学研究科畜産衛生学専攻を設置し、獣医16

学と畜産科学を有機的に融合させた学際的領域の教育研究組織を創設した。【平成 事業年度】19
監査機能の強化と独立性の確保のため、平成 年４月に、監査室を事務局内部 平成 年７月には、学内における組織的な研究活動等を推進するとともに、十19 16

の組織から学長直轄の組織に改編した。また、従前の監査室においては、財務会 勝圏における組織的な研究連携を推進する機関として、全学研究推進連携機構を
17計経理に関する内部監査を行うこととしていたが 監査室内部監査規程を制定し 整備し、戦略マネジメント室、知的連携企画オフィスを設置した。また、平成、 、

大学業務全般を対象とした内部監査を行うこととした。平成 年度業務監査報告 年３月には、地域における畜産業の問題解決に資する観点から、十勝管内の公設18
「 」 。書において、部局長の在り方、理事・学長特任補佐の役割分担等の指摘を受けた 試験研究機関と スクラム十勝 を設立する等戦略的な学術研究活動を推進した

ことを踏まえ、法人化後の管理運営機構について再検討するため、事務局長を座 全国共同利用施設である原虫病研究センターは、 世紀 プログラムの推進21 COE
長とする管理運営機構再検討ワーキンググループを設置し検討を行った。その結 母体となるなど、研究に関する目標達成のための中核組織であり、全国共同利用
果、機動性を重視した学長補佐体制の見直し並びに大学運営における学内合意形 を推進する観点から、人員、予算、施設面において重点的な資源配分を実施して
成等に係る意思疎通手段の改善を行った。 いる。平成 年度には、国際サーベイランス・プロジェクトを推進するため、国17

際監視部門（５年時限）を設置し、任期付きの教員４名を配置し、体制の強化を
図った。○ 教育研究組織の柔軟かつ機動的な編制・見直し等

【平成 ～ 事業年度】 【平成 事業年度】16 18 19
中期目標・計画のうちの重要戦略課題として、①学部教育の充実、②大学院博 「平成 年度大学改革」により、学部・大学院を通じた一元的な教員所属組織20

士課程の設置・博士課程教育の推進及び修士課程教育の充実、③別科の在り方の として設置する「研究域」について、具体の検討を進め、研究域は教員の専攻分
検討 ④教育・研究組織の整備 の４項目を掲げて平成 年度以来検討を進めた 野に応じて組織される「部門」によって構成し、教員の研究活動は原則として部、 、 。16

①については、獣医学分野と畜産科学分野の知識の相互補完による「獣医畜産 門を単位として行うことにより、全学的な研究活動を促進することとした。
融合の教育」を行うため、学部を学科制から課程制へ変更する方針とし、学部段 原虫病研究センターに関しては、全国共同利用を推進するための重点的資源配
階の教育コースである「ユニット」とカリキュラムの改編を行うこととした。 分を平成 年度も継続して実施した。また、国内外の大学、研究機関、国際機関19

②については、食品安全科学に特化した教育研究を行う、畜産衛生学専攻博士 と連携した原虫病の診断・治療・予防に関する総合的研究を推進する観点から、
後期課程を平成 年４月に設置し、平成 年設置の畜産衛生学専攻修士課程を前 平成 年度より開始した共同研究の公募に関しする資源配分を実施した。18 16 19
期課程とした。修士課程教育の充実については、畜産衛生学専攻をモデルとし、

○ 従前の業務実績に係る評価結果の法人運営への活用４セメスター制、総合型授業の導入等の大学院教育の実質化を内容とする修士３
【平成 ～ 事業年度】専攻の改組を平成 年度に行う方針とした。22 16 18

、③については、別科の教育ビジョン、現行カリキュラムの見直しを行い、今中 平成 事業年度における自己点検と国立大学法人評価委員会の評価結果を基に16
期目標期間中に方向性を示すこととしている。 業務運営への機動性の向上等の観点から、委員会組織であった評価委員会をスタ

④については、学部を学科制から課程制に変更するとともに、学部・大学院を ッフ制の組織に改編し、平成 年度から企画評価室とした。18
通じた一元的な教員所属組織である「研究域」を設置することとした。 平成 年度評価における国立大学法人評価委員会の指摘事項であった危機管理17

に対する全学的・総合的な体制を整備するため、平成 年度に、危機管理規程を【平成 事業年度】19 18
「獣医畜産融合の教育」を行うため、平成 年４月より学科制から課程制に移 制定し、全学的リスクマネジメント組織である危機管理室を設置した。20

行することとし、 月に設置報告を行った。また、課程制の導入と併せ、学部段 また、平成 年度及び平成 年度の自己点検により課題として抽出されていた12 17 18
階の専門教育コースである「ユニット」とカリキュラムの改編を行った。 監査室の独立性を確保するため、事務局内に置かれていた監査室を平成 年４月19

学部・大学院を通じた一元的な教員所属組織である「研究域」を設置すること より学長直轄の組織に改編することとした。
【平成 事業年度】とし、平成 年４月より、学部・大学院の教育を担当する教員は、研究域に所属20 19

して「学士課程教育 「修士課程教育 「博士課程教育」の各課程教育にあたるこ ※ 該当事項なし」 」
ととした。



- 38 -

帯広畜産大学

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(2) 財務内容の改善に関する目標
① 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標

中
期

・ 外部研究資金など自己収入の増加に努める。
目
標

判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ進捗
状況

中 期 計 画 平 成 年 度 計 画19
中 年中 年 平成 年度までの実施状況 平成 ～ 年度の実施予定19 20 21
期 度期 度

○ 科学研究費補助金、受
託研究、奨学寄附金等外
部資金増加に関する具体
的方策

（平成 ～ 年度の実施状況概略）【 】33 16 18
科学研究費補助金の申請 科学研究費補助金の申請率を上昇させ、研究活動の 科学研究費補助金の申請率、Ⅲ

率を大幅に上昇させるた 活性化を図るため、学内説明会を毎年開催しているほ 採択率を上昇させるため、科学
め、研究資金の配分に当た か、全教員へ申請書作成手引きを配付するなど、周知 研究費補助金制度説明会、申請
っての動機付けなど、多様 に努めている。また、学長裁量経費である教育研究改 書の事前審査を実施し、その希
な措置を講じる。 革プロジェクトの募集時に科学研究費補助金の申請を 望者の拡大を図る。また、教員

条件とする等の措置を講じている。 に申請のインセンティブを持た
せるため、科学研究費補助金の

【 】 採択者を含め外部資金獲得者に33 （平成 年度の実施状況）19
科学研究費補助金の積極的 科学研究費補助金の採択上昇に向けて、申請書作成 係る教員基礎活動費等の基盤研Ⅲ

な申請を全教員に促す。 手引きを学内ホームぺージに掲載した。また、審査委 究費の配分方法を見直し、傾斜
員の経験のある本学名誉教授を招聘し説明会を開催し 配分などの多様な措置を講じ
たほか 希望者には申請書の事前審査を実施するなど る。、 、
科学研究費補助金の積極的な申請を促した。

（平成 ～ 年度の実施状況概略）【 】34 16 18
大学の研究シーズと社会 地域共同研究センターを中核として、共同研究の質 引き続き、産学連携、知的財Ⅲ

のニーズをつなぐ機能の充 の充実と技術移転の可能性の追求に重点を置いた連携 産等に係る専門家等の人材確保
実・強化と により、受 の充実強化に努め、産学連携コーディネーター２名、 に努め、地域共同研究センターPR
託研究及び共同研究の増加 アドバイザー３名の他、 ～ 名の客員教授など産学 を中核として、共同研究の質の12 14
に努める。 連携に係る専門家を招聘し、大学の研究シーズと社会 充実と技術移転の可能性の追求

のニーズをつなぐ機能の充実・強化に努めた。 に重点を置いた連携の充実強化
その結果、平成 年度から平成 年度の間に受託研 に努める。16 18

究の件数増（ 件→ 件）並びに受託・共同研究受入 また、平成 年度に採択され30 55 19
合計額の大幅な増（ 千円→ 千円）を達 た文部科学省科学技術新興調整378,813 549,426
成した。 費による「十勝アグリバイオ産

業創設のための人材育成」事業
【 】 等の事業をより一層推進する。34 （平成 年度の実施状況）19
大学の研究シーズと社会の 平成 年度以前に引き続き、地域共同研究センターⅢ 18
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ニーズのマッチング機能の充 を中核に、共同研究の質の充実と技術移転の可能性の
実・強化とシーズの によ 追求に重点を置いた連携の充実強化に努めた。本年度PR
り、特に受託研究の増加に努 は、文部科学省科学技術振興調整費＜地域再生人材創
める。 出拠点形成＞による「十勝アグリバイオ産業創設のた

めの人材育成」事業が採択され、本事業に係る業務担
当者を４名増員し同センターの機能を強化した。

（平成 ～ 年度の実施状況概略）【 】35 16 18
公募型助成金事業への積 平成 年度以来、公募型助成金への積極的な申請を 引き続き事業関連データベーⅢ 16

極的な申請を促進するた 促進するため、事業関連情報データベース（ ）へ ス（ ）へのリンクシステムJST JST
め、事業関連情報データベ のリンクシステムを活用し、各種助成金事業の公募情 を拡充し、公募型助成金事業へ
ースの構築及び運用を図 報等を周知している。 の積極的な申請を促進する。
る。

（平成 年度の実施状況）【 】35 19
事業関連情報データベース 事業関連情報データベース( )へのリンクシステⅢ JST

の活用により、公募型助成金 ムの拡充等により、公募型助成金事業への積極的な申
事業への積極的な申請を促進 請を促した結果、本年度は、７件の事業に 件の申請57
する。 を行い、そのうち 件が採択された。10

○ 収入を伴う事業の実施
に関する具体的方策

（平成 ～ 年度の実施状況概略）【 】36 16 18
大型動物診療の積極的な 平成 年度には、 検査等に対応した レベル検 平成 年度中に予定しているⅢ 16 BSE P2 20

周知・広報等により、附属 査室の改修整備や最先端のマルチスライス 線 装 附属家畜病院の改修の際、新築X CT
家畜病院の収入の増加に取 置の導入等、診断設備の機能向上を図り、平成 年度 施設と改修施設の工期をずらす17
り組む。 には、小動物診療における 線 検査を含めた高度 等の措置をとり、極力診療を継X CT

医療の提供や勤務獣医師及び動物看護師の雇用による 続させるとともに、診療料金改
サービスの向上を図った。また、平成 年度には、家 定によって、診療収入の維持に18
畜病院の周知・広報を目的として積極的に市民向けの 努める。また、平成 年 月施20 8
大学開放授業、体験入学に参加すると共に、広報活動 行の獣医療法施行規則の一部改
を行ったこと等により収入増を達成した。 正によって広告可能な事項が追

加されることを踏まえ、より積
【 】 極的な周知・広報を行う。36 （平成 年度の実施状況）19
積極的な周知・広報等によ 本年度は、 線 装置の操作担当者の増員、小動 学内他部局との連携を強化しⅢ X CT

り、附属家畜病院の収入の増 物外科専門医の１名増員、動物看護師の雇用、大学ホ て、診療体制の強化と円滑化を
加に取り組む。 ームページへの休診等の診療案内の随時掲載など、高 推進するとともに、非常勤職員

度医療の提供並びに利用者サービスの向上に努めた。 の雇用により、臨床系教員の診
これらの取り組みにより、附属家畜病院の診療頭数 療負担の軽減と外来患者及びオ

及び収入は、 頭、 千円となり、それぞれ前 ーナーへのサービスの向上を図4,990 38,936
年度と比べ 、 の増加となった。 る。17.6% 14.1%

（平成 ～ 年度の実施状況概略）【 】37 16 18
畜産フィールド科学セン 平成 年度以前から学外販売している 殺菌牛 搾乳牛舎を改修して換気を改Ⅲ 16 UHT

ターにおける農畜産物につ 乳（高温殺菌牛乳）に加え、平成 年度から製造を始 善するとともに、搾乳機器を更16
いては、付加価値の向上及 め、学内の大学生協において販売している低温殺菌牛 新して搾乳衛生の向上を図るな
び地域における地場産業等 乳を平成 年度から、帯広市内の生活協同組合等２店 ど、乳牛の飼育環境及び飼育方18
との連携により、収入の増 舗での学外販売を開始し、収入増を達成した。 法の一層の改善に取り組み、牛
加に取り組む。 また、代謝プロファイルテストの結果を活用し、搾 群の健康増進を図ることによっ

乳牛への購入飼料の給与量を削減し、自給飼料の給与 て、乳量の増加を図る。また、
量を増やした結果、泌乳生産を維持しながらコストを 粗飼料の高度利用を一層推進す
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抑えた酪農が実施可能となったとともに、搾乳牛舎の るとともに、飼料の学内生産を
、 。改修、飼育作業の見直し等により、家畜飼養環境の改 拡大し 購入飼料費を抑制する

善を施し、疾病の発生を低減させ、繁殖率の上昇につ 畜大牛乳の販売については、
ながった。 牛乳の定期購買者拡大募集や地

域イベント等に積極的に参加し
【 】 宣伝普及に取り組み、販売を拡37-1 （平成 年度の実施状況）19
乳牛の飼育環境及び飼育方 家畜飼育施設に換気用扇風機（ 台）の設置、畜舎 充する。Ⅲ 12

法の改善に積極的に取り組 の通風性を向上させるために不要な壁を撤去するな また、搾乳頭数の増加に努め
み、疾病発生を抑制し、繁殖 ど、乳牛の飼育環境の改善を図った。また、毎月の代 るとともに、乳生産量の拡大と
効率の向上を図るとともに、 謝プロファイルテスト及び体格測定データを活用した 余剰牛の個体販売により収入増
粗飼料を高度に活用して濃厚 栄養管理、放牧牛の放牧方法の改善による牛体汚染の に取り組む。
飼料費を抑制し、低コスト酪 回避等により、疾病発生の抑制及び繁殖率の向上を進
農を一層推進する。 めた｡

低コスト酪農の推進に関しては、購入飼料費抑制の
ため、自給飼料として実取りトウモロコシの試験栽培
を行ったほか、貯蔵粗飼料の品質向上のための良質サ
イレージ調製に取り組み、低コスト酪農を推進した。

【 】37-2
牛乳製造体系の効率化を推 畜大牛乳の販売拡充のため生活協同組合コープさっⅢ

進するとともに、畜大牛乳を ぽろと連携し、牛乳の定期購買者拡大募集や地域のイ
増産して販売拡充を図る。 ベント等に積極的に参加すると共に、低温殺菌牛乳の

宣伝普及に取り組んだ。
畜大牛乳の販売数量については、 高温殺菌1,000ml

牛乳最大の販路である生活協同組合の合併の影響によ
る定期購買者の減少、乳製品工場の改修工事に伴う３
ヶ月間の生産停止等の影響により、牛乳全体の販売数
量は前年度比で減少したが、平成 年度に行った低温18
殺菌牛乳（ ）の販路拡大により、低温殺菌牛乳500ml
の月平均販売数量は、前年度比 ％の増加となった。21

【 】37-3
雄子牛の付加価値を高める 雄牛の経済価値を高めると共に初産乳牛の難産を避Ⅲ

ために、育成牛に和牛を交配 けるために、育成乳牛には和牛精液で受精を行った。
して を生産、ホル雄子牛 なお、ホルスタイン雄子牛の肥育については、輸入穀F1
は粗飼料（放牧）主体による 物の急激な価格高騰を受け、経済効果は見込めないも
肥育に取り組む。 のと判断されたことから中止した｡

ウェイト小計

帯広畜産大学



- 41 -

帯広畜産大学

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(2) 財務内容の改善に関する目標
② 経費の抑制に関する目標

中
・ 管理的経費の抑制に努める。期
・ 「行政改革の重要方針（平成 年 月 日閣議決定）において示された総人件費改革の実行計画を踏まえ、人件費削減の取組を行う。目 17 12 24

標

判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ進捗
状況

中 期 計 画 平 成 年 度 計 画19
中 年中 年 平成 年度までの実施状況 平成 ～ 年度の実施予定19 20 21
期 度期 度

○ 管理的経費の抑制に関
する具体的方策

（平成 ～ 年度の実施状況概略）【 】38 16 18
コスト意識の涵養と節約 省エネ意識の涵養のため、光熱水使用量や省エネ対 事務局全体で予算管理し執行Ⅲ

励行により管理的経費の縮 策の事例等の情報をホームページに掲載すると共に、 している共通管理費について、
減を図る。 随時メール等で省エネ対策実行の呼びかけた。 各課ごとの前年度までの執行実

また、冷暖房時間の集中制御の実施、クールビズ・ 績を分析の上、集約や合理化で
ウォームビズの全学実施、電子会議システムの導入、 削減可能なものを抽出し、削減
学内回覧情報の 化等によるペーパーレス化、ガス 目標値等を設定するとともに、PDF
供給契約の見直し、電力の電圧調整による使用電力の 学内の備品の有効活用を図るた
制御、事務用刊行物の見直し、メール便の活用、宅配 め、ホームページに備品の画像
便単価契約の導入、事務用パソコンのリース化等の取 データを掲載し、学内で有効活
り組みにより、管理的経費の縮減を図った。 用できる仕組みを検討する。

また、パソコンのリース計画
、 、【 】 の推進 ガス大口契約の見直し38 （平成 年度の実施状況）19

職員の意識改革を徹底し、 事務職員等に毎週、メール及び各課長等より口頭で 畜産フィールド科学センターのⅢ
省エネ、ペーパーレスなどを 定時退勤の徹底について周知することにより、管理的 市水を井水に切り替える等の措
推進するとともに、事務等の 経費の縮減を図った。 置を講じ、経費縮減を図る。
効率化・合理化により管理的 また、複写機の賃貸契約については新機種への更新 教職員の意識の向上を図るた
経費の縮減を図る。 を見送り、継続使用することにより 円の経費 め 競争的スペースの使用料 光551,850 、 （

を節約したほか、本年度は事務用パソコン 台をリー 熱水費）の徴収を実施して、使18
ス化した。 用者の省エネルギーに対する意
このほか、クールビズ及びウォームビズの継続的な 識改革を行うとともに、省エネ

実施、改修工事での照明器具の省エネ器具の採用及び ルギー対策を盛り込んだ「環境
センサーによる照度制御を行い、使用建物面積あたり 白書 （大学の環境配慮への方」
電力量・Ａ重油使用量を３％削減した。 針）等の策定を検討する。

○ 人件費削減の取組に関
する具体的方策

（平成 ～ 年度の実施状況概略）【 】39 16 18
総人件費改革の実行計画 行財政改革、運営費交付金に係る効率化への対応の 平成 年３月に策定した財政Ⅲ 19

を踏まえ平成 年度までに ため 「人件費抑制 「経費節減 「財源確保」の具 運営計画に基づき、平成 年度21 20、 」、 」、
概ね４％の人件費の削減を 体的方策を検討する方針とし、平成 年度に「財政運 及び平成 年度に、それぞれ更17 21
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図る。 営改善検討ワーキンググループ を設置し 人事制度 に１％ずつの人件費削減目標を」 、 、
人件費管理、業務改善等の様々な観点から財政運営の 達成するため、各年度とも対前
改善に向けた検討を行い、平成 年 月の役員会及び 年度、教員数１、事務系職員数17 10
経営協議会に骨子を、平成 年３月の役員会及び経営 ２の削減を行う。18
協議会に「財政運営の改善に向けて（中間報告 」を）
示した。

18 17 12平成 年度には 行政改革の重要方針 平成 年、「 」（
月 日閣議決定 「経済財政運営と構造改革に関する24 ）、
基本方針 （平成 年７月７日閣議決定 「簡素2006 18」 ）、
で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関

」（ ） 、する法律 平成 年６月２日法律第 号 等を受け18 47
前年度の中間報告に変更を加え、平成 年３月に、組19
織の活性化と人件費抑制に配慮した「財政運営計画－
人件費を中心として」を策定した。
平成 年度計画における人件費削減については、１18

％の人件費削減目標を達成するため、前年度から教員
１人、事務系職員２人を削減し、常勤職員数 人と244
し、年度を通じ員数内で運用を行った。

（平成 年度の実施状況）【 】39 19
総人件費改革の実行計画を 平成 年度に策定した財政運営計画に基づき、平成Ⅲ 18

踏まえ、平成 年度について 年度の教職員数については、１％の人件費削減目標19 19
は、概ね１％の人件費の削減 を達成するため、前年度から教員数１、事務系職員数
を図る。 ２を削減し、常勤職員数 人とし、年度を通して過241

員を生ずることなく運用を行った。

ウェイト小計

帯広畜産大学



- 43 -

帯広畜産大学

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(2) 財務内容の改善に関する目標
③ 資産の運用管理の改善に関する目標

中
・ 資産はその実態を把握し、全学的視野に立って保有する資産（土地・施設・設備）を効率的・効果的に運用する。期
・ 知的財産の活用を推進する。目

標

判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ進捗
状況

中 期 計 画 平 成 年 度 計 画19
中 年中 年 平成 年度までの実施状況 平成 ～ 年度の実施予定19 20 21
期 度期 度

○ 資産の効率的・効果的
運用を図るための具体的
方策

（平成 ～ 年度の実施状況概略）【 】40 16 18
資産 土地・施設・設備 平成 年度に導入した施設情報管理システムの活用 職員宿舎用地の用途変更の見（ ） Ⅲ 16

の利用状況の把握に努め運 による、資産の利用実態調査・分析に基づき、平成 直しを行い、土地の有効活用と17
用計画を策定し、効率的・ 年度に資産の運用計画を含む 「キャンパスマスター 経費削減を行うとともに、都市、
効果的運用を図る。 プラン 」を策定した。また、施設情報管理システ 計画道路拡幅に関連して、地方2006

ムの運用を開始したことにより、教職員、学生等が学 自治体と協議を行い、土地・資
内 を通してリアルタイムに講義室などの全学共 産の効果的な活用法を検討すLAN
通使用室の使用状況の閲覧を可能としたほか、未利用 る。また、施設の有効活用を図
である職員宿舎を、学生寮の改修工事に伴う、入寮者 るため、資産の一般開放等の拡
の仮住先として利用するなど、資産の効率的な運用を 充を引き続き推進する。
行った。
平成 年度には、学内資産の一般開放の拡充に向け18

た検討を行い、帯広市広報への記事の掲載を行った。

（平成 年度の実施状況）【 】40 19
資産（土地・施設・設備） 資産（土地・施設・設備）の一般開放を推進し、効Ⅲ

の運用計画に基づき、一般開 果的な運用を行うため、ホームページを作成し、外部
放事業を行う。 への広報を行うとともに使用者に分かり易い料金表の

作成及び使用目的の緩和や使用中止の際の料金の返納
を行うこととした「不動産一時使用取扱細則」の改正
を行い、利用しやすい環境づくりを行った。

（平成 ～ 年度の実施状況概略）【 】41 16 18
特許の効率的・効果的運 平成 年に本学における知的財産の創造、保護及び 知的財産ポリシーに基づき、Ⅲ 16

用を図るため、大学関連の 活用に関する基本理念及びその実現を図るために必要 知的財産関連規程の見直しを行
特許の適切な管理運用を行 な事項を定めた「知的財産基本規則」その他関係規程 うとともに、特許の効率的・効
い、 などの技術移転機 を整備し、知的財産の適切な管理運用の基盤を構築す 果的運用及び適切な管理運用をTLO
関を活用して実施先の開拓 るとともに、各種イベントに積極的に参加し、大学シ 行うため、引き続き各種セミナ
を推進する。 ーズを してきた。また、知的財産の創出促進のた ー等を開催し、職員の知識を深PR
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めに、知的財産セミナーを開催しているほか、平成 めるほか、知的財産に係る専門18
年度に社団法人発明協会の知的財産統括アドバイザー 家等の人材確保に努める。
派遣事業に採択され、アドバイザーによる特許相談室
の開設、ミニセミナーの実施など、知的財産の適切な
管理運用を図っている。その他、平成 年には知的財18
産の創出及び知的創造サイクルを促進することを目的
として 「職務発明取扱規程」を改正するなど、適宜、
必要な体制の見直しを行っている。

（平成 年度の実施状況）【 】41 19
特許の効率的・効果的運用 平成 年度に改正した職務発明取扱規程により、よⅢ 18

を図るため、大学関連の特許 り一層の知的財産の創出及び知的創造サイクルを促進
の適切な管理運用を行い、 した。また、知的財産の活用等について大学の姿勢を

などの技術移転機関を活 内外に公表するため、知的財産ポリシーを策定し公表TLO
用して実施先の開拓を推進す した。
る。 知的財産の創出促進のため、 月にバイオ専門の弁11

理士による「ライフサイエンスセミナー」を開催した
ほか、知的財産統括アドバイザーによる「研究ノート
セミナー」及び北海道知的所有権センターからの講師

「 」 、派遣による 電子図書館による文献検索セミナー の
計３回の知的財産セミナーを開催した。

の － （研究成果総合データベース）にJST J STORE
登録し、単独出願４件、共同研究の成果による発明５
件の計９件の特許情報を掲載し、研究成果の社会還元
に向け知的財産の活用を推進した。
また、産学官連携戦略展開事業（戦略展開プログラ

ム）に岩手大学大学院農学研究科を中心とする農学・
ライフサイエンス分野の技術移転を目的とした岩手大
学を代表機関とする大学間連携に、本学はその応募機
関として申請した。

ウェイト小計

ウェイト総計

〔ウェイト付けの理由〕

帯広畜産大学
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帯広畜産大学

(2) 財務内容の改善に関する特記事項等

○ その他自己収入の増加に向けた取組１．特記事項
附属家畜病院の診療収入の増加へ向けて、平成 年度には、 検査等に対応16 BSE

した レベル検査室の改修整備や最先端のマルチスライス 線 装置の導入等、【平成 ～ 事業年度】16 18 P2 X CT
診断設備の機能向上を図り、平成 年度には、小動物診療における 線 検査を17 X CT
含めた高度医療の提供や勤務獣医師及び動物看護師の雇用によるサービスの向上○ 全学的視点からの戦略的な学内資源配分に関する取組

中期目標・中期計画を内容とする学長の基本方針に基づき、平成 年度に役員 を図った。また、平成 年度には、家畜病院の周知・広報を目的として積極的に16 18
会において、本中期目標期間中の予算配分について、予算を経常的経費と戦略的 市民向けの大学開放授業、体験入学に参加すると共に、マスメディアの企画によ
経費に区分し、経営戦略に基づいた査定による予算配分を実施するとした経営戦 る広報にも努めた。これらの取組により平成 年度の診療収入は 千円とな18 34,119
略を策定し、各年度の評価結果を踏まえ、平成 年度以降も踏襲して実施してい り、平成 年度から ％の増収となった。17 16 26.3

16る。 また 畜産フィールド科学センターの農畜産物売払収入の増加へ向けて 平成、 、
具体には、学長が予算配分の基本方針を策定し、経常的経費と戦略的経費に区 年度以前から学外販売している 殺菌牛乳（高温殺菌牛乳）に加え、平成 年UHT 16

18分した上で、学内各部局等からの予算要求に対して、経営戦略に基づく査定を行 度から製造を始め、学内の大学生協において販売している低温殺菌牛乳を平成
い、全学的視点から予算配分案を策定している。その後、経営協議会、役員会の 年度から、帯広市内の生活協同組合等２店舗での学外販売を開始したこと等によ

18 22,554審議を経て予算配分を行い、戦略的・重点的な予算執行を行った。経常的経費に り 平成 年度の畜大牛乳全体 低温殺菌牛乳 高温殺菌牛乳 の収入は、 （ 、 ） 、
区分される教育研究経費については、各教員からの予算要求と、大学教育センタ 千円となり、平成 年度から ％の増収となった。16 8.1
ーにおける査定を経て傾斜配分を行い、戦略的経費である学長裁量による学内公

○ 管理的経費の抑制に関する取組募型プロジェクト研究経費の配分については、成果報告会を毎年開催し、当該プ
ロジェクト経費の効果的な運用について検討を行った。 省エネ意識の涵養のため、光熱水使用量や省エネ対策の事例等の情報をホーム

ページに掲載すると共に、随時メール等で省エネ対策実行の呼びかけた。
また、冷暖房時間の集中制御の実施、クールビズ・ウォームビズの全学実施、○ 人件費管理を中心とする財政運営計画の策定

（※ ( ) 業務運営の改善及び効率化に関する特記事項等欄の再掲） 電子会議システムの導入、学内回覧情報の 化等によるペーパーレス化、ガス1 PDF
国の行財政改革、運営費交付金の削減等に対応するため、財政運営改善ワーキ 供給契約の見直し、電圧調整による使用電力の抑制、事務用刊行物の見直し、メ

ンググループにおいて、教員及び事務職員の適正数、学校教育法の一部を改正す ール便の活用、宅配便単価契約の導入、事務用パソコンのリース化等の取り組み
る法律等の施行に伴う人件費の観点からの教職員組織の見直し等について検討を により、管理的経費の縮減を図っている。
重ね、平成 年３月に、組織の活性化と人件費抑制に配慮した「財政運営計画－19

○ 資産の運用管理の改善に関する取組人件費を中心として－」を策定した。
本計画においては、基礎的収益（特別教育研究経費及び特殊要因経費を除く運 平成 年度に導入した施設情報管理システムの活用による、資産の利用実態調16

営費交付金＋授業料等収益）に対する人件費比率の上昇により、教育研究経費が 査・分析に基づき、平成 年度に資産の運用計画を含む 「キャンパスマスタープ17 、
圧迫されることがないよう、人件費比率の上限を定め、中期目標・計画期間の人 ラン 」を策定した。また、施設情報管理システムの運用を開始したことによ2006
事管理計画、人員削減数を策定した。 り、教職員、学生等が学内 を通してリアルタイムに講義室などの全学共通使LAN

用室の使用状況の閲覧を可能としたほか、未利用である職員宿舎を、学生寮の改
修工事に伴う、入寮者の仮住先として利用するなど、資産の効率的な運用を行っ○ 外部研究資金の獲得に向けた取組

科学研究費補助金の申請率を上昇させ、研究活動の活性化を図るため、学内説 た。平成 年度には、学内資産の一般開放の拡充に向けた検討を行い、帯広市広18
明会を毎年開催しているほか、全教員へ申請書作成手引きを配付するなど、周知 報への記事の掲載を行った。
に努めている。また、学長裁量経費である教育研究改革プロジェクトの募集時に また、知的財産の効率的・効果的運用については、平成 年に本学における知16
科学研究費補助金の申請を条件とする等の措置を講じている。 的財産の創造、保護及び活用に関する基本理念及びその実現を図るために必要な
また 受託研究及び共同研究については 地域共同研究センターを中核として 事項を定めた「知的財産基本規則」その他関係規程を整備し、知的財産の適切な、 、 、

共同研究の質の充実と技術移転の可能性の追求に重点を置いた連携の充実強化に 管理運用の基盤を構築するとともに、各種イベントに積極的に参加し、大学シー
努め、産学連携コーディネーター２名、アドバイザー３名の他、 ～ 名の客員 ズを してきた。また、知的財産の創出促進のために、知的財産セミナーを開催12 14 PR
教授など産学連携に係る専門家を招聘し、大学の研究シーズと社会のニーズをつ しているほか、平成 年度に社団法人発明協会の知的財産統括アドバイザー派遣18
なぐ機能の充実・強化に努めた。 事業に採択され、アドバイザーによる特許相談室の開設、ミニセミナーの実施な

その結果、平成 年度から平成 年度の間に受託研究の件数増（ 件→ 件） ど、知的財産の適切な管理運用を図っている。その他、平成 年には知的財産の16 18 30 55 18
並びに受託・共同研究受入合計額の大幅な増（ 千円→ 千円）を達成 創出及び知的創造サイクルを促進することを目的として 「職務発明取扱規程」を378,813 549,426 、
した。 改正するなど、適宜必要な体制の見直しを行っている。
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知的財産の効率的・効果的運用については、平成 年度に改正した職務発明取【平成 事業年度】19 18
扱規程により、より一層の知的財産の創出及び知的創造サイクルを促進した。ま
た、知的財産の活用等について大学の姿勢を内外に公表するため、知的財産ポリ○ 外部研究資金の獲得に向けた取組

科学研究費補助金の申請率を上昇させ、研究活動の活性化を図るため、学内説 シーを策定し公表した。また、知的財産の創出促進のため、 月にバイオ専門の11
明会を毎年開催しているほか、全教員へ申請書作成手引きを配付するなど、周知 弁理士による「ライフサイエンスセミナー」を開催したほか、知的財産統括アド
に努めている。また、学長裁量経費である教育研究改革プロジェクトの募集時に バイザーによる「研究ノートセミナー」及び北海道知的所有権センターからの講
科学研究費補助金の申請を条件とする等の措置を講じている。 師派遣による「電子図書館による文献検索セミナー」の、計３回の知的財産セミ

また、受託研究及び共同研究については、平成 年度以前に引き続き、地域共 ナーを開催した。このほか、産学官連携戦略展開事業（戦略展開プログラム）に18
同研究センターを中核に、共同研究の質の充実と技術移転の可能性の追求に重点 岩手大学大学院農学研究科を中心とする農学・ライフサイエンス分野の技術移転
を置いた連携の充実強化に努めた。平成 年度は、文部科学省科学技術振興調整 を目的とした岩手大学を代表機関とるする大学間連携に、本学はその応募機関と19
費＜地域再生人材創出拠点形成＞による「十勝アグリバイオ産業創設のための人 して申請した。
材育成」事業が採択され、本事業に係る業務担当者を４名増員し同センターの機
能を強化した。

２．共通事項に係る取組状況
○ その他自己収入の増加に向けた取組

○ 財務内容の改善・充実の状況附属家畜病院の診療収入の増加へ向けて、平成 年度は、 線 装置の操作担19 X CT
当者の増員、小動物外科専門医の１名増員、動物看護師の雇用、大学ホームペー

【平成 ～ 事業年度】ジへの休診等の診療案内の随時掲載など、高度医療の提供並びに利用者サービス 16 18
の向上に努めた これらの取り組みにより 附属家畜病院の診療頭数及び収入は 管理的経費の節減について、省エネ意識の涵養のため、光熱水使用量や省エネ。 、 、

頭 千円となり それぞれ前年度と比べ の増加となった 対策の事例等の情報をホームページに掲載すると共に、随時メール等で省エネ対4,990 38,936 17.6% 14.1%、 、 、 。
また、畜大牛乳の販売拡充のため、平成 年度は、生活協同組合コープさっぽ 策実行の呼びかけを行っている。また、冷暖房時間の集中制御の実施、クールビ19

ろと連携し、牛乳の定期購買者拡大募集や地域のイベント等に積極的に参加する ズ・ウォームビズの全学実施、電子会議システムの導入、学内回覧情報の 化PDF
と共に 低温殺菌牛乳の宣伝普及に取り組んだ 畜大牛乳の販売数量については 等によるペーパーレス化、ガス供給契約の見直し、電圧調整による使用電力の抑、 。 、

高温殺菌牛乳最大の販路である生活協同組合の合併の影響による定期購買 制、事務用刊行物の見直し、メール便の活用、宅配便単価契約の導入、事務用パ1,000ml
者の減少、乳製品工場の改修工事に伴う３ヶ月間の生産停止等の影響により、牛 ソコンのリース化等の取り組みにより、管理的経費の縮減を図っている。

、 、乳全体の販売数量は前年度比で減少したが、平成 年度に行った低温殺菌牛乳 自己収入の増加に向けた取組としては 科学研究費補助金の申請率を上昇させ18
（ ）の販路拡大により、低温殺菌牛乳の月平均販売数量は、前年度比 ％ 研究活動の活性化を図るため、学内説明会を毎年開催しているほか、全教員へ申500ml 21
の増加となった。 請書作成手引きを配付するなど、周知に努めている。また、学長裁量経費である

教育研究改革プロジェクトの募集時に科学研究費補助金の申請を条件とする等の
措置を講じている。○ 管理的経費の抑制に関する取組

、 、 、事務職員等に毎週、メール及び各課長等より口頭で定時退勤の徹底について周 また 受託研究及び共同研究については 地域共同研究センターを中核として
知することにより、管理的経費の縮減を図った。また、複写機の賃貸契約につい 共同研究の質の充実と技術移転の可能性の追求に重点を置いた連携の充実強化に
ては新機種にへの更新を見送り、継続使用することにより 円の経費を節約 努め、産学連携コーディネーター２名、アドバイザー３名の他、 ～ 名の客員551,850 12 14
したほか、本年度は事務用パソコン 台をリース化した。 教授など産学連携に係る専門家を招聘し、大学の研究シーズと社会のニーズをつ18

このほか、クールビズ及びウォームビズの継続的な実施、改修工事での照明器 なぐ機能の充実・強化に努めた。その結果、平成 年度から平成 年度の間に受16 18
具の省エネ器具の採用及びセンサーによる照度制御を行い、使用建物面積あたり 託研究の件数増（ 件→ 件）並びに受託・共同研究受入合計額の大幅な増30 55
電力量・Ａ重油使用量を３％削減した。 （ 千円→ 千円）を達成した。378,813 549,426

事業収入の増加に向けた取組としては、附属家畜病院の診療収入の増加へ向け
て、平成 年度には、 検査等に対応した レベル検査室の改修整備や最先端○ 資産の運用管理の改善に関する取組 16 BSE P2

資産（預金）の効果的運用による収益の確保のため、平成 年度から余裕資金 のマルチスライス 線 装置の導入等、診断設備の機能向上を図り、平成 年度19 X CT 17
の運用を開始した。これは、平成 年度まで、本学の保有する預金は、ペイオフ には、小動物診療における 線 検査を含めた高度医療の提供や勤務獣医師及び18 X CT
対策から全て無利息の決算性預金としており、決算において利息収入を上げてい 動物看護師の雇用によるサービスの向上を図った。また、平成 年度には、家畜18
なかったが、金融機関等の経営基盤の健全性の向上等を踏まえ、学長裁定による 病院の周知・広報を目的として積極的に市民向けの大学開放授業、体験入学に参
試験的運用として開始したものである。 加すると共に、マスメディアの企画による広報にも努めた。これらの取組により

、 。また、資産（土地・施設・設備）の一般開放を推進し、効果的な運用を行うた 平成 年度の診療収入は 千円となり 平成 年度から ％の増収となった18 34,119 16 26.3
16め、ホームページを作成し、外部への広報を行うとともに使用者に分かり易い料 また 畜産フィールド科学センターの農畜産物売払収入の増加へ向けて 平成、 、

金表の作成及び使用目的の緩和や使用中止の際の料金の返納を行うこととした 不 年度以前から学外販売している 殺菌牛乳（高温殺菌牛乳）に加え、平成 年「 UHT 16
18動産一時使用取扱細則」の改正を行い、利用しやすい環境づくりを行った。 度から製造を始め、学内の大学生協において販売している低温殺菌牛乳を平成
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年度から、帯広市内の生活協同組合等２店舗での学外販売を開始したこと等によ 人件費を中心として－」を策定した。
り 平成 年度の畜大牛乳全体 低温殺菌牛乳 高温殺菌牛乳 の収入は 本計画においては、基礎的収益（特別教育研究経費及び特殊要因経費を除く運、 （ 、 ） 、18 22,554
千円となり、平成 年度から ％の増収となった。 営費交付金＋授業料等収益）に対する人件費比率の上昇により、教育研究経費が16 8.1

圧迫されることがないよう、人件費比率の上限を定め、中期目標・計画期間の人
事管理計画、人員削減数を策定した。【平成 事業年度】19

管理的経費の節減について、省エネ意識の涵養のため、光熱水使用量や省エネ
【平成 事業年度】対策の事例等の情報をホームページに掲載すると共に、随時メール等で省エネ対 19

策実行の呼びかけを行っている。また、事務職員等に毎週、メール及び各課長等 平成 年度に策定した財政運営計画に基づき、平成 年度の教職員数について18 19
より口頭で定時退勤の徹底について周知することにより、管理的経費の縮減を図 は、１％の人件費削減目標を達成するため、前年度から教員数１、事務系職員数
ったほか、複写機の賃貸契約については新機種への更新を見送り、継続使用する ２を削減し、常勤職員数 人とし、年度を通して過員を生ずることなく運用を行241
ことにより 円の経費を節約したほか、本年度は事務用パソコン 台をリー った。551,850 18
ス化した。このほか、クールビズ及びウォームビズの継続的な実施、改修工事で
の照明器具の省エネ器具の採用及びセンサーによる照度制御を行い、使用建物面
積あたり電力量・Ａ重油使用量を３％削減した。

、 、自己収入の増加に向けた取組としては 科学研究費補助金の申請率を上昇させ
研究活動の活性化を図るため、学内説明会を毎年開催しているほか、全教員へ申
請書作成手引きを配付するなど、周知に努めている。また、学長裁量経費である
教育研究改革プロジェクトの募集時に科学研究費補助金の申請を条件とする等の
措置を講じている。

また、受託研究及び共同研究については、平成 年度以前に引き続き、地域共18
同研究センターを中核に、共同研究の質の充実と技術移転の可能性の追求に重点
を置いた連携の充実強化に努めた。平成 年度は、文部科学省科学技術振興調整19
費＜地域再生人材創出拠点形成＞による「十勝アグリバイオ産業創出のための人
材育成」事業が採択され、本事業に係る業務担当者を４名増員し同センターの機
能を強化した。

、事業収入の増加に向けた取組としては附属家畜病院の診療収入の増加へ向けて
平成 年度は、 線 装置の操作担当者の増員、小動物外科専門医の１名増員、19 X CT
動物看護師の雇用、大学ホームページへの休診等の診療案内の随時掲載など、高
度医療の提供並びに利用者サービスの向上に努めた。これらの取り組みにより、
附属家畜病院の診療頭数及び収入は、 頭、 千円となり、それぞれ前年4,990 38,936
度と比べ 、 の増加となった。17.6% 14.1%

また、畜大牛乳の販売拡充のため、平成 年度は、生活協同組合コープさっぽ19
ろと連携し、牛乳の定期購買者拡大募集や地域のイベント等に積極的に参加する

、 。 、と共に 低温殺菌牛乳の宣伝普及に取り組んだ 畜大牛乳の販売数量については
高温殺菌牛乳最大の販路である生活協同組合の合併の影響による定期購買1,000ml

者の減少、乳製品工場の改修工事に伴う３ヶ月間の生産停止等の影響により、牛
乳全体の販売数量は前年度比で減少したが、平成 年度に行った低温殺菌牛乳18
（ ）の販路拡大により、低温殺菌牛乳の月平均販売数量は、前年度比 ％500ml 21
の増加となった。

○ 人件費等の必要額を見通した財政計画の策定や適切な人員管理計画の策定等
を通じた人件費削減に向けた取組の状況

【平成 ～ 事業年度】16 18
国の行財政改革、運営費交付金の削減等に対応するため、財政運営改善ワーキ

ンググループにおいて、教員及び事務職員の適正数、学校教育法の一部を改正す
る法律等の施行に伴う人件費の観点からの教職員組織の見直し等について検討を
重ね、平成 年３月に、組織の活性化と人件費抑制に配慮した「財政運営計画－19
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(3) 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標
① 評価の充実に関する目標

中
期

・ 自己点検・評価を厳正に実施するとともに、評価結果を大学運営の改善に反映させる。
目
標

判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ進捗
状況

中 期 計 画 平 成 年 度 計 画19
中 年中 年 平成 年度までの実施状況 平成 ～ 年度の実施予定19 20 21
期 度期 度

○ 自己点検・評価の改善
に関する具体的方策

（平成 ～ 年度の実施状況概略）【 】42 16 18
点検・評価システムの内 平成 年度の自己点検・評価及びその評価結果の検 平成 年度に確立した年度途Ⅲ 16 18

容及びその評価結果を大学 証を踏まえ、年度計画に係る点検・評価については、 中の中間評価及び年度終了時の
運営の改善に反映するシス 年度途中に年度計画の進捗状況調査（中間評価）を行 業務実績に係る自己点検・評価
テムの見直しを行う。 い、進捗状況を各部局の長等のヒアリングによって確 のシステムにおける、各現場部

認して、年度内の確実な計画達成を促すとともに、中 門における自己点検とその結果
間評価の結果を踏まえて次年度の計画の策定作業にあ に対する企画評価室によるヒア
たることとし、年度終了時には、担当理事、事務担当 リング・評価から、次年度の年
課等による全学的見地からの横断的な自己点検・評価 度計画策定に至る過程の作業の
を実施することとした。 在り方について検証を行い、よ
これにより、年度計画の策定と評価の一体性が確保 り有効なシステムとなるよう必

され、自己点検・評価を踏まえて計画の策定に至るサ 要な見直しを行う。
イクルを確立した。
また、平成 年度には、各部局長等によって構成さ18

れていたために、機動性に欠けるとともに、他部局の
厳正な評価に難のあった評価委員会を廃止して、スタ
ッフ制の企画評価室を設置し、機動的な実施体制の構
築と計画実施の促進を図ることの可能な体制とした。

（平成 年度の実施状況）【 】42 19
昨年度新設した企画評価室 平成 年度に確立した年度途中の中間評価及び年度Ⅲ 18

において、年度計画に係る業 終了時の自己点検・評価のシステムにより、平成 事18
務実績について、総合的かつ 業年度の業務実績に関する自己点検・評価を実施した
横断的な自己点検・評価を実 ほか、平成 事業年度の中間評価を実施し、中間評価19
施するほか、中期目標期間の の結果を踏まえて、平成 年度計画の策定を行った。20
業務実績評価並びに認証評価 また、平成 年度に設置した企画評価室の体制につ18
に係る自己点検・評価に着手 いて、中期目標期間の自己点検・評価の実施、次期中
する。また、平成 年度の評 期目標・中期計画の策定、平成 年度の認証評価の受18 22
価結果については、企画評価 審、等を控え、機動性及び専門性の一層の向上が必要
室において分析し、大学運営 であると判断し、平成 年１月の新学長の就任にあわ20
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の改善に取り組む。 せて構成員を増強するとともに、平成 年４月から、20
新たに就任する企画評価担当副学長を室長とすること
とし、評価結果を踏まえた大学運営改善を推進する体
制を整備した。

（平成 ～ 年度の実施状況概略）【 】43 16 18
点検・評価に必要な情報 自己点検・評価に必要な資料・データ等について 大学評価・学位授与機構の大Ⅲ

を一元的に管理し、データ は、年度終了時に行う自己点検・評価及び年度の中途 学情報データベースについて、
ベース化を推進する。 に行う中間評価の際に 評価担当部署において収集し 平成 年度に予定されている、、 、 20

一元的に管理した。また、本学独自のデータベースの ２回目のデータ登録に向け資料
構築については、平成 年度に(独)大学評価・学位授 ・データの収集を円滑に行うと17
与機構が実施した「大学情報データベース」の試行的 ともに、中期目標期間の業務実
構築に協力大学として参加するなど、データの項目、 績評価のうち教育研究の状況の
効率的な収集手順等の実務上の検討を行った。 評価に係る、自己点検・評価の
その結果、当面は、独自のデータベース構築を見送 状況を踏まえ、独自のデータベ

り、同機構の大学情報データベースを、点検・評価に ースの構築に向けた検討を継続
必要な情報の一元的管理及びデータベース化に積極的 して行う。
に活用する方針とした。

（平成 年度の実施状況）【 】43 19
中期目標期間の業務実績評 平成 年度に実施した(独)大学評価・学位授与機構Ⅲ 17

価、認証評価等の自己点検・ の「大学情報データベース」の試行的構築の結果を踏
評価に必要となる諸データの まえ、同データベースを、点検・評価に必要な情報の
収集・蓄積を行う。 一元的管理及びデータベース化に積極的に活用すると

した方針に基づき、本年度実施された同データベース
へのデータ登録について、本学では、データ登録の対
象を、任意登録である事項も含む、平成 年度以降の16
全ての調査表とし、データ登録を行った。
また、中期目標期間の業績評価、認証評価等に必要

となる同データベースに含まれないデータとして、平
成 年度以降の研究業績の収集を行った。16

○ 評価結果を大学運営の
改善に活用するための具
体的方策

（平成 ～ 年度の実施状況概略）【 】44 16 18
自己点検・評価の結果を 毎年度の自己点検・評価結果と国立大学法人評価委 自己点検・評価並びに国立大Ⅲ

基に、関係委員会等で改善 員会の評価結果を、ホームページに掲載し学内全構成 学法人評価委員会及び(独)大学
の具体策を検討し、実施す 員に、部局長会議等で関係部局・委員会等へフィード 評価・学位授与機構による第三
る。 バックした。また、平成 年度からは、年度途中の中 者評価の結果について、企画評18

間評価と年度終了時の自己点検・評価を実施すること 価室において分析し、学内外に
によって、各年度の確実な計画達成を促すとともに、 公表する。
次年度の計画策定に中間評価を反映させることとし 評価結果等において改善が必
た。 要な事項があった場合は、関係

平成 年度までに、自己点検・評価の結果に基づき 部局、委員会と早急に改善策を18
大学運営の改善を図った主要な事項は次のとおりであ 講じ、大学運営の改善に取り組
る。 むほか、次期中期目標・中期計
・ 年度評価での自己点検・評価結果と国立大学法 画の検討においても、評価結果16

人評価委員会の評価結果を基に、業務運営への機動 等を考慮し検討を行う。
性の向上等の観点から、評価委員会について、現行
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の委員会組織をスタッフ制による企画評価組織へ改
善し、平成 年度から実施した。18

・ 年度評価での国立大学法人評価委員会の指摘事17
項であった危機管理に対する全学的・総合的な危機
管理体勢の確立を図るため、 年度に、危機管理規18
程を制定するとともに、全学的リスクマネジメント
組織である、危機管理室を設置した。

・ ～ 年度の自己点検により抽出された課題であ17 18
った監査室の独立性の確保を図るため、事務局内に
置かれていた監査室を平成 年４月より学長直轄の19
組織に改編することとした。

（平成 年度の実施状況）【 】44 19
自己点検・評価及び国立大 国立大学法人評価委員会の平成 年度の業務の実績Ⅲ 18

学法人評価委員会の評価結果 に関する評価結果について、企画評価室において分析
を基に、関係委員会等で改善 した結果、全国共同利用の研究施設である原虫病研究
の具体策を検討し 実施する センターについて、共同研究員の公募、共同利用に関、 。

する情報提供等、これまで以上の情報提供が必要であ
るとの結論に達した。この結果を受け、同センターで
は、国内外の大学、研究機関、国際機関と連携した原
虫病の診断・治療・予防に関する総合的研究を推進す
る観点から、共同研究の公募を開始したほか、同セン
ターのホームページを大幅に更新し、共同利用に関す
る情報提供の改善を図った。

ウェイト小計

帯広畜産大学
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(3) 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標
② 情報公開等の推進に関する目標

中
期

・ ホームページ等各種情報媒体を通じ、教育研究活動の状況など大学運営に関する情報の提供の充実を図る。
目
標

判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ進捗
状況

中 期 計 画 平 成 年 度 計 画19
中 年中 年 平成 年度までの実施状況 平成 ～ 年度の実施予定19 20 21
期 度期 度

○ 大学情報の積極的な公
開・提供及び広報に関す
る具体的方策

（平成 ～ 年度の実施状況概略）【 】45 16 18
情報公開を含む法人にお 広報室において、情報公開をⅢ ○ 広報室の設置と大学情報の積極的な発信

ける広報の推進に資する観 平成 年４月の法人化と同時に「広報室」を設置 含む法人における広報の推進に16
点から 「広報室」を設置 し、①広報に関する基本方針及び戦略の策定並びに 資する観点から、既存のホーム、
し、大学情報の収集整理・ その推進及び効果の検証、②大学運営に関する情報 ページ・広報誌等の点検・更新
データベース化、公表・公 の公表及び公開等の一元的な管理運用、③報道機関 等を適時・適切に行い、より効
開等を一元的に管理運用す への公式発表、④ホームページの作成、更新及び管 率的・効果的な広報活動の充実
る。 理、⑤広報誌等の編集及び発行、等の広報活動を組 を図るほか、情報公開、調査・

織的かつ効果的に推進してきた。 統計資料、評価資料などについ
広報室では、大学運営に関する情報を一元的に管 てホームページを更新し公開す

理するため 事務局各課に広報室連絡員を配置して るとともに、様々な業務の効率、 、
情報収集を円滑に行い 一元的な公開を行ったほか 化を図るため、必要に応じデー、 、
ホームページの更新を随時行い、情報提供の充実を タベースの充実を図る。
図った。 保有個人情報管理規程に基づ
また 広報誌の形態 内容の見直しを進め 平成 く教育研修及び監査を定期的に、 、 、 17

年度には冊子体の学報を廃止して電子化し、ホーム 実施し、保有個人情報管理に対
ページへの掲載により速報性を高めたほか 「大学 する教職員、学生の意識向上、、
」、 」 。 、概要 「大学の取り組み 、学資負担者への広報誌 適正な管理の徹底を図る また

「白樺 、大学構内の案内パンフレット「ちくだい 情報化社会の変化に応じ、情報」
マップ」を作成し、関係機関への配布、学内主要施 セキュリティーポリシーの適切
設入口への常置等により、広報活動を展開した。 な運用を図る。

このほか、平成 年度には、とかち帯広空港のタ18
ーミナルビル内に大型広告の設置、中国黒竜江省ハ
ルビン市で開催された「北海道紹介展」の大学紹介

、 、ブースに出展するなど 国内外に向けた情報発信を
広報室が主体となり積極的に展開した。

○ 保有個人情報の適切な管理に向けた取組
平成 年４月の「独立行政法人等の保有する個人17

情報の保護に関する法律（平成 年法律第 号 」15 59 ）
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の施行に合わせ 「保有個人情報管理規程」等の諸、
規程を整備し、同法の趣旨に則った保有個人情報の
保護に努めている。

、 、平成 年度には 同規程に基づく教育研修として18
コムウェア北海道から専門家を招き、教職員及NTT

び学生を対象に、個人情報保護と情報セキュリティ
対策に関する講演会を開催（参加者約 名）した。70
また、同規程に基づく保有個人情報管理に係る学

内監査を実施する等、保有個人情報管理に対する意
識向上、管理徹底のための取組を行った。

（平成 年度の実施状況）広報室において、情報公開 19
を含む法人における広報の推
進に資する観点から、以下の
ように取り組む。
【 】45-1

既存のホームページ・広 本学ホームページについて広報室で点検を行い、アⅢ
報誌等の点検・更新等を行 クセシビリティの向上、サイト構造の明確化による利
い、より効率的・効果的な 便性の向上が必要であると判断した。これを受け、平
広報活動の充実を図る。 成 年 月にホームページを大幅に更新し、利用者が19 10

文字サイズを変えて閲覧できるよう改善したほか、利
用者が情報を探しやすいようなナビゲーションの統一
などの整備・充実を図った。
また 冊子体で発行している広報誌については 大、 、「

学概要」や「大学の取り組み」等のパンフレットを点
検し、効果的な広報誌の発行に努めるとともに、あら
たに「キャンパスマップ」を作成し、来学者のための
利便性を高めた。

【 】45-2
情報公開、調査・統計資 広報室において、ホームページに掲載されている情Ⅲ

料、評価資料などについて 報公開や概要の統計資料等について、情報の収集・整
、 、 、ホームページを更新し公開 理を一元的に行い 随時更新するとともに 教員一覧

するとともに、様々な業務 トピックス等の資料等を不断に調査・整理しホームペ
の効率化を図るため、必要 ージで公開した。
に応じデータベースの充実
を図る。

【 】45-3
保有個人情報管理規程に基 保有個人情報管理規程に基づく教育研修として、平Ⅲ

づき、管理の徹底を図る。 成 年１月に平成 年度と同様に、 コムウェア北20 18 NTT
海道株式会社から専門家を講師に招き、教職員及び学

、「 」生を対象に 情報セキュリティ対策に関する講演会
を開催し、約 名の参加があった。50
また、平成 年度に同規程に基づき実施した保有個18

人情報管理に係る学内監査で、紙媒体における情報の
不適切な管理についての指摘があったが、その後、改
善されている。
今年度においても、平成 年３月に監査を実施する20

等、保有個人情報管理に対する意識の向上及び管理徹

帯広畜産大学
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底に努めた。

【 】45-4
「情報セキュリティポリシ 本学の情報セキュリティポリシーに基づき、情報セⅢ

（ ） 。ー」に沿った運用の実現を図 キュリティポリシー実施手順書 監査編 を作成した
る。 監査については、情報セキュリティ監査責任者を定

め、平成 年度情報セキュリティ監査計画及び情報セ19
キュリティポリシー内部監査実施計画書を策定し、予
定どおり監査を行った。

（平成 ～ 年度の実施状況概略）【 】46 16 18
教職員の広報事業への積 報道関係機関との懇談会及び講演会を開催し、教職 報道関係機関との懇談会及びⅢ

極的な参加を促すため、地 員の広報への意識向上を図るとともに、本学が開催す 講演会の開催、事業担当者の報
域等のマスコミ等への派遣 る諸事業において、広報室の仲介で事業担当者を報道 道機関への紹介等により、教職
研修など広報活動に接する 機関に紹介し、教職員が事業の を直接行う機会を 員が広報活動に接する機会を積PR
機会の充実を図る。 多く設けたことにより、教職員の広報事業への積極的 極的に設け、広報事業への積極

な参加を推進した。 的な参加を促す。
また、社団法人日本広報協会主催の「広報協会横浜

セミナー」等、広報関係の研修・セミナーへの広報担
当教職員の派遣を積極的に行い、担当教職員の資質向
上を図った。

（平成 年度の実施状況）【 】46 19
教職員の広報事業への積極 報道関係機関との懇談会及び「危機管理としての広Ⅲ

的な参加を促すため、広報関 報・報道対応」について、講演会を開催し、教職員の
係の研修・セミナー等に参加 広報への意識向上を図るとともに、本学が開催する諸
し広報活動の充実を図る。 事業において、広報室の仲介で事業担当者を報道機関

に紹介し、教職員が事業の を直接行う機会を多くPR
設けたことにより、教職員の広報事業への積極的な参
加を推進した。
また、社団法人日本広報協会主催の「広報協会横浜

セミナー」等、広報関係の研修・セミナーへの広報担
当教職員の派遣を積極的に行い、担当教職員の資質向
上を図った。

ウェイト小計

ウェイト総計

〔ウェイト付けの理由〕
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(3) 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する特記事項等

管理に係る学内監査を実施する等、保有個人情報管理に対する意識向上、管理徹１．特記事項
底のための取組を行った。

【平成 ～ 事業年度】16 18
【平成 事業年度】19

○ 改革サイクルの確立のための自己点検・評価システムの構築と企画評価室の
設置 ○ 企画評価室による自己点検・評価の実施と体制整備
平成 年度の自己点検・評価及びその評価結果の検証を踏まえ、年度計画に係 平成 年度に確立した年度途中の中間評価及び年度終了時の自己点検・評価の16 18

る点検・評価については、年度途中に年度計画の進捗状況調査（中間評価）を行 システムにより、平成 事業年度の業務実績に関する自己点検・評価を実施した18
19 20い、進捗状況を各部局の長等のヒアリングによって確認して、年度内の確実な計 ほか、平成 事業年度の中間評価を実施し、中間評価の結果を踏まえて、平成

画達成を促すとともに、中間評価の結果を踏まえて次年度の計画の策定作業にあ 年度計画の策定を行った。
たることとし、年度終了時には、担当理事、事務担当課等による全学的見地から また、平成 年度に設置した企画評価室の体制について、中期目標期間の自己18
の横断的な自己点検・評価を実施することとした。 点検・評価の実施、次期中期目標・中期計画の策定、平成 年度の認証評価の受22

これにより、年度計画の策定と評価の一体性が確保され、自己点検・評価を踏 審、等を控え、機動性及び専門性の一層の向上が必要であると判断し、平成 年20
まえて計画の策定に至るサイクルを確立した。 １月の新学長の就任にあわせて構成員を増強するとともに、平成 年４月から、20

また、平成 年度には、各部局長等によって構成されていたために、機動性に 新たに就任する企画評価担当副学長を室長とすることとし、評価結果を踏まえた18
欠けるとともに、他部局の厳正な評価に難のあった評価委員会を廃止して、スタ 大学運営改善を推進する体制を整備した。
ッフ制の企画評価室を設置し、機動的な実施体制の構築と計画実施の促進を図る

○ 広報室による大学情報の積極的な発信ことの可能な体制とした。
本学ホームページについて広報室で点検を行い、アクセシビリティの向上、サ

イト構造の明確化による利便性の向上が必要であると判断した。これを受け、平○ 広報室の設置と大学情報の積極的な発信
平成 年４月の法人化と同時に「広報室」を設置し、①広報に関する基本方針 成 年 月にホームページを大幅に更新し、利用者が文字サイズを変えて閲覧で16 19 10

及び戦略の策定並びにその推進及び効果の検証、②大学運営に関する情報の公表 きるよう改善したほか、利用者が情報を探しやすいようなナビゲーションの統一
及び公開等の一元的な管理運用、③報道機関への公式発表、④ホームページの作 などの整備・充実を図った。
成、更新及び管理、⑤広報誌等の編集及び発行等の広報活動を組織的かつ効果的 また、冊子体で発行している広報誌については 「大学概要」や「大学の取り組、
に推進してきた。 み」等のパンフレットを点検し、効果的な広報誌の発行に努めるとともに、新た

広報室では、大学運営に関する情報を一元的に管理するため、事務局各課に広 に「キャンパスマップ」を作成し、来学者のための利便性を高めた。
報室連絡員を配置して、情報収集を円滑に行い、一元的な公開を行ったほか、ホ

○ 保有個人情報の適切な管理に向けた取組ームページの更新を随時行い、情報提供の充実を図った。
また、広報誌の形態、内容の見直しを進め、平成 年度には冊子体の学報を廃 保有個人情報管理規程に基づく教育研修として、平成 年１月に平成 年度と17 20 18

止して電子化し ホームページへの掲載により速報性を高めたほか 大学概要 同様に、 コムウェア北海道株式会社から専門家を講師に招き、教職員及び学、 、「 」、 NTT
「大学の取り組み 、学資負担者への広報誌「白樺 、大学構内の案内パンフレッ 生を対象に 「情報セキュリティ対策に関する講演会」を開催し、約 名の参加が」 」 、 50
ト「ちくだいマップ」を作成し、関係機関への配布、学内主要施設入口への常置 あった。
等により、広報活動を展開した。 また、平成 年度に同規程に基づき実施した保有個人情報管理に係る学内監査18

このほか、平成 年度には、とかち帯広空港のターミナルビル内に大型広告の で、紙媒体における情報の不適切な管理についての指摘があったが、その後、改18
設置、中国黒竜江省ハルビン市で開催された「北海道紹介展」の大学紹介ブース 善されている。
に出展するなど、国内外に向けた情報発信を、広報室が主体となり積極的に展開 今年度においても、平成 年３月に監査を実施する等、保有個人情報管理に対20
した。 する意識の向上及び管理徹底に努めた。

○ 保有個人情報の適切な管理に向けた取組
平成 年４月の「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平17

成 年法律第 号 」の施行に合わせ 「保有個人情報管理規程」等の諸規程を整15 59 ） 、
備し、同法の趣旨に則った保有個人情報の保護に努めている。

平成 年度には、同規程に基づく教育研修として、 コムウェア北海道から18 NTT
専門家を招き、教職員及び学生を対象に、個人情報保護と情報セキュリティ対策
に関する講演会を開催（参加者約 名）したほか、同規程に基づく保有個人情報70



- 55 -

帯広畜産大学

機管理規程を制定するとともに、全学的リスクマネジメント組織である、危機２．共通事項に係る取組状況
管理室を設置した。

・ 平成 、 年度の自己点検により抽出された課題であった監査室の独立性の○ 情報公開の促進に係る取組 17 18
確保を図るため、事務局内に置かれていた監査室を平成 年４月より学長直轄19
の組織に改編することとした。【平成 ～ 事業年度】16 18

平成 年４月の法人化と同時に「広報室」を設置し、①広報に関する基本方針16
【平成 事業年度】及び戦略の策定並びにその推進及び効果の検証、②大学運営に関する情報の公表 19

、及び公開等の一元的な管理運用、③報道機関への公式発表、④ホームページの作 国立大学法人評価委員会の平成 年度の業務の実績に関する評価結果について18
成、更新及び管理、⑤広報誌等の編集及び発行、等の広報活動を組織的かつ効果 企画評価室において分析した結果、全国共同利用の研究施設である原虫病研究セ
的に推進してきた。 ンターについて、共同研究員の公募、共同利用に関する情報提供等、これまで以

。 、 、広報室では、大学運営に関する情報を一元的に管理するため、事務局各課に広 上の情報提供が必要であるとの結論に達した この結果を受け 同センターでは
報室連絡員を配置して、情報収集を円滑に行い、一元的な公開を行ったほか、ホ 国内外の大学、研究機関、国際機関と連携した原虫病の診断・治療・予防に関す
ームページの更新を随時行い、情報提供の充実を図った。 る総合的研究を推進する観点から、共同研究の公募を開始したほか、同センター

また、広報誌の形態、内容の見直しを進め、平成 年度には冊子体の学報を廃 のホームページを大幅に更新し、共同利用に関する情報提供の改善を図った。17
、 、「 」、止して電子化し ホームページへの掲載により速報性を高めたほか 大学概要

「大学の取り組み 、学資負担者への広報誌「白樺 、大学構内の案内パンフレッ」 」
ト「ちくだいマップ」を作成し、関係機関への配布、学内主要施設入口への常置
等により、広報活動を展開した。

このほか、平成 年度には、とかち帯広空港のターミナルビル内に大型広告の18
設置、中国黒竜江省ハルビン市で開催された「北海道紹介展」の大学紹介ブース
に出展するなど、国内外に向けた情報発信を、広報室が主体となり積極的に展開
した。

【平成 事業年度】19
本学ホームページについて広報室で点検を行い、アクセシビリティの向上、サ

イト構造の明確化による利便性の向上が必要であると判断した。これを受け、平
成 年 月にホームページを大幅に更新し、利用者が文字サイズを変えて閲覧で19 10
きるよう改善したほか、利用者が情報を探しやすいようなナビゲーションの統一
などの整備・充実を図った。
また、冊子体で発行している広報誌については 「大学概要」や「大学の取り組、

み」等のパンフレットを点検し、効果的な広報誌の発行に努めるとともに、あら
たに「キャンパスマップ」を作成し、来学者のための利便性を高めた。

○ 従前の業務実績に係る評価結果の法人運営への活用

【平成 ～ 事業年度】16 18
毎年度の自己点検・評価結果と国立大学法人評価委員会の評価結果を、ホーム

ページに掲載し学内全構成員に、部局長会議等で関係部局・委員会等へフィード
バックした。また、平成 年度からは、年度途中の中間評価と年度終了時の自己18
点検・評価を実施することによって、各年度の確実な計画達成を促すとともに、
次年度の計画策定に中間評価を反映させることとした。

平成 年度までに、自己点検・評価の結果に基づき大学運営の改善を図った主18
要な事項は次のとおりである。
・ 平成 年度評価での自己点検・評価結果と国立大学法人評価委員会の評価結16
果を基に、業務運営への機動性の向上等の観点から、評価委員会をスタッフ制
による企画評価組織へ改善し、平成 年度から実施した。18

・ 平成 年度評価での国立大学法人評価委員会の指摘事項であった危機管理に17
対する全学的・総合的な危機管理体勢の確立を図るため、平成 年度に、危18
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(4) その他業務運営に関する重要事項
① 施設設備の整備・活用等に関する目標

・ 大学の教育研究の進展の状況と既存施設の点検・評価を踏まえ、全学的・長期的な視点に立った計画的な施設整備を行うなど、必要となるスペース・機能の中
確保（新増築・改修のほか、スペースの再配分や転用、施設の借用を含む）を図る。期

・ 経営資産として運営する視点に立って、計画・整備・管理を一元的に行う施設マネジメントをトップマネジメントの一環として確立し、知の拠点にふさわし目
い教育研究環境の構築を図る。標

判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ進捗
状況

中 期 計 画 平 成 年 度 計 画19
中 年中 年 平成 年度までの実施状況 平成 ～ 年度の実施予定19 20 21
期 度期 度

○ 施設等の整備に関する
具体的方策

（平成 ～ 年度の実施状況概略）【 】47 16 18
老朽化・狭隘化等の実情 「帯広畜産大学施設環境整備Ⅳ ○ 「施設環境マネジメントに関する基本方針」の策

と課題を的確にとらえ、全 ５ヶ年計画」に基づき、計画的定
学的視点による整備計画の 教育研究等の基本的な目標を達成する上で、その 整備・維持管理を推進する。ま
策定に向け、施設マネジメ 基盤となる施設環境は極めて重要であると捉え、施 た、実施の方策として新たな整
ントを推進する。 設環境の側面から教育研究環境の維持及び向上を図 備手法や財源確保に向けた取組

ることを目的とする「施設環境マネジメントに関す みを行う。
る基本方針」を、平成 年９月に制定した。18
本基本方針は、①施設環境マネジメントサイクル

の構築、②施設環境マネジメントの方策、③施設環
境マネジメントの実施体制、の３点から構成されて
おり、これに基づき、同年に、キャンパス整備に関
わる企画及び立案等を円滑に推進するため 「施設、
環境マネジメントオフィス」を設置した。

○ キャンパスマスタープラン の策定2006
施設環境マネジメントに関する基本方針の策定に

先立ち、日本と世界の農畜産の発展に寄与し獣医農
畜産学の先端的教育・研究を実施するため、地域と
環境に調和した機能的でゆとりのあるキャンパスの

「 」創造を目標とする キャンパスマスタープラン2006
を平成 年３月に策定した。平成 年度には、同プ18 18
ランに基づき、総合研究棟Ⅰ号館周辺の案内表示、
舗道整備等の環境整備を行った。
また、平成 年度には、文部科学省が策定した第18

２次国立大学等施設緊急整備５ヶ年計画を踏まえ、
施設の現状分析及び改善計画を推進する方策とし
て、同プランに基づく「帯広畜産大学施設環境整備
５ヶ年計画」の策定に向け、検討に着手した。
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（平成 年度の実施状況）【 】47 19
老朽化・狭隘化等の改善推 キャンパスマスタープラン 及び「帯広畜産大学Ⅳ 2006

進方策として、キャンパスマ 施設環境整備５ヶ年計画」に基づき、整備手法の検討
スタープラン を反映した を行い、家畜病院老朽改善整備事業の一部増築部分に2006
施設環境整備５ヶ年計画の実 対して、目的別積立金の捻出を役員会で決定し、国の
施に向けて整備手法の検討を 予算である施設整備費補助金と適切に組み合わせた新
行う。 たな整備手法と財源確保に向けた取組みを行った。整

備の実施については平成 年度に着工予定である。20

（平成 ～ 年度の実施状況概略）【 】48 16 18
国際的教育・研究の推進 総合研究棟Ⅰ号館改修及びⅣ号館整備事業の実施に 平成 年度に実施する附属家Ⅲ 20

に必要となるスペース、学 より、教職員・学生のコミュニケーションを活発化さ 畜病院の改修工事において、獣
生支援スペース、交流スペ せる空間としてコミュニケーションラウンジ、研究活 医臨床・教育・研究の推進に必
ースなど教育研究活動を支 性プラザ及びファカルティーラウンジを、また、組織 要となるスペースの確保・整備
えるスペースの確保・整備 変化、教員・学生の流動化に対応するためのコモンオ 充実を図る。
充実を図る。 フィス（共同利用オフィス空間）を新たに整備した。 また、老朽及び機能低下して

このほか、学生の利便性向上のため、同館正面入口 いる学生会館、課外活動支援施
から講義棟への渡り廊下までの間に、大学教育センタ 設等の学生支援基盤施設に係る
ー、学務課、研究支援室及びインフォメーションモー 改修計画の検討を行う。
ル（掲示スペース）を集約して整備するなど、教育研
究を支えるスペースの確保・整備充実を図った。

（平成 年度の実施状況）【 】48 19
総合研究棟Ⅰ号館の改修整 講義棟改修事業において、大空間の講義室に空調をⅢ

備事業の実施において、教育 設置し、教育環境の改善を図った他、自己点検・評価
研究活動を支えるスペースの において低稼働率であった小講義室を少数ゼミ等にフ
確保・整備充実を図る また レキシブルに対応できる収容可変式の形態として新た。 、
講義棟改修整備事業の実施に に整備し、教育研究の機能性及び活性化を図った。ま
おいて、カリキュラムを精査 た、玄関の位置を変更し、総合研究棟Ⅰ号館出入り口
し講義室の形態の整備充実を 及びインフォメーションモールと学生支援施設を結ぶ
図る。 直線的な動線に改善し、周辺に学生プラザを配置する

ことにより、学生交流スペースの充実を図った。

（平成 ～ 年度の実施状況概略）【 】49 16 18
卓越したプロジェクト研 総合研究棟Ⅰ号館改修及びⅣ号館整備事業により、 施設利用状況調査を実施し、Ⅳ

究の推進を図るために必要 レンタルラボを平成 年度末の時点で 室（ ） 更なる研究の推進を図るため、18 14 877m2

となるレンタルラボ（使用 整備した。 レンタルラボ等の流動的スペー
者を限定して一定期間使用 また、プロジェクト研究の推進及びカリキュラムの スの確保に向けて検討する。
許可する研究室）の確保・ 編成に柔軟に対応が可能となる全学共用のマルチルー
整備充実を図る。 ムを 室（ ）整備した。25 774m2

（平成 年度の実施状況）【 】49 19
4総合研究棟Ⅰ号館の改修整 総合研究棟Ⅰ号館改修事業により レンタルラボをⅣ 、

備計画において、卓越したプ 室（ 、プロジェクト研究の推進及びカリキュ177m2
）

ロジェクト研究の推進を図る ラムの編成に柔軟に対応が可能となる全学共用のマル
ために必要となるレンタルラ チルームを 室（ ）整備した。また、自己点検・1 22m2

ボの確保・整備充実を検討す 評価により低稼働率であった総合研究棟Ⅲ号館の実験
る。また、他の研究棟につい 室１室（ ）をⅠ号館改修事業の際の仮住まいス112m2

ても必要となるレンタルラボ ペースとして利用していたが、全体完了に伴い、レン

帯広畜産大学
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の確保・整備の検討を行う。 タルラボとしての運用を図った。更に、全学共同利用
室であった特殊実験室２室（ ）をレンタルラボ262m2

としての運用とした。
総合研究棟Ⅰ号館改修事業等により、全体でレンタ

ルラボ 室（ 、マルチルーム 室（ ）21 1,428m 26 796m2 2
）

の整備、確保を行った。

（平成 ～ 年度の実施状況概略）【 】50 16 18
老朽及び機能低下した建 老朽及び機能低下した総合研究棟Ⅰ号館について、 老朽及び機能低下した附属家Ⅲ

物について、施設の有効活 平成 年度から実施した改修事業により、高度化・多 畜病院の改修工事を平成 年度14 20
用の観点から教育研究の一 様化した全学共通実習室、プロジェクト研究の推進等 に実施し、耐震性能やライフラ
層の充実に資する施設への に柔軟に対応が可能となる全学共通のマルチルーム等 インの改修による基本性能を確
再生を図る。 の整備により、教育研究等の諸活動を支える施設への 保し、先端獣医療に対応した基

再生、充実を図った。 盤整備を行い、教育研究の充実
また、平成 年度には老朽化の顕著であった実験動 に資する施設への再生を図る。17

物施設を改修し、高度な動物実験飼育研究施設への再 また、総合研究棟Ⅱ号館、体
生を図った。 育館等の機能再生を図る改修事

業計画の検討を行う。
（平成 年度の実施状況）【 】50 19

総合研究棟Ⅰ号館および講 老朽及び機能低下した総合研究棟Ⅰ号館について、Ⅲ
義棟の改修整備事業の実施に 平成 年度から実施した改修事業により、高度化・多14
おいて、老朽及び機能の改善 様化した全学共通実習室、プロジェクト研究の推進等
整備を行い諸活動を的確に支 に柔軟に対応が可能となる全学共通のマルチルーム等
える施設への再生を図る。 の整備により、教育研究等の諸活動を支える施設への

、 、 、再生 充実の実施において 老朽及び機能改善を行い
諸活動を支える施設への再生を図った。また、老朽及
び機能低下した講義棟について、耐震性能を確保する
とともに、大空間の講義室に空調を設置したほか、視
聴覚設備の充実、少数ゼミ等にフレキシブルに対応で
きる収容可変式の小講義室を設置するなど、教育研究
環境の一層の充実に資する施設への再生を図った。

（平成 ～ 年度の実施状況概略）【 】51 16 18
キャンパスの基盤整備に 平成 年度に実施したキャンパス屋外環境・点検評 キャンパスマスタープランⅢ 16

ついての点検調査を実施し 価の結果に基づき キャンパスマスタープラン に基づく、交通システムの、「 」2006 2006
設備の更新・改修及び環境 を平成 年度に制定した。 確立及び正門リニューアル等の17
整備の計画を策定し、実施 平成 年度には、同プランにおいて策定した設備の 環境整備について、実施に向け18
する。 更新・改修及び環境整備の長期的な計画に基づき、基 検討を行う。

盤整備として総合研究棟Ⅰ号館改修整備事業並びに情
報処理センターの空調設備及び熱源設備の更新工事を
行った。また、環境整備として、総合研究棟Ⅰ号館周
辺の案内表示の設置、舗道の整備等を行った。

（平成 年度の実施状況）【 】51 19
暖房（一部冷暖房）及び給 キャンパスマスタープラン 及び帯広畜産大学施Ⅳ 2006

水に関する設備の更新・改修 設環境整備５ヶ年計画による設備の更新・改修の長期
について計画に基づき、必要 的な計画に基づき、総合研究棟Ⅰ号館、講義棟の改修
な処置を実施する。 事業及び乳製品工場の建物附属設備の改修を主とした

改善整備を行った。また、点検調査により、不足して
いた学生駐輪場を講義棟周辺の環境整備とあわせて設
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置したほか、新たな幹線道路を新設し、キャンパスの
交通システム確立に向け、キャンパス環境基盤整備を
行った。

（平成 ～ 年度の実施状況概略）【 】52 16 18
“リスの住む緑豊かなキ 生態系に配慮した緑地環境の保全のため、草刈り、 キャンパスマスタープランⅢ

ャンパス”を維持するため 樹木剪定を計画的に実施したほか、大型改修事業等に に基づく、寿命を満たした2006
に、実のなる木の植樹や緑 伴う樹木の移植、枯損樹木の補樹、芝地造成等を行っ 樹木の整理と植樹のほか、草刈
化等を行うとともに、生態 た。 り、樹木の剪定を計画的に行う
系保護への配慮を図る。 など、緑地環境保全を継続する

【 】 とともに、学生と共同による植52 （平成 年度の実施状況）19
芝刈り、草刈り、樹木剪定 生態系に配慮した緑地環境の保全のため、芝刈り、 栽等によるキャンパスの緑化をⅢ

を随時実施し良好な緑地を維 草刈り、樹木剪定を計画的に実施したほか、学生実習 推進する。
持する。 による植栽や緑地帯の管理を含めた学内一斉清掃を年

２回実施し、緑化推進及び生態系保護への配慮を行っ
た。

（平成 ～ 年度の実施状況概略）【 】53 16 18
新耐震基準以前に整備さ 平成 年度に策定した耐震診断の実施計画に基づ 耐震性の劣る施設について、Ⅲ 16

れた建物について、耐震診 き、平成 年度に体育館及び講堂、平成 年度に本部 耐震補強工事を計画する。17 18
断を順次実施するととも 棟及び学生会館について耐震診断を実施した。
に、必要に応じ耐震補強等 また、総合研究棟Ⅰ号館改修事業において、耐震補
の対策を計画的に実施す 強工事を実施し、安全性を確保した。
る。

（平成 年度の実施状況）【 】53 19
建築物の耐震改修の促進に 築物の耐震改修の促進に関する法律に係る施設以外Ⅲ

関する法律に係る施設以外の の施設について調査し、耐震改修が必要な施設の抽出
施設について調査する。 を行い、危険不適格建物であった自動車部車庫の取り

壊しを行った。また、総合研究棟Ⅰ号館及び講義棟に
ついて、耐震補強工事を実施した。

（平成 ～ 年度の実施状況概略）【 】54 16 18
地域に開かれた大学を目 平成 年 月に行った現況調査の結果に基づき、総 計画的なバリアフリー対策をⅢ 16 12

指し、身体障害者や高齢者 合研究棟Ⅰ号館改修事業において 平成 年度までに 推進するため、年次事業計画を、 、18
を含めた多様な利用者が円 身障者便所 渡り廊下 スロープ等を設置した また 策定し、施設の改修、屋外環境、 、 。 、
滑に利用できるよう、バリ 平成 年度には障がい者乗馬の介助奉仕者を育てる講 の段差解消等を積極的に行う。17
アフリー対策を計画的に実 習会の実施にあわせ、屋外に身障者用便所を設置する また、身体に障がいのある者、
施する。 など、バリアフリー対策を推進した。 高齢者等に配慮した優先駐車場

の設置を計画する。
（平成 年度の実施状況）【 】54 19

総合研究棟Ⅰ号館及び講義 総合研究棟Ⅰ号館及び講義棟改修事業において、身Ⅲ
棟改修整備事業の実施におい 障者便所、渡り廊下、スロープを整備し、手摺り、点
て、バリアフリー対策を実施 字ブロックを設置するなどバリアフリー対策を実施し
する。 た。

○ 施設等の有効活用及び
維持管理に関する具体的
方策

（平成 ～ 年度の実施状況概略）【 】55 16 18
経営戦略を踏まえ、全学 施設マネジメントを推進するための体制整備とし 全学的視点に立った施設マネⅢ
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的視野に立った運用・管理 て、施設環境に関わる資源配分や整備に関わる事項等 ジメントを効果的に推進するた
、 、の充実に向け施設マネジメ を円滑に実施するため、平成 年度に施設環境マネジ め 有効活用できる施設の抽出18

ントを推進する。 メントオフィスを設置し、施設環境に関する全学的な 改善計画を含めた有効活用案の
、 。審議体制を構築した。 検討を行い 計画的に実施する

また、平成 年度に導入した施設情報管理システム16
などにより、施設利用の現状を調査し課題の抽出を行
ったところ、総合研究棟Ⅱ号館及びⅢ号館において、
一部の実験室等に非効率な利用実態が確認されたこと
から、平成 年度に改修工事を実施する等、施設の有17
効活用を推進した。

（平成 年度の実施状況）【 】55 19
有効活用に関する施設マネ 利用状況調査により、低稼働率であった総合研究棟Ⅲ

ジメントの推進として、施設 Ⅲ号館の実験室１室（ ）をⅠ号館改修事業の際112m2

の現状における課題について の仮住まいスペース及び事業完了後にレンタルラボと
対策を検討する。 して運用し、施設の有効活用を図った。また、全学共

同利用室であった特殊実験室２室（ ）をレンタ262m2

ルラボとして運用することにより、有効活用の推進を
図った。
利用状況の改善の余地がある施設の抽出を行い、施

設の有効活用及び改善計画の検討を実施している。

（平成 ～ 年度の実施状況概略）【 】56 16 18
講義室・ゼミナール室の 平成 年度に実施した講義室利用状況調査の結果を 総合研究棟Ⅰ号館及び講義棟Ⅲ 17

全学共用化を図るととも 踏まえ、稼働率の向上による有効活用の推進に資する 改修事業が完了し、講義室及び
に、スペースの稼働率の向 ため、総合研究棟Ⅰ号館改修整備事業において、カリ マルチルームが整備されたこと

、 、上を図る。 キュラムの編成に柔軟に対応が可能となる全学共用の から 稼働率の再調査を実施し
マルチルーム（ゼミナール室対応） 室を配置した。 その結果を踏まえ、低稼働室の25

利用状況の向上を検討する。
（平成 年度の実施状況）【 】56 19

稼働率調査に基づき、低稼 講義棟改修整備事業において、少人数ゼミナールへⅢ
働室の転用の可能性について の対応を可能とするための可動間仕切り室の設置、一
検討する。 部講義室への空調設備の設置、視聴覚設備の充実等を

行い、教育環境の充実及び稼働率の向上を図った。ま
た、総合研究棟Ⅰ号館改修事業において、カリキュラ
ムの編成に柔軟に対応が可能となる全学共用のマルチ
ルーム（ゼミナール室対応） 室を配置した。1

（平成 ～ 年度の実施状況概略）【 】57 16 18
施設設備を長期間有効に 平成 年度に行った劣化状況調査を基に、維持管理 維持管理計画を随時見直し、Ⅲ 16

活用するために必要な施設 計画を作成し、同計画に基づき、平成 年度までに、 計画的に点検・保守・整備を行18
の点検・保守・修繕（プリ 附属図書館及びサークル棟の屋上防水改修、肉畜処理 うとともに、施設機能の平準化
メンテナンス）に関する実 施設の外壁・建具改修並びに国際交流会館の予防保全 を図る。
施計画を策定し 実行する 改修工事を行った。、 。

（平成 年度の実施状況）【 】57 19
経年及び点検・保守・修繕 キャンパスマスタープラン 及び帯広畜産大学施Ⅲ 2006

（プリメンテナンス）の実績 設環境整備５ヶ年計画に基づく維持管理計画により総
に基づき、長期的使用の観点 合研究棟Ⅰ号館、講義棟の改修事業及び乳製品工場の
において適切な対処を実施す 建物附属設備の改修を主とした改善整備を行った。ま

帯広畜産大学
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る。 た、国際交流会館６室について、長期間有効に活用す
るための予防保全改修工事を実施した。

ウェイト小計
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(4) その他業務運営に関する重要事項
② 安全管理に関する目標

中
期

・ 労働安全衛生法など関係法令等を踏まえた安全管理体制により安全管理の徹底を図る。
目
標

判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ進捗
状況

中 期 計 画 平 成 年 度 計 画19
中 年中 年 平成 年度までの実施状況 平成 ～ 年度の実施予定19 20 21
期 度期 度

○ 労働安全衛生法等を踏
まえた安全管理・事故防
止関する具体的方策

（平成 ～ 年度の実施状況概略）【 】58 16 18
・ 衛生管理者及び安全衛 衛生管理者及び安全衛生委員会が中心となって、学 衛生管理者及び安全衛生委員Ⅲ
生委員会を中心として定 内点検を平成 年９月以降毎月行うとともに、安全チ 会を中心に、学内点検及び安全16
期点検を行うなど安全管 ェックリストに基づく火元責任者による安全衛生自主 衛生自主点検を継続して行い、
理の徹底を図る。 点検を行った。学内点検の結果については、書面等で 安全管理の徹底を推進する。

指摘事項を通知し、その改善結果の報告を求めること
で、安全管理の徹底を図った。また、火元責任者によ
る自主点検の実施については、周知の徹底、書式の簡
略化等により、実施率の向上を図った。

（平成 年度の実施状況）【 】58 19
衛生管理者及び安全衛生委 安全衛生委員会の学内点検は、毎月継続して実施しⅢ

員会を中心として定期点検を ており、点検結果については書面等で指摘事項を通知
行うなど安全管理の徹底を図 し、その改善結果の報告を求めることで、安全管理の
る。 徹底を図っている。また、火元責任者による自主点検

の実施について周知を図った。

（平成 ～ 年度の実施状況概略）【 】59 16 18
・ 組換えＤＮＡ実験、放 遺伝子組換え実験、放射性同Ⅲ ○ 遺伝子組み換え実験等安全管理規程の制定
射性同位元素及び毒劇物 組換え 実験については、平成 年 月に施行 位元素、病原体等及び毒劇物にDNA 16 2
の管理体制・手続き等に された「遺伝子組換え生物等の規制による生物の多 ついて、関係諸規程に基づく管
ついて点検し、必要な場 様性の確保に関する法律」により遺伝子組換え生物 理の徹底を推進する。また、管
合はそれらを見直す。 等の使用が規制されたことを受けて、管理体制・手 理体制・手続き等の改善点・問

続き等の見直しを行い、平成 年９月に「遺伝子組 題点の検証を随時行い、必要に17
換え実験等安全管理規程」を制定した。同規程に基 応じて見直しを行う。
づき設置した遺伝子組換え実験等安全管理委員会で
は、本規程に基づき、第二種使用等拡散防止措置承
認申請の審査等を行うとともに、実験責任者に一層
の安全管理と法令遵守を促し、実験内容の点検、見
直しを含めた指導を行った。
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○ 放射線障害予防規程の改正
放射性同位元素等の使用、取扱等については、平

成 年 月に「放射線障害予防規程」の一部改正を17 11
行うなど、放射線安全委員会を中心に管理体制・手
続き等の見直しを行うとともに、管理の徹底を進め
ている。

○ 薬品管理システムの導入
法人化の時点において、本学が所有する化学物質

の一部について、組織的な対応による全学的な保有
状況、使用状況が把握されていない状況にあった。
これを改善するため、新たな全学的な化学物質の総
合管理システムとして、平成 年度より薬品管理シ17
ステムを導入し、大学全体の毒劇物及び薬品の集中
管理を実施した。これにより、有毒性及び危険性を
有する化学物質に係るリスク管理の徹底、学生への
安全教育と法令遵守に対する意識向上等の効果が得
られた。

○ 危機管理規程の制定
平成 年度に、危機管理体制を見直し、大学全体18

としての危機管理を総合的かつ計画的に進めるた
め、通常時の予防的観点を含めた危機管理体制及び
危機事象発生時の対処法等を定めた危機管理規程を
制定した。

（平成 年度の実施状況）【 】59 19
遺伝子組換え実験等安全管 遺伝子組換え生物等の第二種使用が必要となる実験Ⅲ

理規程 放射線障害予防規程 実施前に、実験責任者により提出された第二種使用等、 、
病原性微生物等安全管理規程 拡散防止措置承認申請に対して、本学の「遺伝子組換
及び毒劇物の管理体制・手続 え実験等安全管理規程」に従いそれを精査したほか、
き等について、関係諸規程に 第二種使用等の実験に関しては拡散防止措置が省令に
基づき管理の徹底を図る。 定められているか否かを審査し、機関実験あるいは大

臣確認実験の適切な手続きを行った。
また、保管、運搬については、省令に則り拡散防止

措置を執るよう指導する。現在までに、 件の学長承15
認実験と１件の大臣承認実験を承認し、それらの登録
手続きを行った。その際、実験責任者に一層の安全管
理と法令遵守を促すと共に、実験内容の点検、見直し
を含めた指導を行った。

平成 年度の｢感染症の予防及び感染症の患者に対19
する医療に関する法律｣の一部改正に伴い 「病原性微、
生物等安全管理規程」を「病原体等安全管理規程」に
全面改正を行い、管理体制・手続き等を変更した｡そ
の際、病原体取扱主任者を置き病原体等の安全管理の
徹底を図るとともに、２種病原体等の所持の許可を厚
生労働省に申請し、３種病原体等の所持を同省に報告
した。

、 、また 平成 年度に制定した危機管理規程に基づき18

帯広畜産大学
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平成 年３月に本学における危機管理の組織的取組、20
危機管理対策の概要及び危機事象発生時の具体的な対
処法等を定めた危機管理ガイドラインを制定した。

○ 学生等の安全確保等に
関する具体的方策

（平成 ～ 年度の実施状況概略）【 】60 16 18
・ 安全マニュアルを更新 安全マニュアルについては、Ⅲ ○ 安全マニュアルの更新
し、病原体の取扱方法な 病原体の取扱方法など生物学的な種々の危害に対 随時検証を行い必要に応じて更
ど生物学的な種々の危害 する安全な教育・研究体制の整備、充実を図る目的 新を行う。また、教職員及び学
に対する安全な教育・研 から、平成 年度に、病原性微生物等安全管理規程 生を対象とした研修会等を定期17
究体制の充実を図るとと を制定するとともに、それまでの安全マニュアルを 的に開催し、安全な教育・研究
もに、事故防止に関する 更新し、病原性微生物等安全管理マニュアルを定め 体制の充実と一層の安全管理と
研修会を開催し、学内の た。平成 年度には、同規程及びマニュアルに基づ 法令遵守を促す。18
実験施設等における安全 き、病原体の安全な取り扱いを図るために、病原菌
管理を徹底する。 株の学内での所有状況と実験従事者の調査を行うと

ともに、危険度の高い病原体を扱っている実験従事
者を対象に保存のための血清を採取し、実験従事者
に対する健康管理の充実を図った。

○ 実験施設等における安全管理に向けた取組
事故防止のための研修会として 「遺伝子組換え、

生物等の規制による生物の多様性の確保に関する法
律」に関する説明会を開催したほか、関係教職員に
対し、小型車両系建設機械運転業務特別教育及びク
レーン運転特別教育を実施するなど、安全な教育・
研究体制の充実を図った。
また、実験施設並びに動物飼育施設の安全性につ

いて確認し、実験責任者に一層の安全管理と法令遵
守を促すとともに、実験内容の点検、見直しを含め
た指導を行った。また、遺伝子組換え生物等の適切
な使用等について、特に注意を要する事項が新たに
見いだされた場合は、全教員に電子メールを通して
速やかに通知することで、迅速な対応を行った。

（平成 年度の実施状況）【 】60 19
安全マニュアルを更新し、 関係教職員に対し、小型車両系建設機械運転業務特Ⅲ

病原体の取扱方法など生物学 別教育及び玉掛け技能講習を実施し、安全な教育・研
的な種々の危害に対する安全 究体制の充実を図った。
な教育・研究体制の充実を図 また、実験施設並びに動物飼育施設の安全性につい
るとともに、教職員及び学生 て確認し、実験責任者に一層の安全管理と法令遵守を
を対象とした事故防止に関す 促すと共に、実験内容の点検、見直しを含めた指導を
る研修会を開催し、学内の実 行ったほか、遺伝子組換え生物等の適切な使用等につ
験施設等における安全管理を いて、特に注意を要する事項が新たに見いだされた場
徹底する。 合は、全教員に電子メールを通して速やかに通知する

ことで、迅速な対応を図った。学生には、実験責任者
あるいは指導教員を通して、安全管理と法令遵守を促

、 。すと共に 第二種使用等拡散防止措置の徹底を図った
施設面では、新たに組換え 動物使用実験 レDNA P1A

ベル専用の動物実験室を２室設け、管理体制の強化を
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図った。
このほか、感染症の予防及び感染症の患者に対する

医療に関する法律の改正の概要と学内規程改正の詳細
について、学内構成員に対してホームページ等で通知
すると共に、教職員、学生の教育訓練の一貫として全
学説明会を開催しその徹底を図った。

（平成 ～ 年度の実施状況概略）【 】61 16 18
・ ポスター掲示やパンフ 衛生管理者及び安全衛生委員会が中心となって、学 衛生管理者及び安全衛生委員Ⅲ
レットの配付などを実施 内点検を平成 年９月以降毎月行うとともに、安全チ 会を中心に、学内点検及び安全16
し安全意識の向上を図 ェックリストに基づく火元責任者による安全衛生自主 衛生自主点検を継続して行い、
り、事故防止に努める。 点検を行った。学内点検の結果については書面等で指 安全管理の徹底を推進する。ま

摘事項を通知し、その改善結果の報告を求めることに た、学生及び教職員への安全意
より、安全管理の徹底を図った。 識の向上と事故防止を図るた

また、学生、教職員への安全意識の向上と事故防止 め、安全の手引き、ポスター、
を図るため、安全管理に関するポスター及び学内の危 パンフレットなどの掲示等を行
険を伴う機械等に注意事項等を掲示するとともに、同 う。
委員会で作成した安全の手引きをホームページに掲載
した。

（平成 年度の実施状況）【 】61 19
ポスター掲示やパンフレッ 安全衛生委員会の学内点検は、毎月継続して実施しⅢ

トの配付などを実施し、安全 ており、点検結果については書面等で指摘事項を通知
意識の向上を図り、事故防止 し、その改善結果の報告を求めることにより、安全管
に努める。 理の徹底を図った。

また、安全管理、交通事故防止、火災予防等のポス
ター、パンフレット等を学内ホームページへの掲載、
学内各所への掲示を行い、事故防止や安全意識の向上
を図った。

ウェイト小計

ウェイト総計

〔ウェイト付けの理由〕
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(4) その他業務運営に関する重要事項に関する特記事項等

○ 安全管理に関する取組１．特記事項
安全管理者及び安全衛生委員会が中心となって、学内点検を平成 年９月以降16

毎月行うとともに、安全チェックリストに基づく火元責任者による安全衛生自主【平成 ～ 事業年度】16 18
点検を行った。学内点検の結果については書面等で指摘事項を通知し、その改善
結果の報告を求めることにより、安全管理の徹底を図った。○ 「施設環境マネジメントに関する基本方針」の策定

教育研究等の基本的な目標を達成する上で、その基盤となる施設環境は極めて また、事故防止のための研修会として 「遺伝子組換え生物等の規制による生物、
重要であると捉え、施設環境の側面から教育研究環境の維持及び向上を図ること の多様性の確保に関する法律」に関する説明会を開催したほか、関係教職員を対

、を目的とする「施設環境マネジメントに関する基本方針」を、平成 年９月に制 象とした小型車両系建設機械運転業務特別教育及びクレーン運転特別教育の実施18
定した。 安全管理に関するポスター及び学内の危険を伴う機械等への注意事項等の掲示、

、 、本基本方針は、①施設環境マネジメントサイクルの構築、②施設環境マネジメ 安全衛生委員会で作成した安全の手引きのホームページへの掲載等により 学生
ントの方策、③施設環境マネジメントの実施体制、の３点から構成されており、 教職員への安全意識の向上と事故防止を推進した。
これに基づき、同年に、キャンパス整備に関わる企画及び立案等を円滑に推進す このほか、病原体の取扱方法など生物学的な種々の危害に対する安全な教育・
るため 「施設環境マネジメントオフィス」を設置した。 研究体制の整備、充実を図る目的から、平成 年度に、病原性微生物等安全管理、 17

規程を制定するとともに、それまでの安全マニュアルを更新し、病原性微生物等
。 、 、○ キャンパスマスタープラン の策定2006 安全管理マニュアルを定めた 平成 年度には 同規程及びマニュアルに基づき18

施設環境マネジメントに関する基本方針の策定に先立ち、日本と世界の農畜産 病原体の安全な取り扱いを図るために、病原菌株の学内での所有状況と実験従事
の発展に寄与し獣医農畜産学の先端的教育・研究を実施するため、地域と環境に 者の調査を行うとともに、危険度の高い病原体を扱っている実験従事者を対象に
調和した機能的でゆとりのあるキャンパスの創造を目標とする「キャンパスマス 保存のための血清を採取し、実験従事者に対する健康管理の充実を図った。
タープラン 」を平成 年３月に策定した。平成 年度には、同プランに基づ2006 18 18

○ 危機管理規程の制定き、総合研究棟Ⅰ号館周辺の案内表示、舗道整備等の環境整備を行った。
また、平成 年度には、文部科学省が策定した第２次国立大学等施設緊急整備 本学では、法人化以降の防災、放射線、遺伝子組換え、毒劇物、情報セキュリ18

５ヶ年計画を踏まえ、施設の現状分析及び改善計画を推進する方策として、同プ ティ等のリスクに対する危機管理体制として、各リスクについて学内規程、委員
ランに基づく「帯広畜産大学施設環境整備５ヶ年計画」の策定に向け、検討に着 会を整備し、専門的に危機管理に対応してきた。しかし、本学における危機管理
手した。 を総合的・計画的に進めるため、通常時の予防的観点を含めた危機管理体制及び

危機事象発生時の対処方法を定めるとともに、危機管理室の組織と業務、危機事
象の例示、危機事象発生時の対策本部の設置及び各種委員会との連携・分担等を○ 施設の有効活用の推進

施設マネジメントを推進するための体制整備として、施設環境に関わる資源配 定めた危機管理規程を平成 年度に制定し、危機管理の体制整備を行った。18
分や整備に関わる事項等を円滑に実施するため、平成 年度に施設環境マネジメ18

【平成 事業年度】ントオフィスを設置し、施設環境に関する全学的な審議体制を構築した。 19
また、平成 年度に導入した施設情報管理システムなどにより、施設利用の現16

○ 総合研究棟Ⅰ号館及び講義棟改修事業の完了状を調査し課題の抽出を行ったところ、総合研究棟Ⅱ号館及びⅢ号館において、
。一部の実験室等に非効率な利用実態が確認されたことから、平成 年度に改修工 平成 年度から実施していた総合研究棟Ⅰ号館及び講義棟改修事業が完了した17 14

、 、 、事を実施する等、施設の有効活用を推進した。 本改修事業により 総合研究棟１号館では 高度化・多様化した全学共通実習室
プロジェクト研究の推進等に柔軟に対応が可能となる全学共通のマルチルーム等
の整備により、教育研究等の諸活動を支える施設への再生、充実を図った。また○ 省エネルギー対策等の推進、温室効果ガス排出削減等の環境保全対策に係る
講義棟では、耐震性能を確保するとともに、大空間の講義室に空調を設置したほ取組

省エネルギー対策、温室効果ガス排出削減等への取組として、本学ホームペー か、視聴覚設備の充実、少数ゼミ等にフレキシブルに対応できる収容可変式の小
ジ、掲示等により省エネ対策（各種会議での空調の制限、昼休みや未使用スペー 講義室を設置するなど、教育研究環境の一層の充実に資する施設への再生を図っ
スの消灯等）を周知し、学生、教職員への環境保全に対する意識向上を促した。 た。

、 、 。また 冷暖房時間の集中制御並びにクールビズ ウォームビズを全学で実施した
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２．共通事項に係る取組状況○ 施設マネジメントの推進
キャンパスマスタープラン 及び帯広畜産大学施設環境整備５ヶ年計画に基2006

○ 施設マネジメント等の実施状況づき、整備手法の検討を行い、家畜病院老朽改善整備事業の一部増築部分に対し
て、目的別積立金の捻出を役員会で決定し、国の予算である施設整備費補助金と

【平成 ～ 事業年度】適切に組み合わせた新たな整備手法と財源確保に向けた取組みを行った。整備の 16 18
実施については平成 年度に着工予定である。 平成 年９月開催の役員会で施設環境マネジメントに関する基本方針を策定し20 18

また、利用状況調査により、低稼働率であった総合研究棟Ⅲ号館の実験室１室 たことを受け、施設環境マネジメントに係る諸施策の企画及び立案並びにその円
（ ）をⅠ号館改修事業の際の仮住まいスペース及び事業完了後にレンタル 滑な実施等を図るために、施設環境マネジメントオフィスを設置した。同オフィ112m2

ラボとして運用し、施設の有効活用を図ったほか、全学共同利用室であった特殊 スでは、平成 年度に策定したキャンパスマスタープラン に基づく 「帯広畜17 2006 、
実験室をレンタルラボとして運用する等、施設マネジメントの推進による施設の 産大学施設環境整備５ヶ年計画」の平成 年度策定に向けて検討を行ったほか、19
整備、有効活用を図った。 屋外環境の点検評価を実施するなど活発な活動を行っている。

施設・設備の有効活用に係る取組として、平成 年度に導入した施設情報管理16
システムの活用による、資産の利用実態調査・分析に基づき、平成 年度に資産○ 省エネルギー対策等の推進、温室効果ガス排出削減等の環境保全対策に係る 17
の運用計画を含む、キャンパスマスタープラン の策定に活用した。また、施取組 2006

省エネルギー対策、温室効果ガス排出削減等への取組として、本学ホームペー 設情報管理システムの運用を開始したことにより、教職員、学生等が学内 をLAN
ジ、掲示等により省エネ対策（各種会議での空調の制限、昼休みや未使用スペー 通してリアルタイムに講義室などの全学共通使用室の使用状況の閲覧を可能とし
スの消灯等）を周知し、学生、教職員への環境保全に対する意識向上を促した。 たほか、平成 年度には、講堂・講義棟等の一般開放等の拡充に向けた検討を行18
また 冷暖房時間の集中制御並びにクールビズ ウォームビズを全学で実施した い、帯広市広報、本学ホームページ等を活用することとし、平成 年度実施に向、 、 。 19

け準備作業を行った。また、未利用の職員宿舎を、学生寮の改修工事に伴う、入
寮者の仮住先として利用し、有効活用を推進した。○ 安全管理に関する取組

安全管理者及び安全衛生委員会が中心となって、学内点検を平成 年度におい 施設維持管理の計画的実施状況については、平成 年度に行った劣化状況調査19 16
ても毎月行うとともに、安全チェックリストに基づく火元責任者による安全衛生 を基に、維持管理計画を作成し、同計画に基づき、平成 年度までに、附属図書18
自主点検を行った。学内点検の結果については書面等で指摘事項を通知し、その 館及びサークル棟の屋上防水改修、肉畜処理施設の外壁・建具改修並びに国際交
改善結果の報告を求めることにより、安全管理の徹底を図った。 流会館の予防保全改修工事を行った。

また、事故防止のための研修会として、平成 年度は関係教職員を対象とした 省エネルギー対策、温室効果ガス排出削減等への取組として、本学ホームペー19
小型車両系建設機械運転業務特別教育及びクレーン運転特別教育の実施、安全管 ジ、掲示等により省エネ対策を周知し、学生、教職員への環境保全に対する意識
理に関するポスター及び学内の危険を伴う機械等への注意事項等の掲示、安全衛 向上を促した。また、冷暖房時間の集中制御並びにクールビズ、ウォームビズを
生委員会で作成した安全の手引きのホームページへの掲載等により、学生、教職 全学で実施した。
員への安全意識の向上と事故防止を推進した。

【平成 事業年度】このほか、平成 年度の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する19 19
、 。法律の一部改正に伴い 「病原性微生物等安全管理規程」を「病原体等安全管理規 平成 年度から実施していた総合研究棟Ⅰ号館及び講義棟改修事業が完了した14

、 、 、程」に全面改正を行い、管理体制・手続き等を変更した｡その際、病原体取扱主任 本改修事業により 総合研究棟Ⅰ号館では 高度化・多様化した全学共通実習室
者を置き病原体等の安全管理の徹底を図るとともに、２種病原体等の所持の許可 プロジェクト研究の推進等に柔軟に対応が可能となる全学共通のマルチルーム等
を厚生労働省に申請し、３種病原体等の所持を同省に報告した。 の整備により、教育研究等の諸活動を支える施設への再生、充実を図った。また

講義棟では、耐震性能を確保するとともに、大空間の講義室に空調を設置したほ
か、視聴覚設備の充実、少数ゼミ等にフレキシブルに対応できる収容可変式の小○ 危機管理ガイドラインの制定

平成 年度に制定した危機管理規程に基づき、本学における危機管理の組織的 講義室を設置するなど、教育研究環境の一層の充実に資する施設への再生を図っ18
取組に関して、危機管理対策の概要や危機事象発生時の具体的な対処方法など、 た。
基本的な事項を構成員に周知することにより、本学において発生が予想される危 キャンパスマスタープラン 及び帯広畜産大学施設環境整備５ヶ年計画に基2006
機事象に迅速かつ的確に対処し、当該危機を回避又はその被害を最小限に止める づく、整備手法の検討を行い、家畜病院老朽改善整備事業の一部増築部分に対し
ことを目的として、本学における危機管理の組織的取組、危機管理対策の概要及 て、目的別積立金の捻出を役員会で決定し、国の予算である施設整備費補助金と
び危機事象発生時の具体的な対処法等を定めた危機管理ガイドラインを平成 年 適切に組み合わせた新たな整備手法と財源確保に向けた取組みを行った。整備の20
３月に制定した。 実施については平成 年度に着工予定である。20

また、利用状況調査により、低稼働率であった総合研究棟Ⅲ号館の実験室１室
（ ）をⅠ号館改修事業の際の仮住まいスペース及び事業完了後にレンタル112m2

ラボとして運用し、施設の有効活用を図ったほか、全学共同利用室であった特殊
実験室をレンタルラボとして運用する等、施設マネジメントの推進による施設の
整備、有効活用を図った。
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施設維持管理の計画的実施状況については、キャンパスマスタープラン 及 「研究活動に携わる者の行動指針 「外部資金の受入から執行までの事務処理マニ2006 」
び帯広畜産大学施設環境整備５ヶ年計画に基づく維持管理計画により総合研究棟 ュアル 「会計業務マニュアル 「帯広畜産大学における物品購入等契約に係る取」 」
Ⅰ号館、講義棟の改修事業及び乳製品工場の建物附属設備の改修を主とした改善 引停止の取扱要項」等を諮り、一部修正を経た後、 月の役員会において、研究10
整備を行った。また、国際交流会館６室について、長期間有効に活用するための 費の不正使用防止に向けた取り組みについて全体報告を行った。
予防保全改修工事を実施した。 月には、研究費の不正使用防止に向けた本学の取り組みをホームページに公10

省エネルギー対策、温室効果ガス排出削減等への取組として、本学ホームペー 開し、 月には２回の全学説明会を開催し、ガイドラインの趣旨及び本学の取り11
ジ、掲示等により省エネ対策を周知し、学生、教職員への環境保全に対する意識 組みについて周知するとともに 「研究機関における公的研究費の管理・監査のガ、
向上を促した。また、冷暖房時間の集中制御並びにクールビズ、ウォームビズを イドラインに基づく体制整備等の実施状況報告書」を文部科学省に提出した。
全学で実施した。 研究費の不正使用防止等に関する規程は、ガイドラインに示された競争的資金

に限らず、本学において取り扱う研究費全般を対象とし、研究費の取扱に関する
最高管理責任者、統括管理責任者を定め、学内の研究費の取扱に関する責任体系
を定めたほか、研究費に係る事務処理手続きの相談窓口、通報窓口及び不正防止○ 危機管理への対応策の状況
計画推進部署等について定めている。

その他、不正使用に係る調査方法・手続きについては、通報等を契機とするも【平成 ～ 事業年度】16 18
、 、本学では、法人化以降の防災、放射線、遺伝子組換え、毒劇物、情報セキュリ のと 最高管理責任者の指示によるものとの二通りの方法を置くこととしたこと

ティ等のリスクに対する危機管理体制として、各リスクについて学内規程、委員 最高管理責任者は、研究費の適正な運営及び管理を維持する内部統制体制を構築
会を整備し、専門的に危機管理に対応してきた。しかし、本学における危機管理 することをその責務としたこと、学内構成員に対し統括管理責任者が行う研究費
を総合的・計画的に進めるため、通常時の予防的観点を含めた危機管理体制及び の運営及び管理に関し必要な指導等は、最高管理責任者の指示に基づくものとし

、 。危機事象発生時の対処方法を定めるとともに、危機管理室の組織と業務、危機事 たこと等 最高管理責任者のリーダーシップが適切に発揮される体制としている
象の例示、危機事象発生時の対策本部の設置及び各種委員会との連携・分担等を また、不正使用に係る通報・調査は、研究費に限らず、他の経費に係る不正使用
定めた危機管理規程を平成 年度に制定し、危機管理の体制整備を行った。 についても適用することとした。18

また、平成 年２月 日に国の公的研究費のガイドライン（実施基準）が策定 発注・検収業務の当事者以外のチェックが機能するシステムについては 「会計19 15 、
されたことを受け、危機管理室においては、研究費の不正使用、本ガイドライン 業務マニュアル」にその概要を示し、学内規程の整備を行い、平成 年４月から20
に基づく体制整備の不備に伴う措置及び社会的信頼の失墜を本学におけるリスク 実施することとした。
として認識・特定するとともに、本ガイドラインに基づく体制整備に取りかかる
必要性を戦略会議に諮ったほか、事務局ワーキンググループを設置して、研究費

○ 従前の業務実績に係る評価結果の法人運営への活用の執行・管理に関する業務の現状把握作業を開始し、研究費の不正使用の発生要
因となるリスクの洗い出しを行い、対応方針案、改善案を作成した。

【平成 ～ 事業年度】16 18
平成 年度評価での国立大学法人評価委員会の指摘事項であった危機管理に対【平成 事業年度】19 17

平成 年度に制定した危機管理規程に基づき、本学における危機管理の組織的 する全学的・総合的な危機管理体勢の確立を図るため、平成 年度に、危機管理18 18
取組に関して、危機管理対策の概要や危機事象発生時の具体的な対処方法など、 規程を制定するとともに、全学的リスクマネジメント組織である、危機管理室を
基本的な事項を構成員に周知することにより、本学において発生が予想される危 設置した。
機事象に迅速かつ的確に対処し、当該危機を回避又はその被害を最小限に止める

【平成 事業年度】ことを目的として、本学における危機管理の組織的取組、危機管理対策の概要及 19
び危機事象発生時の具体的な対処法等を定めた危機管理ガイドラインを平成 年 ※ 該当事項なし20
３月に制定した。

研究費の不正使用防止のための取組としては、平成 年４月に、総務研究担当19
理事を座長として、研究者を含めた「研究費の管理・監査に関するワーキンググ
ループ」を設置し、平成 年度に事務局で策定した研究費の執行・管理に関する18
対応方針案、改善案を基に、研究機関における公的研究費の管理・監査のガイド
ラインに基づく研究費の不正使用防止に向けた適切な内部統制体制の構築を目指
した対応方針の検討を行った。６月には、同ワーキンググループでの検討結果に
基づき、役員会において対応方針を策定するとともに、不正防止計画推進部署の
役割も担うこととなるコンプライアンス室を設置した。

役員会において策定した対応方針のもと、研究費の不正使用防止に向けた取り
組みは、コンプライアンス室において推進することとし、コンプライアンス室で
の検討を経て、９月の役員会において「研究費の不正使用防止等に関する規程」

帯広畜産大学
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Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上の状況
(1) 教育に関する目標
① 教育の成果に関する目標

【学士課程】
・ 畜産学・獣医学・関連諸科学と人文・社会科学との総合的、学際的な発展を目指し、科学技術と自然と文化の調和を基調に、総合的理解力、判断力を身に付中
け、国際化、情報化、多元化する現代社会に適切に対応できる創造力に富む実務型の専門職業人を育成する。期

【大学院課程】目
・ 社会のニーズに対応しうる広領域・学際的・国際的知識と農畜産学分野における専門的な知識及び技術を修得した高度専門職業人及び研究者、特に、獣医学標
と動物科学・畜産学との融合領域となる大動物畜産衛生に係る高度専門職業人・研究者を重点的に養成する。

中 期 計 画 年 度 計 画 計画の進捗状況

○ 教養教育の成果に関する具体的方策 ○ 教養教育の成果に関する具体的方策
の設定 の設定
実務型の専門職業人及び高度専門職業 実務型の専門職業人及び高度専門職業

人・研究者の養成に資する観点から、以 人・研究者の養成に資する観点から、以
下のような教養教育の充実を図る。 下のような教養教育の充実を図る。
【 】 【 】101 101

獣医・農畜産に関する幅広い基礎 「共通教育」において、時宜にかな 平成 年度の共通教育は 「全学農畜産実習」において、新たに「豚の飼育・19 、
知識と技術を体験・修得させるため ったトピックスを軸に、常に学際的・ と殺・解体 「ソーセージ作り」を加え、最新の農畜産や食に関わる問題等につ、 」、
柔軟なアドバンス制（段階的・自主 融合的な教育内容（農畜産をめぐる問 いて、体験的に学習する内容に充実させた。
選択教育課程制度 の運用により 共 題、地球環境問題等）を展開する。 また、農畜産や環境についての今日的な知識や興味を育む共通総合科目につい） 、「
通教育」の更なる充実を図る。 ては、引き続き 科目を開講し、それぞれの科目において、食品偽装の問題やバ14

イオエネルギー、地球規模の環境問題など、今日、話題となっている事項を授業
内容に取り入れた。
さらに、平成 年度カリキュラム改正に合わせて、新たな内容の科目を「共通20

教育」に展開するための整備を実施した。

【 】 【 】102 102
社会人、職業人として生きるために 生きる・学ぶ基盤教育 において 平成 年度からの学部教育の再編に伴うカリキュラムの改編にあわせて、新入「 」 、 20

必要な幅広い教養と社会知識及び自然 様々な状況に対応して主体的に考え、 生の基礎学力の向上及び大学の授業へのスムーズな移行を目的として、高校での
科学の基礎知識を修得させるため、柔 行動できる能力を育成する教育内容を 履修状況を勘案し、高校レベルの教育内容を教授する補習的内容の科目を開講す
軟なアドバンス制の運用により 「生 展開する。 ることとした 「生きる・学ぶ基盤教育」においては、生物学、化学、数学及び、 。
きる・学ぶ基盤教育」の更なる充実を 物理学について、補習的内容の入門科目を開講することとした。
図る。

【 】 【 】103 103
大学で学ぶ上でも、生きていく上で 日本語と外国語によるコミュニケー 中期計画番号 の本欄に記載した平成 年度からの補習的内容の科目の開講102 20

も基盤となる情報交換技術を修得させ ション能力の向上を図る。 により 「共通基盤教育」においては、英語の補習的内容の科目を開講すること、
るため、日本語と外国語によるコミュ とした。また、平成 年度からの学部教育の再編に伴うカリキュラムの改編にあ20
ニケーション能力とコンピュータ及び わせて、外国語科目について、より実践的・実用的な教育を行えるよう授業科目
インターネットの「共通基盤教育」の の見直しを行ったほか、情報処理科目について、新たにデジタルデザインの基礎
更なる充実を図る。 を修得できる科目を開講することとした。

○ 卒業後の進路等に関する具体的方策 ○ 卒業後の進路等に関する具体的方策
の設定 の設定

帯広畜産大学
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【 】 【 】104 104
関連産業等におけるインターンシップ インターンシップ（就業体験）におけ 学生説明会並びに受入事業所への依頼及び事前打合せを積極的に行い、本年度

（就業体験）の機会や社会人のＵターン る事前研修及び企業等へのフォローアッ は参加者数 名、受入企業等 事業所でインターンシップを実施した。終了後は29 21
的な再教育の充実を図り、動物由来感染 プ（企業訪問による謝意・意見交換、学 参加者からのレポートの提出及び報告会を実施し、フォローアップに努めた。な
症及び食肉乳衛生の防疫等に係る専門職 生が作成した研修レポートの配付）につ お、研修レポートについてはインターンシップ報告書として編集作業中であり、
業人としての基盤的能力の高度化を図 いて充実を図る。 平成 年５月に発行し受入事業所等に配付する予定である。20
る。

【 】 【 】105 105
時代や社会のニーズに応じつつ、専門 高度な専門教育体制の充実を図り、時 大学院畜産学研究科畜産衛生学専攻において、国内はもとより、ドイツ、スイ

獣医師及び食肉乳衛生専門監視員等の専 代や社会のニーズに応じた専門職業人を ス等の国外からも、時代や社会のニーズに精通した 名の専門家を招へいし、特14
門職業人を国内外に輩出するため、高度 国内外に輩出するため、研究所等からス 別講義を実施した。また、畜産学部の「国際比較畜産論 （２単位）や「国際農」
な専門教育体制の充実を図る。 ペシャリストを招き、専門的・実践的な 業開発協力論 （２単位）においては、前環境省事務次官や独立行政法人国際協」

教育を展開する。 力機構（ ）の専門員による講義を４回実施したほか 「畜産経営学 （２単JICA 、 」
位）において、農林水産省の担当官による「食料・農業・農村白書」の講義を行
うなど、学部、研究科をとおして、国内外の専門家による専門的・実践的な教育
を実施した。

○ 教育の成果・効果の検証に関する具 ○ 教育の成果・効果の検証に関する具
体的方策 体的方策

【 】 【 】106 106
卒業・修了生の就職先に対するアンケ 大学教育センターにおいて、卒業・修 平成 年 月に大学教育センター教育改善部は、平成 年３月及び 月に卒業19 11 19 10

ート調査を行い、教育の成果・効果を検 了生に対し、教育効果の調査を行い、教 ・修了した学部卒業者と大学院修士課程修了者に対する教育の成果に関するアン
証するとともに、その結果は、教育課程 育の成果・効果を検証するとともに、そ ケート調査を実施した。また、就職相談室は、卒業生・修了生の就職先等に対す
編成及び授業方法の改善に役立てる。 の結果を、教育課程編成及び授業方法の るアンケートを実施した。

改善に役立てる。 教育改善部は、平成 年２月に卒業生・修了生に対する教育の成果に関するア20
ンケート調査の分析結果を取りまとめ、大学教育センター長に答申した。学部卒
業生については、本学で学んだことに対する満足度が全体的に高い一方で、教育
分野や各授業科目の教育目標として提示されているものが具体性に欠けている事
などが指摘されており、今後は教育目標や達成目標をより明確にするとともに、
各授業科目等がそうした目標のどこに位置付けられているかを、学生から見てわ
かりやすいカリキュラムづくりや履修指導の必要性が明らかになり、平成 年度20
改正カリキュラムの編成や学生に対する履修指導の改善に役立てることとした。

、 、「 」、「 」、「 」また 修了生については 実験実習 学会発表 修士論文作成・課題研究
に満足する学生が多かった一方で 「講義科目 「演習」に対する評価は低く、、 」、
今後の修士課程改組における教育目標の達成や教育システム改善における検討事
項として役立てることとした。
就職相談室は、平成 年２月に学部卒業生や大学院修士課程修了生の就職先等20

に対するアンケート調査の分析結果の取りまとめを大学教育センター長に報告し
た。分析の結果、卒業・修了生の「キャリア形成 「一般教養・専門教育 「人」、 」、
材育成の目標達成度」に対する企業等からの評価が非常に高く、引き続きキャリ

、 。 、ア教育の在り方について 今後も検討を進めることとした 大学教育センターは
平成 年度改正カリキュラムから、授業科目として「インターンシップ （１単20 」
位）に加え 「基礎キャリア教育 （１単位）を開設することとした。、 」
なお、平成 年度に実施した「卒業生に対するアンケート」の分析結果につい18
、 。ては 平成 年度からのユニット再編やカリキュラム改正の参考として活用した20
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Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上の状況
(1) 教育に関する目標
② 教育内容等に関する目標

○ アドミッション・ポリシーに関する基本方針
・ 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）を適切に定め、これに基づいた入学者選抜の実現に努めることを基本方針とする。

○ 教育課程に関する基本方針
【学士課程】
・ 幅広い教養と生きる力、考える力を培うとともに、農畜産の幅広い知識と体験を身に付けるなかで専門教育への目的意識と卒業後の職業への意識を育み、中
多様な専門教育を主体的に選択させる、専門職業人養成のための教育課程を基本方針とする。

【大学院課程】期
・ 自然科学分野と人文・社会科学分野の融合により、国際化が進む農畜産業に対応できる高度な全人教育のための教育課程を基本方針とする。

○ 教育方法に関する基本方針目
【学士課程】
・ 少人数教育並びに実践的教育の充実に努め、学生と教員が共に問題に取り組む双方向型の教育を基本方針とする。標
【大学院課程】
・ 高度専門職業人養成のため、農畜産業の高度化、国際化に対応した柔軟な教育・研究指導に努めることを基本方針とする。

○ 成績評価に関する基本方針
・ 厳正な成績評価を維持・推進することを基本方針とする。

中 期 計 画 年 度 計 画 計画の進捗状況

○ アドミッション・ポリシーに応じた ○ アドミッション・ポリシーに応じた
入学者選抜を実現するための具体的方 入学者選抜を実現するための具体的方
策 策

【学士課程】
【 】 【 】107 107-1
入試担当部門の整備充実を図り、広報 アドミッション・ポリシーを大学紹介 アドミッション・ポリシーの公表、周知については、本学ホームページ、携帯

の充実に努めるとともに、入学者受入方 パンフレット、大学説明会、ホームペー 電話サイト、大学紹介パンフレットに掲載したほか、大学説明会、農業高校生の
針（アドミッション・ポリシー）に基づ ジ等で広く公表する。 ための大学セミナー、進学ガイダンスなど積極的に広く公表している。
いた入学者選抜の実現に向けて具体的な 入試情報の発信については、進学ガイダンス等で受験生からの要望が多い、就
方策を調査検討し、選抜方法の充実を図 職状況や卒業生からの声をまとめた「ちくだいパンフ 」を新たに発行したmini
る。 ほか、既存の大学紹介パンフレットは、デジタル化し 上で閲覧できるようにWeb

するなど、情報発信を積極的に展開した。
また、入試情報発信の主力であるホームページは、デザイン、項目などを精選

したうえ 「受験生の皆様へ」のコーナーでは、見やすさ、探しやすさをモット、
ーにリニューアルした。

【 】107-2
大学説明会の充実に努めるとともに、 本年度の大学説明会では、参加申込みを携帯サイトやホームページからできる

高等学校訪問を積極的に実施する。 「事前申込みシステム」を導入したほか、帯広市内から大学間の無料送迎バスを
運行するなど、参加者の利便性の向上を図った。内容についても、各ユニットの
パネル展示や施設見学に加え、実験実習や模擬授業を新たに実施し充実を図った
ことにより、参加者が大幅に増加した。
また、本年度も高等学校等訪問を積極的に実施し、北海道内 校、北海道外３39

校で行ったほか、企業主催の進学ガイダンスに、北海道内 会場、北海道外３会17
場へ参加した。また、北海道内国公立大学 校で組織する北海道進学コンソーシ11
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アムで、仙台及び札幌で合同の大学進学説明会「北海道 国公立大学フェア」を11
開催するなど、受験生確保に向け積極的な広報活動に努めた。

【 】107-3
入学者選抜抜方法等について、点検・ 平成 年度から平成 年度入学者に係る選抜区分毎の履修状況について追跡調15 19

評価を行い 必要に応じて見直しを行う 査を行い、追跡調査の結果を踏まえ、平成 年度から選抜区分毎の募集人員及び、 。 20
選抜方法等について検討を行うこととした。

【 】107-4
不測の事態が発生した場合の対応マニ 本年度は、入試の実施に関する不測の事態を想定したマニュアルとして、火災

ュアルについて見直し検討する。 ・妨害・交通機関の運休などに対応したマニュアルを作成した。
本年度の個別学力検査では、試験前日からの悪天候による交通機関への影響を

考慮し、試験時間に間に合わない受験生を対象とした試験時間の繰り下げ及び追
試の実施について、マニュアルに沿って迅速に対応し、これらの救済措置を、特
段の混乱なく実施した。

【大学院課程】
【 】107-5
アドミッション・ポリシーを大学紹介 大学院のアドミッション・ポリシーの公表・周知については、本学ホームペー

パンフレット、募集要項、ホームページ ジ、募集要項、パンフレットに掲載したほか、全国国立大学、農学系私立大学、
等で広く公表する。 行政機関等へ募集要項を送付、受験産業が実施している進学説明会等への参加な

ど、積極的に広報周知を行った。

【 】107-6
入学者選抜方法等について、点検・評 平成 年４月入学の外国人留学生特別選抜の出願要件に、第三者機関が実施し20

、 。価を行い、必要に応じ見直しを行う。 ている資格試験の１つである のスコア提出を加え 選抜方法を改善したTOEFL
また、国際協力特別選抜の各専攻への拡充、博士後期課程への導入等について

は、入学後の支援制度の充実を含め、平成 年度以降に検討を行うこととした。20

○ 教育理念等に応じた教育課程を編成 ○ 教育理念等に応じた教育課程を編成
するための具体的方策 するための具体的方策
課程に応じた適切な教育課程を編成す 大学教育センターにおいて、以下のよ

るため 「大学教育センター」を設置し うな教育課程の充実を図る。、
、 。て 以下のような教育課程の充実を図る

【学士課程】
【 】 【学士課程】108

学生の目的意識・職業意識の育成の 【 】108
ために 「大学教育センター」におい 平成 年度にユニットの見直しによ 学部における全教員参加型の教育プログラムを構成し、獣医学教育における畜、 20
て、専門教育の基礎となる多様性の尊 る学部再編整備を行うため、カリキュ 産科学分野の知識の付与、畜産科学教育における獣医学分野の知識の付与による
重、自律性の向上及び人格教育を柱と ラムを検討する。 「獣医畜産融合の教育」を行うため、平成 年４月より学科制から課程制に移行20
したアドバンス制の基盤教育、共通教 することとし、 月に設置報告を行った。また、課程制の導入と併せ、学部段階12
育及び展開教育を基礎とした教育課程 の専門教育コースである「ユニット」の改編を行い 「 ユニット＋畜産国際協、 10
の更なる充実を図る。 力ユニット」から 「６ユニット＋畜産国際協力ユニット」としたほか、畜産科、

学課程におけるユニットへの分属時期を２年次前期とし、従来実施していた仮分
属を廃止した。
また、この学部教育の再編にあわせてカリキュラム編成の見直しを行い、獣医

学課程と畜産科学課程の融合領域科目として、主に獣医学ユニットと生命科学ユ
ニットの間で開講科目の相互履修が可能となる科目編成とするなど、全教員参加
型の獣医畜産融合の教育カリキュラムを編成した。
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【大学院課程】 【大学院課程】
【 】 【 】109 109-1

獣医学分野と畜産学分野の融合領域 畜産学研究科畜産衛生学専攻博士前 畜産学研究科畜産衛生学専攻において 「食の安全」に関わる豊富な知識と高、
における大学院畜産衛生学独立専攻を 期・後期課程においては 食の安全 度な技術に裏付けされた人材の育成を主眼においた教育拠点機能の確立を目指、「 」
基盤として、農畜産物由来食品の「安 に関わる豊富な知識と高度な技術に裏 し、博士前期課程における「獣医・畜産系の共通化したカリキュラムによる実践
全と安心」確保に必要な人材育成並び 付けされた人材の育成を主眼においた 教育の充実」と、博士後期課程における「食の安全確保に関わる国際的活動を視
に専門職業人再教育のための教育課程 教育課程を実施する。 野に入れた研究活動」の教育研究体制を整備するために、博士前期課程と博士後
及び教育組織の更なる充実を図る。そ 期課程の講座組織を整合性のあるものに整備するとともに、博士後期課程にのみ
のために、平成 年度に向けて包括的 存在する分野の科目を博士前期課程にも開設するなどの再編を行い、教育内容・18
かつ国際的水準の教育課程を構築す 体制の充実を図り、平成 年度に採択された「 魅力ある大学院教育』イニシア18 『
る。 ティブ」の財政的支援をうけ教育活動を実施している。

特に、同専攻博士後期課程においては、必修授業科目として国内外へのインタ
ーンシップ派遣、プレゼンテーション技術の向上（日本語・英語双方含む 、国）
際学会での発表等に取り組んでおり、平成 年７月には、学生１名が第 回国際19 19
複合糖質シンポジウムにおいてポスター賞を受賞するなどの成果を挙げている。
また、平成 ～ 年度の取組について、平成 年１月に実施した国内外の専門家18 19 20
による国際外部評価会において、全体として、とても印象的でポジティブである
との評価を受けた。

【 】109-2
「魅力ある大学院教育」イニシアテ 年度計画【 】の「計画の進捗状況」参照109-1

ィブの財政的支援を利用し 「食の安、
全に関わる高度専門家育成プログラ
ム」を実施する。

○ 授業形態、学習指導法等に関する具 ○ 授業形態、学習指導法等に関する具
体的方策 体的方策
「大学教育センター」において、授業 大学教育センターにおいて、以下のよ

形態・学習指導法等の充実を図る観点か うな教育方法の充実を図る。
ら、以下のような効果的な教育方法の充
実を図る。
【 】 【 】110 110-1

学生の学力や資質に合った授業形態 視聴覚教材等の活用を推進し、教育 講義棟改修事業により、既存の視聴覚設備を更新したほか、これまで視聴覚設
及び学習指導法の充実を図るため、少 方法の充実を図る。 備が設置されていなかった全ての小講義室に視聴覚設備を設置した。
人数教育や対話・討論型教育の充実
と、ファカルティ・ディベロップメン
ト（ ）機能の強化に取り組む。 【 】FD 110-2

教育改善部において、教育ワークシ 平成 年２月に外部講師を招いて教員を対象とした 研修「大学教員のため20 FD
ョップの実施を図るとともに、教育課 の話し方教室」を２回開催し、わかりやすく伝える方法を学び、授業方法の改善
程の評価及び改善を行う。 を図った。

また、平成 年度に実施した「卒業生に対するアンケート」の分析結果を踏ま18
え、平成 年度から改正するカリキュラムの編成及び授業方法の改善に活用した20
ほか、平成 年３月及び 月に卒業・修了した学部卒業者と大学院修士課程修了19 10
者に対する教育の成果に関するアンケート調査を平成 年 月に実施し、その分19 11
析結果を平成 年度カリキュラム編成に活用することとした。20

【学士課程】 【学士課程】
【 】 【 】111 111-1

専門職業人として必要不可欠なフィ 基盤教育における「対話討論方式に 演習科目である「基礎学術ゼミナール」において、パワーポイントによるプレ
ールドにおける学習の更なる充実を図 よる教育方法」を推進する。 ゼンテーション及び討議を主体としたディスカッション形式の授業を実施した。
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るため、より生産現場に近い実践的教 また、学生にはグループごとにテーマを与え、事例研究を行った。
育を推進する。

【 】111-2
学生の学力や資質にあった授業形態 本年度は約 名の学生が により英語学習を行っている。また、留学60 e-learning

を推進する。 生向けに日本語学習の システムを構築し、約 名の留学生が活用してe-learning 10
いる。

【 】111-3
共通教育及び展開教育をより生産現 第１年次学生全員を対象とした「全学農畜産実習」では、畜産フィールド科学

場に近い実践的内容で推進する。 センターの実践教育機能を最大限に活用して、農畜産に関わる様々な作業を実地
で体験させ、導入教育として専門教育で扱う動物への理解を深め、農畜産への幅
広い興味や問題意識を育てることを目的とした実践教育を行った。同実習では、
特色ある大学教育支援プログラムに採択された「全学農畜産実習を通じた導入教
育」により、平成 年度から、新たに「豚の飼育・と殺・解体 「ソーセージ作19 」
り」を加え、実習内容の充実を図った。
また、展開教育においても、同センターの酪農特化型農場を活用して農学、畜
、 、 、産学 獣医学の触覚重視型の 乳牛・馬を用いた獣医臨床学・畜産科学専門実習

牧草地・精密圃場を用いた植物・環境科学専門実習、乳製品・肉製品加工工場を
用いた生物資源系専門実習、機械実習工場を用いた環境工学系専門実習等の実践
教育を行った。

【大学院課程】 【大学院課程】
【 】 【 】112 112-1

地域の農畜産研究機関との連携や関 地域の農畜産研究機関との連携体制 地域の農畜産研究機関との連携により、畜産衛生学専攻博士後期課程の学生１
連産業界等との連携を強化し、インタ を推進し、研究指導の充実を図る。 名が、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構北海道農業研究センター芽
ーンシップの導入等高度専門職業人・ 室研究拠点の研究者から研究指導を受けた。
研究者に不可欠な実践的な教育の更な また、北海道農業共済組合の臨床獣医師らを招へいし、第８回畜産衛生に関す
る充実を図る。 るワークショップを平成 年 月に開催したほか、 月には第９回畜産衛生に関19 11 12

するワークショップを開催した。

【 】112-2
地域の農畜産研究機関や関連産業界 畜産衛生学専攻博士課程では、国内外の研究機関での「食の安全確保」に関わ

等に十分な理解を求め、積極的に連携 る研究の就業体験を通して、国際的に活躍できる研究者を養成することを目的と
を強化し、インターンシップの充実を した「インターンシップ演習」を必修科目として開講した。平成 年度には 名19 14
図る。 の学生が演習を行い、グローバル化する畜産衛生学分野の実情の理解を深め、実

社会を見据えた研究開発能力と、国際化の涵養を図った。

【 】112-3
英語による講義を推進する。 畜産衛生学専攻博士後期課程において、開講した 科目すべてで英語による講11

義を実施した。また、同専攻博士前期課程においては、 科目中 科目で英語に18 14
よる講義を実施した。

【 】112-4
、 、肉乳牛を中心とした「農場から食卓 畜産衛生学専攻では ４セメスター制の導入により講義・実習を集中的に行い

まで に関する高度な実践教育を行う 複数の指導教員からなる研究指導教員チーム制による、きめ細かい研究指導を実」 。
また、問題解決型の国際的活動能力の 施しているほか、研究成果の発表など社会のあらゆる場面で必要とされるプレゼ
養成に重点を置いた教育を行う。 ンテーション能力開発を目的とした演習（日本語・英語）を行い、特に国際学会

での発表を積極的に行っている。
、 、 、また 博士前期課程では 獣医系と畜産系の関連分野を横断的に修得するため

コア科目を基本的に週 日の単位で開講し、講義・実習・ディスカッションを1.5
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一体化した「総合型授業」を行っている。
博士後期課程では、国外における「食の安全確保」に関わる研究の就業体験を

通して、国際的に活躍できる研究者を養成することを目的とした「インターンシ
ップ演習」を実施し、本年度は 名の学生が国外でのインターンシップを実施し10
た。

○ 適切な成績評価等の実施に関する具 ○ 適切な成績評価等の実施に関する具
体的方策 体的方策
「大学教育センター」において、教育 大学教育センターにおいて、教育成果

成果や教育効果の把握等に不可欠な適切 や教育効果の把握等に不可欠な適切な成
な成績評価等の実施に資するため、以下 績評価等の実施に資するため、以下のよ
のように取り組む。 うに取り組む。
【 】 【 】113 113

成績評価基準及びその方法につい 学生の意識調査の分析結果をもと 成績評価基準について、成績評価をより厳密に行い、優秀な学生の評価を適切
て、学生の意識調査等を行いつつ、更 に、成績評価基準及び評価方法の改善 に行うために、教育改善部が平成 年度に行った提言を踏まえ、平成 年度入学17 19

80 90 80 89なる改善を図る。 を図る。 者から 従来の 優 素点で 点以上 を 秀 点以上 と 優 点～、 「 」（ ） 「 」（ ） 「 」（
点）の２段階に細分化し、４段階から５段階へ変更した。今後は、導入前との比
較により、成績の分布状況、評価行為への影響等を調査・検討することとした。

【 】114
学生に対して、成績評価基準及びそ （平成 年度に実施済のため年度計画な 年度計画【 】の「計画の進捗状況」参照16 121-4

の方法を明確に周知させるため、授業 し）
計画（シラバス）の記載内容の更なる
改善を図る。
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Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上の状況
(1) 教育に関する目標
③ 教育の実施体制等に関する目標

○ 教職員の配置に関する基本方針中
・ 大学の教育戦略に基づき、社会のニーズの変化に対して能動的で責任ある対応のできる柔軟な教職員の配置を基本方針とする。

○ 教育環境の整備に関する基本方針期
・ 多様な教育のニーズに応えるため、教育用設備の充実、近代化、既存設備の有効利用及び情報ネットワークの高度化、利用環境の充実を図ることを基本方
針とする。目

○ 教育の質の改善のためのシステムに関する基本方針
・ 教育の質の常なる改善を図るため、適切な教育活動の評価結果を活用し、教育の質の向上に取り組むことを基本方針とする。標

中 期 計 画 年 度 計 画 計画の進捗状況

○ 適切な教職員の配置等に関する具体 ○ 適切な教職員の配置等に関する具体
的方策 的方策

【 】 【 】115 115
、 、本学の独自性を最大限に発揮できる教 財政運営計画を踏まえ、戦略的に補充 教員の採用については 空きポストの欠員補充という従来型の人事から脱却し

育を推進するため、また、重点的な養成 が必要な部署について配置を行う。 本学の独自性が発揮できるよう、平成 年度に策定した財政運営計画を踏まえ、18
を図る大動物畜産衛生に係る教育を効果 戦略的に補充が必要な教育分野について、学長のリーダーシップのもと、戦略会

19的に推進するため、任期制の導入を含め 議において採用に関する基本方針を個別に策定し 教員人事を進めている 平成、 。
柔軟かつ重点的な人材の充当を行う観点 年度は、８件の人事に関する基本方針を策定した。
から、教職員の配置の運用に関しては、
学長が定める基本的な方針に基づき、役
員会が配置運用計画を策定し学長が決定
する。

○ 教育に必要な設備、図書館、情報ネ ○ 教育に必要な設備、図書館、情報ネ
ットワーク等の活用・整備の具体的方 ットワーク等の活用・整備の具体的方
策 策

【 】 【 】116 116
教育設備・情報ネットワーク等の有効 大学教育センターにおいて情報処理セ 講義棟改修事業により、既存の視聴覚設備を更新したほか、これまで視聴覚設

利用を図るために 大学教育センター ンターと連携し、教育設備・情報ネット 備が設置されていなかった全ての小講義室に視聴覚設備を設置した。また、小講、「 」
に教育設備・情報ネットワーク等に係る ワーク等に関する既存設備の有効利用を 義室を、少人数ゼミナール等にフレキシブルに対応できる収容可変式の形態とし
企画立案機能を持たせ、一層の有効利用 推進する。 て整備し、視聴覚設備の充実と教育環境の整備を実施した。
並びに計画的な整備を推進する。

【 】 【 】117 117-1
227実務型の専門職業人及び高度専門職業 アドバンス制教育の効果を高めるため 附属図書館の学生用図書について、本年度は、シラバスに記載された図書

人・研究者の養成に資するため、アドバ に必要な領域及び大動物畜産衛生に係る 冊をはじめ、畜産衛生学専攻関係図書 冊、全学農畜産実習関係図書 冊、獣69 163
ンス制教育の効果を高めるに必要な領域 領域を中心に附属図書館の学生用図書 医学教育関係図書 冊を受け入れた。また、 な65 Agricultural and Biological Sciences
及び大動物畜産衛生に係る領域を中心 電子ジャーナルを含む の充実を図る ど電子ブック４種を新たに導入するなど、学習支援の向上、研究活動の活性化に（ ） 。
に、附属図書館の学生用図書（電子ジャ 対応する環境整備の推進の観点から、資料の充実を図った。
ーナルを含む ・情報機器の整備充実を 附属図書館の施設、設備面での環境整備については、不用図書等の処分により。）
図り、効果的な利用を促進する。 所蔵スペースを確保し、図書の適切な配架を行ったほか、総合研究棟Ⅰ号館改修

整備事業により生じた研究室からの大量の返却図書を随時受け入れ、適所に配架
を行った。

帯広畜産大学



- 77 -

また、ブラウジングルームをリニューアルし、情報処理センター実習パソコン
を２台増設したほか、利用者から要望の多かったグループ学習室を２室新設する
など、学習環境の整備・充実を図った。

【 】117-2
情報リテラシー教育の充実を図る。 学部新入生を対象とした導入ゼミナール及び基礎学術ゼミナールにおいて、情

報リテラシー教育を 回実施し、 名の学生が受講した。本年度は、昨年度の19 840
受講者を対象としたアンケート調査を踏まえ、リテラシー教育用 の活用にDVD
より講義の時間配分を改善したほか、授業科目による教育内容を区分し、前期の
導入ゼミナールで基礎的な講義を行い、後期の基礎学術ゼミナールで講義を踏ま
えた実習を行った。

【 】117-3
電子ジャーナル等の講習会を実施す 教員、学生を対象に電子ジャーナル及びデータベース講習会を４回実施し（参

る。 加者 名 、利用促進を図った。53 ）

【 】117-4
情報基盤を整備する。 安定したネットワーク環境を整備するため、情報処理センターのコアスイッチ

並びに情報処理センター実習室及び講義棟 教室のネットワークスイッチをCALL
更新し、情報基盤の整備を推進した。

○ 教育活動の評価及び評価結果を質の ○ 教育活動の評価及び評価結果を質の
改善につなげるための具体的方策 改善につなげるための具体的方策

【 】 大学教育センターにおいて、教育活動118
教員による教育活動の改善を促進する の改善を促進するため、以下のように取

ため 「大学教育センター」に「教育改 り組む。、
善部」を設置して、教育業績評価に基づ 【 】118-1

、 、き、教員の配置等の検討に資する教育体 教育業績評価及び学生による授業評 平成 年度の学部教育再編にあわせて 大学教育センター組織の見直しを行い20
制の改善方策に関してまとめるととも 価を実施するとともに、評価項目・方 等の業務を行う教育改善部を審議機関である部体制から、スタッフ制の実施FD
に、教育方法等の改善を図るための教員 法等について見直しを行い、評価の充 組織である室体制に移行し、教育改善室として、大学教育センター長直轄の組織
研修会等を積極的に開催する。 実に努める。 とすることとした。

また、学生による授業評価を、教員の選択によって、前期、後期それぞれで実
施し、評価結果については、教育改善部において集計、分析のうえ、学内ホーム
ページに随時公表するなど、授業改善等に係る情報提供に努めた。

【 】118-2
評価結果を教員にフィードバック 学生による授業評価結果を教員にフィードバックし、教育改善に役立てるよう

し、改善充実に努めさせるとともに、 通知するとともに、大学教育センターのホームページに公開している。また、同
研修会等において評価結果を適切 ホームページに授業評価の結果を授業改善に役立てる指針や、授業改善に役立つFD

に活用し教育の質の改善に努める。 リンク集を掲載し、教育活動の改善を促進している。
このほか、平成 年２月に外部講師を招いて教員を対象とした 研修「大学20 FD

教員のための話し方教室」を２回開催し、わかりやすく伝える方法を学び、授業
方法の改善を図った。

○ 教材、学習指導法等に関する研究開 ○ 教材、学習指導法等に関する研究開
発及び に関する具体的方策 発及び に関する具体的方策FD FD

【 】 大学教育センター教育改善部におい119
教材、学習指導法等の不断の改善を図 て、以下のように取り組む。

るために 「大学教育センター教育改善 【 】、 119-1
部」において、学学連携も積極的に推進 教材、学習指導法の研究開発を進め 平成 年２月に外部講師を招いて教員を対象とした 研修「大学教員のため20 FD
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しつつ、教材、学習指導法等の研究開発 るとともに、教育の重要性について教 の話し方教室」を２回開催し、わかりやすく伝える方法を学び、授業方法の改善
を進め 研修会を積極的に実施する 員の意識を高めるために 研修会を を図った。また、本学を含めた農学系のテーマで特色 等に採択された筑波大、 。FD FD GP

実施する。 学、岐阜大学等と連携し、平成 年９月に岐阜県高山市で情報交換会を開催し、19
教材、学習指導法の研究開発等に関する情報交換を行った。

【 】119-2
「 」（ ）他大学等が実施する大学教育セミナ 大学協会が主催する教育セミナー 次世代の 展望 平成 年８月開催IDE FD 19

ー等を積極的に活用し、教員研修を推 に教員１名を派遣し、その内容を教育・学生支援部会議において報告した。
進する。

○ 学部・研究科等の教育実施体制等に ○ 学部・研究科等の教育実施体制等に
関する特記事項 関する特記事項

【 】 学科や講座を越えた全教員による教育120
基盤教育、共通教育における学科や講 実施体制により、少人数セミナー及び全

座を越えた全教員による教育実施体制が 学農畜産実習について以下のとおり実施
最大の特色であり、今後もこの効果を検 する。
証しつつ、一層の改善・充実を図る。 【 】120-1

① 少人数セミナーの実施
基盤教育において、少人数でディス 基盤教育の「基礎学術ゼミナール」において、学生を ～ 人単位の６クラス35 40

カッション形式のセミナーを行い、き 制とし、各クラスに３名の教員を配置し、レポ－トの書き方、プレゼンテーショ
め細かい教育を実施するとともに、そ ンの方法など、双方向の学生参加型授業を展開したほか、生命・食料・環境をキ
の効果を検証し、一層の改善・充実を ーワードにしたテーマを決め、パワーポイントによる発表及び討論を少人数で行
図る。 った。

【 】120-2
② 全学農畜産実習の実施

共通教育において、畜産フィールド 「全学農畜産実習」は、本学に入学した１年次生全員を対象に実施した。この
科学センターの実践教育機能と連携し 実習科目は、畜産フィールド科学センターの実践教育機能を最大限に活用して、
て、農畜産業の専門を超えた総合的な 獣医学科、畜産科学科それぞれの教育目標に配慮しながら農畜産に関わるさまざ
流れを実地で学び、現場の実態に近い まな作業を実地で体験させ、新入生の導入教育として農畜産への幅広い興味や問
経験を積むことによって、農畜産への 題意識を育てることを目的としている。

、 、 、 （ ）幅広い興味や問題意識を育てるととも 本年度は 前年度までの内容を見直し ユニット紹介の要素を抑え 家畜 豚
に、その効果を検証し、一層の改善・ の飼育から食品加工までのプロセスを加えること等により、本実習が本来の目的
充実を図る。 とした食料生産の現場から加工・流通までの過程を体系的に学習できるよう授業

内容を改善した。

【 】120-3
畜産衛生学専攻博士後期課程におい 畜産学研究科畜産衛生学専攻博士後期課程において、入学した学生から提出さ

て、学生のキャリアプランに応じた個別 れた研究題目届（研究計画）について、学生のキャリアプラン等に配慮し、事前
履修指導を行う。 に用意した履修モデルなどを参考に、教育・研究指導計画を年度当初に学生に対

し明示し、個別に履修指導を実施した。
平成 年度入学者から、修士課程、博士前期課程の学生についても研究題目届19

（研究計画）を提出させ、研究指導体制・計画を明確化し、研究の進捗状況を定
期的にチェックしやすくし、標準修業年限内の学位取得の一助とした。
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Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上の状況
(1) 教育に関する目標
④ 学生への支援に関する目標

中
○ 学生への学習支援・生活支援に関する基本方針

期
・ 畜産学・獣医学・関連諸科学と人文・社会科学との総合的・学際的な理解力と判断力を修得させるため、教職員が一体となって学生への学習支援・

目
生活支援に取り組むとともに、その一層の充実に努めることを基本方針とする。

標

中 期 計 画 年 度 計 画 計画の進捗状況

○ 学習支援・生活支援の組織的対応に ○ 学習支援・生活支援の組織的対応に
関する具体的方策 関する具体的方策
「大学教育センター」において、以下 大学教育センターにおいて、以下のよ

のような学生支援に取り組む。 うな学生支援に取り組む。
【 】 【 】121 121-1

学生支援等の充実・改善を図るた 学生支援等の充実・改善を図るた 大学教育センターにおける自己点検・評価においては、組織に関し、教育・学
め、学習・生活・就職支援及び経済的 め、学習支援室、学生相談室、就職相 生支援部、大学院教育部、教育改善部の３部及び学生支援に係る各室等の審議事
支援等の担当教職員の配置数及び支援 談室、課外活動支援室及び留学生支援 項の棲み分けの必要性、業務量の多寡等の課題が抽出され、平成 年 月の課程20 4
業務内容について不断なる評価を実施 室の支援業務について点検・評価を行 制の導入、ユニットの改編、教員所属組織の一元化等の「平成 年度教育改革」20
しつつ、学生支援方法等の質的向上に い、必要に応じ改善充実を図る。 の一環として、上記の自己点検・評価の結果を踏まえ、大学教育センターの組織
取り組む。 を大幅に改編することとした。

従来の教育・学生支援部においては、学部教育に係るカリキュラム改編等のほ
、 、 。か 学生支援業務全般を業務の対象範囲としており 業務量が膨大となっていた

そのため、教育学生支援部内の組織であった就職相談室等の学生支援実施組織を
大学教育センター長直轄の組織とし、業務の棲み分けを行った。
平成 年４月からの改編後の大学教育センターは、学部教育部、大学院教育部20

の２部と大学教育センター長直轄の 等に係る業務を行う教育改善室、学生支FD
援業務を行う課外活動支援室、学生相談室、就職支援室、留学生支援室の５室で
構成することとし、これら５室は、学部教育部と大学院教育部の両部と連携して
支援業務を行う体制に改組し、各室長は大学教育センター運営会議の構成員とし
て、各支援（相談）室の活動状況を連絡調整出来る体制に整備した。

【 】121-2
学生への学習支援を担当する学生支 平成 年度の学部教育再編にあわせ、大学教育センター運営会議において、現20

援教員、ユニット担任教員、卒業研究 行の学生支援教員の役割についての検討を行った結果、平成 年度からクラス担20
担当教員の配置数及び支援業務につい 任、ユニット担任、卒業研究指導教員による支援体制に変更し、それぞれの支援
て点検・評価を行い、必要に応じ改善 教員の役割に応じた指導体制とすることとした。
充実を図る。

【 】121-3
ティーチング・アシスタント制度の ティーチング・アシスタント（ ）任用方針に基づき、大学教育センターでTA

効果的な活用方法について検討し、充 全学開講科目の実験・実習科目を優先して を配置した。これにより、物理、TA
実に努める。 化学、生物及び地学の実験、全学農畜産実習等の基盤教育科目、共通教育科目、

展開教育科目の実験・実習科目に を配置し、教育支援を実施した。TA

【 】121-4
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電子版に加え、在学期間分の冊子体 平成 年度に導入した電子版シラバスについては、随時更新を行っている。ま16
シラバスを配付し、教育支援の一層の た、新入生向けに冊子体のシラバスを配布した。
充実を図る。

【 】121-5
学生相談室によるメンタルヘルス等 学生相談室カウンセラーを講師にキャリアカウンセリングを通した学生の進路

に関する講演会を実施する。 選択・就職支援に関する講演会を就職相談室と共催で実施した。
また、本学学生相談室カウンセラーを中心に十勝地方の高等教育機関の学生相

談関係者を結ぶネットワークを始動させた。

【 】121-6
学生相談を円滑に進めるために専門 北海道・東北地区メンタルヘルス研究協議会及び全国学生相談研修会に、各１

的知識を付与させる研修やセミナーへ 名のカウンセラーを派遣した。これらの内容をもとに学生相談業務についてのデ
参加する。 ィスカッションを実施することにより、相談員の質の向上を図った。

【 】121-7
就職相談室による就職活動に関する 就職活動の支援のため、就職活動の心構え、履歴書・エントリーシートの書き

講演会 履歴書の書き方 面接対応等 方、手紙・メールのマナー、面接のマナーなど就職活動には欠かせないマナーに（ 、 ）
を実施する。 ついてのほか、グループディスカッションの実践対策等の多岐にわたる内容で、

就職ガイダンスを開催した。

【 】121-8
学生に対する就職支援活動の一環と 前年度に引き続き、合同企業説明会を２回実施し、延べ 企業等、約 名の140 300

して合同企業説明会を実施する。 学生の参加があった。このうち、２回目の合同企業説明会では、１回目の内容を
踏まえ、企業一言アピール等の新たな内容を盛り込んで実施した。

【 】121-9
就職相談室の支援強化を図るため教 平成 年 月に教員のための就職支援セミナーを開催した。また、平成 年２19 10 20

員のための就職支援セミナーを実施 月に学生相談室と合同で、学生のキャリア発達支援についての講演を約 名の教30
し、就職相談体制の充実を図る。 職員参加のもと実施した。

【 】 【 】122 122-1
専門職業人としての基盤的・基礎的 ガイダンス等においてオフィスアワ 新入生オリエンテーションにおいて、大学での学び方など学習・生活面でのア

知識に関する学習効果を高める観点か ーシステムの周知に努め、その活用を ドバイスなどを行うとともに、オフィスアワーの活用等について、説明した。
ら、オフィスアワーシステムの周知、 図る。
学習の動機付けに資する顕彰制度の効
果的な活用、補習教育の充実を図る。 【 】122-2

学生の成績向上に向けての動機付け 成績優秀者 名及び学会等での受賞者３名について、顕彰を行った。12
に資するため、優秀な学生に対する顕
彰を引き続き行う。

【 】122-3
高校での学習内容や入学者選抜方法 今年度も補習教育として、英語、生物、化学、物理、数学について、自己学習

の多様化などに対応するために、入学 支援プログラムを実施した。同プログラムでは、各教科担当教員及び上級学年の
後の補習教育についての研究・検討を チューターによる個別指導、大学教育センター専任教員によるカウンセリング等
進め、必要に応じ充実を図る。 を実施している。また、英語に関しては、 によるリメディアル教育をe-learning

実施している。
平成 年度からの学部教育の再編に伴うカリキュラムの改編にあわせて、新入20

生の基礎学力の向上及び大学の授業へのスムーズな移行を目的として、高校での
履修状況を勘案し、生物学、化学、数学、物理学及び英語について、高校レベル
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の教育内容を教授する補習的内容の科目を開講することとした。

【 】 【 】123 123-1
専門職業人意識の向上を図る観点か 実践教育の充実を図るため、インタ 年度計画【 】の「計画の進捗状況」参照104

ら、インターンシップの充実等により ーンシップ受入企業等を開拓し、就業
実社会との接点を持つ教育の機会の増 体験実習の拡充を図る。
加など実践的な教育の強化を図る。

【 】123-2
専門職業人意識の向上を図るため、 インターンシップ報告会を開催した。

基盤教育の授業の一部にインターンシ
ップ経験者の体験発表を導入する。

【 】 【 】124 124-1
留学生・社会人を含む学生の安定的 ホームページやガイダンス等により 入学料及び授業料免除制度を早期に周知するとともに、申請書の提出時に聞き

な大学生活の支援を図る観点から、適 入学料免除及び授業料免除制度の周知 取り調査を行うなど、厳正な審査を行った。
切な学費低減措置の設定及び周知、外 に努めるとともに、公平・公正な審査
部奨学金制度に係る情報提供、チュー に努める。
ター制度の活用などに積極的に取り組
むとともに、大学独自の奨学金制度の 【 】124-2
創設に取り組む。 独立行政法人日本学生支援機構等の 掲示及びインターネットで各奨学金制度の周知に努め、活用を推奨した。

奨学金制度の周知に努め、活用を推奨
する。

【 】124-3
留学生一人一人にチューター学生を 留学生、特に新入生一人一人にチューター学生を配置し、学習・研究指導、日

配置し、きめ細かな支援を行う。 本語指導、学内での諸手続の支援、生活情報の提供等のきめ細かな支援を行うこ
とにより、留学生の学習・研究成果の向上を図ることが出来た。また、チュータ
ーの業務が適切に行われているか確認するため、毎月、業務報告書の提出を義務
づけている。

【 】124-4
私費留学生を対象とした奨学金制度 協力大学として参加している国連大学私費留学生育英奨学金貸与事業により、

の充実について検討する。 新たに私費留学生１名に奨学金の貸与を行った。民間企業からの寄附による育英
奨学費により、４名の私費留学生へ給付した。また、民間企業からの特定原虫研
究者育英奨学金を私費留学生１名に給付し、奨学金制度の充実を図った。
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Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上の状況
(2) 研究に関する目標
① 研究水準及び研究の成果等に関する目標

○ 目指すべき研究の水準に関する基本方針
・ 社会のニーズの変化や研究の先端化に対応して、能動的、全学的な協力体制を基盤として、獣医・農畜産学分野の世界的水準の研究を推進することを基本中
方針とする。

○ 研究成果の社会への還元等に関する基本方針期
・ 「食の安全と安心」確保に関する実践研究を組織的かつ重点的に推進し、その研究成果を社会に還元することを基本方針とする。
・ 地域社会における農畜産業をはじめとする産業振興の知的拠点（クラスターコア）としての役割を果たすべく、知の集積・発信を積極的に実施することを目
基本方針とする。

・ 積極的に研究成果を世界に発信し、国際的な高い評価を受ける優れた研究の蓄積を図ることを基本方針とする。標
・ 獣医・農畜産系専門大学としての個性、特性を活かし、実践研究等に基づき得られた知的財産に関する情報を的確に収集し、有効活用を積極的に推進する
ことを基本方針とする。

中 期 計 画 年 度 計 画 計画の進捗状況

○ 目指すべき研究の方向性 ○ 目指すべき研究の方向性
① 「 世紀 プログラム」におい ① 「 世紀 プログラム」におい21 COE 21 COE
て目指すべき研究の方向性 て目指すべき研究の方向性

【 】 【 】125 125
「 世紀 プログラム」に採択 世紀 プログラムで実施した 平成 年度から 年度までに 世紀 プログラムで実施した原虫病に関す21 COE 21 COE 14 18 21 COE

、 。 、 、された「動物性蛋白質資源の生産向上 研究課題は引き続き推進する。 る研究課題は 引き続き原虫病研究センターを中心に実施した また 本年度は
と食の安全確保－特に原虫病研究を中 同プログラムでの研究を発展させ 、平成 年度のグローバル プログラムの、 20 COE
心として－」を基盤に、全学的な協力 採択を目指し、大学院畜産学研究科畜産衛生学専攻を中心とする「アニマル・グ
体制をより強化し、世界的水準の中核 ローバル・ヘルス」の確立を目指すプログラムを策定し、申請中である。
的研究拠点形成を目指す。

【 】 （ 世紀 プログラムの採択期間が 平成 年 月に 世紀 プログラムの成果報告書を作成し、成果報告シンポ126 21 COE 18 19 4 21 COE
研究拠点形成に向けた実施計画とし 年度に満了したため年度計画なし） ジウムを行った。

て 「動物性蛋白質資源の生産向上 、、 」
「動物性食品の安全確保 「フードシ」、
ステムの構築」の３点を定期的に自己
評価を実施しながら推進する。

【 】 【 】127 127
日本における家畜の法定（届出）伝 日本における家畜の法定（届出）伝 世紀 プログラムにより推進した原虫病に関する研究成果が認められ、21 COE

染病診断及び食品の安全性検査や衛生 染病診断及び食品の安全性検査や衛生 平成 年５月に原虫病研究センターが、国際獣疫事務局（ ）よりウマピロプ19 OIE
管理システムの検証に関する中立的研 管理システムの検証に関する中立的な ラズマ病及びウシバベシア病については世界で唯一、スーラ病については、世界
究機関としての信頼性を醸成するた 研究機関として 国内外の関連委員会 で２番目、アジアでは最初のリファレンス・ラボラトリーとして認定された。、 、
め、食の安全監視分野における実績を 機関との協力・連携して、原虫病監視 また、原虫病の世界的研究拠点を形成する一環として 「動物原虫病の監視と、
生かし、更なる充実に取り組む。 体制の充実及び食品の安全性検査の開 制圧」に関する同事務局のコラボレーティング・センターの申請を行い、生物学

発に取り組む。 的規準委員会で承認された。平成 年５月の 総会で正式に承認される予定で20 OIE
ある。

② 畜産学部において目指すべき研究の ② 畜産学部において目指すべき研究の
方向性 方向性
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【 】 【 】128 128
世紀に必要な生物資源の安全確保 世紀に必要な生物資源の安全確保 学長裁量経費である教育研究改革・改善プロジェクトにおいて 本年度は 黒21 21 、 、「

と環境保全に根ざした持続的な生産体 と環境保全に根ざした持続的な生産体 毛和牛種クローン牛を利用した脂肪交雑の形態的特徴ならびに脂肪酸組成の詳細
系を構築するための動物・植物生産、 系を構築するための動物・植物生産、 解析」を新規に採択するとともに 「穂発芽耐性白粒小麦の開発とブランド化に、
食料加工、流通に関する基礎的・技術 食料加工、流通に関する基礎的・技術 向けての加工適性の評価」を継続課題として採択し、動・植物生産等の研究を推
的・政策的研究を行う。 的・政策的研究を行う。 進した。

【 】 【 】129 129
寒冷地の大規模畑作・畜産を中心と 寒冷地の大規模畑作・畜産を中心と 教育研究改革・改善プロジェクトにおいて 「高品質安定生産を目指したアズ、

する土地利用と、それを取り巻く自然 する土地利用と、それを取り巻く自然 キの草型制御遺伝子の同定と制御技術の開発」を新規に採択すると共に 「化学、
・市場・人間社会環境との相互作用機 ・市場・人間社会環境との相互作用機 性薬剤等に代わる天然物由来物質による感染症の治療・予防に関する研究 「イ」、
構及び持続的発展方向に関する複合領 構及び持続的発展方向に関する複合領 ネ科植物の枝分かれの速度を司る遺伝子の網羅的マッピングと品種開発への可能

」 、 。域的研究を行う。 域的研究を行う。 性の検討 を継続課題として採択し 寒冷地における複合領域的研究を推進した

○ 大学として重点的に取り組む領域 ○ 大学として重点的に取り組む領域
大学全体における組織的な研究に関し

て総括する 全学研究推進連携機構 仮「 」（
称）を学長の下に設置し、全学的な研究
推進体制を構築するとともに、以下の分
野を重点領域として取り組む。
【 】 【 】130 130

食の安全と安心 確保の観点から 「食の安全」確保の観点から、動物 内閣府食品安全委員会の食品健康影響評価技術研究に「 のリスク評価とサ「 」 、 BSE
動物由来感染症の予防・診断・治療方 由来感染症の予防・診断・治療方法の ーベイランスの効果的手法の研究：北海道の場合」を推進し、反芻獣由来肉骨粉
法の確立に結びつく基礎研究の充実の 確立に結びつく基礎研究の充実のた の給与禁止後の 伝播に関連する要因の危険度の推定による北海道におけるBSE
ため、獣医学及び畜産学両領域にわた め、獣医学及び畜産学領域にわたる教 発生リスクの総合的評価と、 発生リスクに資する効果的なサーベイランBSE BSE
る学際的な研究組織を構築し、感染症 育研究充実のため、 のみならず家 ス手法の開発に係る研究を行った。また、民間企業との共同研究で、 予防対BSE BSE
のみならず家畜衛生全般に及ぶ領域の 畜衛生全般に及ぶ領域の高度な研究に 策のためそのほとんどが焼却処理されている肉骨粉を、バイオマス燃料、良質な
高度な研究に取り組む。 取り組む。 リン酸肥料である骨灰として再利用するための研究を推進するなど、外部研究資

金の獲得により 研究を昨年に引き続き推進した。BSE

【 】 【 】131 131
「生物系資源の持続的活用」の観点 「生物系資源の持続的活用」の観点 教育研究改革・改善プロジェクトにおいて 「古紙およびセルロース主体植物、

」、から、地域社会の農畜産由来のバイオ から、地域社会の農畜産由来のバイオ 葉からのバイオエタノール生産法の開発とバイオエタノール抽出用植物の探索
マス資源における生産・収集・変換・ マス資源における生産・収集・変換・ 「高温発酵バイオガス消化液のアンモニアストリッピング加安分解を応用するセ
利用の確立に結びつく技術・施策に関 利用の確立に結びつく技術・施策に関 ルロース系バイオマスの高効率糖化処理とバイオエタノール生成に関する研究」
する基礎的・応用的な研究を推進す する基礎的・応用的な研究を推進す を新規課題として採択し、研究を推進した。
る。 る。

○ 研究成果の社会への還元に関する具 ○ 研究成果の社会への還元に関する具
体的方策 体的方策

【 】 【 】132 132
「健康動物による生産から消費まで」 「健康動物による生産から消費まで」 原虫病研究センターを中心に、 世紀 プログラムの研究成果を一般市民21 COE

の社会の安全監視に関連して 「原虫病 の社会の安全監視に関連して、原虫病研 に公表するために、平成 年４月の成果報告シンポジウム、６月の市民大学講座、 19
研究センター」を中心として人獣共通感 究センターを中心として人獣共通感染症 での講義（２回 、放送大学での特別講義等を実施した。また、８月に実施した）
染症に関する基盤・応用開発研究を推進 に関する基盤・応用開発研究を推進・公 オープンキャンパスにおいて、原虫病研究センターの施設を公開し、研究内容等
・公表する。 表する。 の紹介をするなど、人獣共通感染症に関する研究情報の社会への発信を積極的に

行った。

【 】 【 】133 133
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循環型社会の形成に向けた農山漁村の 循環型社会の形成に向け畜産フィール 畜産フィールド科学センターでは 「粗飼料の高度活用型飼養管理による北海、
可能性創出に寄与するため 「畜産フィ ド科学センターは 「粗飼料の高度活用 道型高泌乳牛飼養管理システム」の構築に向け、簡易バンカーサイロの整備を進、 、
ールド科学センター」を設置し、地域農 型飼養管理による北海道型高泌乳牛飼養 めたほか 、精密圃場において濃厚飼料の自給に向けたトウモロコシ子実サイレ、
畜産研究機関と連携して農畜産由来のバ 管理システム 「バイオガスプラントお ージの実用化試験を実施した。」、
イオマス資源に関する基礎的・実践的研 よびバイオディーゼル燃料（ ）開発 また、バイオディーゼル燃料の実用化に向けた北海道立農業試験場との共同研BDF
究を推進・公表する。 を中心としたエネルギー循環 及び 未 究によるナタネの栽培試験、未利用バイオマス資源の有効活用に向けた放牧牛に」、 「

利用バイオマス資源の家畜飼料への活用 対するデンプン粕併給試験に取り組んだ。
による物質循環」を基軸とする農畜産業 エクステンション活動については、家畜の健康評価の診断技術の向上に向け、
における循環型システム構築の技術研究 全国の家畜診療施設に対する血液検査自動分析装置の精度管理事業を 道県から20
開発に取り組むとともに、全国の家畜診 施設の参加により実施したほか、文部科学省の平成 年度「社会人の学び直し33 19
療施設に対する血液検査機器の精度管理 ニーズ対応教育推進プログラム」の採択を受けて、臨床獣医師対象のリカレント

「 」 、 。サービス（コントロールサーベイ）と臨 教育 生産獣医療技術研修プログラム を 全国から 名の参加により実施した21
床獣医師を対象とする診療技術向上のた このほか、学外からの共同研究・受託検査（乳雌牛、乳雄牛、競走馬他）を積
めのリカレント教育（生産獣医療技術研 極的に受入れ、センターにおける各種分析装置の有効活用を図ると共に、各種学
修）などのエクステンション活動を通し 会及び講習・研修会等を通じて、生産獣医療分野における情報発信を積極的に展
て、情報発信にも積極的に取り組む。 開した。

【 】 【 】134 134-1
地域を中心とした循環型社会の形成に 地域共同研究センターを拠点として、 地域共同研究センターを拠点に平成 年度に引き続き、共同研究の質の充実と18

向けた農畜産業・食料関連産業の育成に 共同研究や受託研究など地域地場産業や 技術移転の可能性を追求し連携の充実強化に努めた。
寄与するため 地域共同研究センター 地域研究機関等と連携協力を拡充し、地 「スクラム十勝」を構成する地域の研究機関などと密に連携し 「都市エリア、「 」 、
を設置し、共同研究や受託研究など地域 域を中心とした循環型社会の形成に向け 産学官連携促進事業」を強力に推進し地域農産物の機能性を解明し特産品創出に
地場産業や地域研究機関等と連携協力す た農畜産業・食品関連産業の育成に寄与 努め、特許出願件数が３件にのぼるなどの研究成果をあげた。
る拠点とする。 する施策の展開を図る。 環境保全型農畜産生産システムを確立するために廃水処理に関する研究を共同

で実施し、バイオマス利活用研究を地域の研究機関と共に推進し、循環型地域農
畜産業の創生と地域連携強化に努めた。

【 】134-2
地域共同研究センターを中心に大学の 平成 年６月に札幌市で開催された「北洋銀行ものづくりテクノフェア」をは19

15 10研究シーズに係る講演会、説明会を引き じめ、全国各地で開催された講演会・展示会に積極的に参加（道内 回、道外
続き実施するとともに今まで確立した産 回、計 回）し、大学の研究シーズと地域の取り組みについて紹介した。25
学官連携ネットワークの強化を図る。 平成 年 月には、北見工業大学地域共同研究センターと連携した「医工連携19 10

フォーラム・市民講座－地域が興す健康社会－」を北見市で開催したほか、同月
に帯広市で開催された「異業種交流・産学官連携フォーラム北海道 帯広」におin
いて、地域共同研究センターが中心となって、各研究機関のシーズ集を作成し、
産学官・企業との連携ネットワークの更なる強化を図った。

、 「 」また 十勝圏産業クラスター研究推進会議が主催する ヒューマンネット十勝
を、平成 年 月に本学を会場に開催し、本学研究者と研究シーズ、学内施設の19 11
紹介を行った。

【 】134-3
国際セミナーの開催、国際学会への参 本年度も昨年度に引き続き、ユネスコのアジア・太平洋地域教育開発計画事業

加などを通じて研究成果を地域社会への （ ）による国際セミナーとして、平成 年８月に「帯広農村開発教育国際APEID 19
還元及び世界に発信する。 セミナー （日本ユネスコ国内委員会共催）を開催した。」

また、平成 年 月には、ニュージーランドにおいて 「第３回畜産に関わる19 11 、
温室効果ガスの制御と利用に関する国際会議（ 」を開催したほか、GGAA2007）
海外で開催された学会等 件に教員を派遣するなど、研究成果の世界への発信を26
積極的に行った。

【 】 【 】135 135-1
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「知的連携企画オフィス （仮称）を 知的財産の管理活用を効率的・効果的 平成 年度に改正された職務発明取扱規程により、より一層の知的財産の創出」 18
設置し 「地域共同研究センター」を核 に推進する観点から、知的連携企画オフ 及び知的創造サイクルを促進した。また、知的財産の活用等について大学の姿勢、
とした知的財産の創出等に係るプログラ ィスにおいて、地域共同研究センターを を内外に公表するため、知的財産ポリシーを策定し、平成 年 月に公表した。19 11
ムを策定するとともに、社会への還元等 核とした知的財産の創出等に係るプログ また、独立行政法人科学技術振興機構（ ）の研究成果展開総合データベーJST
を含む社会との連携の一元的な運用を図 ラムを策定するとともに、知的財産の管 ス（ ）に登録し、単独出願４件、共同出願５件の計９件の特許情報を掲J-STORE
る。 理活用、社会への還元等を含む社会との 載し、知的財産の活用に努めたほか、平成 年 月にバイオ専門の弁理士による19 11

連携を図る。 「ライフサイエンスセミナー」をスクラム十勝構成機関への参加を呼びかけ、開
催した。
このほか、産学官連携戦略展開事業（戦略展開プログラム）に岩手大学大学院

農学研究科を中心とする農学・ライフサイエンス分野の技術移転を目的とした岩
手大学を代表機関とする大学間連携に、本学はその応募機関として申請した。

【 】 地域共同研究センターが主体となって、北洋銀行ものづくりテクノフェアを初135-2
15 10 25知的財産に係る研究成果の公表を推進 めとして、全国各地で開催される講演会・展示会等（道内 回、道外 回、計

する。 回）に積極的に参加し、研究成果の公表に努めた。

○ 研究の水準・成果の検証に関する具 ○ 研究の水準・成果の検証に関する具
体的方策 体的方策

【 】 【 】136 136
更なる研究の水準の向上並びに研究成 更なる研究の水準の向上並びに研究成 戦略マネジメント室では、組織的な競争的資金へのアプライに向け、方策を検

果の効果的な活用を図る観点から 「全 果の効果的な活用を図る観点から、全学 討中である。、
学研究推進連携機構 仮称 において 研究推進連携機構内に設置された戦略マ また、平成 年 月に「第３回スクラム十勝シンポジウム」と本年度採択され」（ ） 、 19 11
大学全体の研究水準及び研究成果に関し ネジメント室及び知的連携企画オフィス た科学技術振興調整費「地域再生人材創出拠点の形成 十勝アグリバイオ産業創
て継続的に検証する。 において、大学全体の研究水準及び研究 出のための人材育成」の第１回シンポジウムを共催で開催し、積極的に一般市民

成果に関して継続的に検証する。 に対して研究成果を公表した。
知的財産の活用等について大学の姿勢を内外に公表するため、知的財産ポリシ

ーを策定し、公表したほか、 に登録し、単独出願４件、共同出願５件計J-STORE
９件の特許情報を掲載し、知的財産の活用について努めた。
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Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上の状況
(2) 研究に関する目標
② 研究実施体制等の整備に関する目標

○ 研究者等の配置に関する基本方針
・ 大学の研究戦略に基づき、社会のニーズの変化や研究の先端化に対して能動的で責任ある対応のできる柔軟な研究者等の配置を基本方針とする。

○ 研究環境の整備に関する基本方針中
・ 研究資金の配分及び研究設備等の整備については、適切な評価に基づいて、大学の研究戦略が反映しうるシステム構築を目指すことを基本方針とする。期

○ 研究の質の向上システム等に関する基本方針目
、 、 、 。標 ・ 研究の質の向上のため プロジェクト研究の推進 学学連携の推進など多様な展開を図るとともに 多元的業績評価を活用していくことを基本方針とする

中 期 計 画 年 度 計 画 計画の進捗状況

○ 適切な研究者等の配置に関する具体 ○ 適切な研究者等の配置に関する具体
的方策 的方策

【 】 【 】137 137
、 、本学の独自性を最大限に発揮できる研 財政運営計画を踏まえ、戦略的に補充 教員の採用については 空きポストの欠員補充という従来型の人事から脱却し

究を推進するため、また、重点的に研究 が必要な部署について配置を行う。 本学の独自性が発揮できるよう、平成 年度に策定した財政運営計画を踏まえ、18
の推進を図る大動物畜産衛生に係る研究 戦略的に補充が必要な研究分野について、学長のリーダーシップのもと、戦略会

19を効果的に推進するため、任期制の導入 議において採用に関する基本方針を個別に策定し 教員人事を進めている 平成、 。
を含め柔軟かつ重点的な人材の充当を行 年度は、８件の人事に関する基本方針を策定した。
う観点から、教職員の配置の運用に関し また、平成 年４月以降の全ての助教採用者に任期制の適用範囲を拡大し、本19
ては、学長が定める基本方針に基づき、 年度は２名の任期付き教員を採用し、４名の採用を内定した。
役員会が配置運用計画を策定し、学長が このほか、平成 年度に大学改革による教員所属組織としての「研究域」設置20
決定する。 にあわせ、研究活動の活性化を踏まえた教員の配置について検討を行った。

【 】 【 】138 138
大学全体の研究水準の向上等に資する 大学全体の研究水準の向上等に資する 大学全体の研究水準の向上等に資するため、リサーチ・アシスタント 名、産38

観点から、リサーチ・アシスタント等の 観点から、リサーチ・アシスタント等の 学官連携研究員 名を積極的に採用し、更なる研究支援体制の強化を図った。11
研究補助員による研究支援体制を一層強 研究補助員による研究支援体制強化を継 また、競争的資金等外部資金の研究遂行上必要な場合には、積算時に研究員及
化する。 続する。 び研究補助員等予算（人件費）を積極的に積算し、数多くの研究員及び研究補助

員等を採用し、引き続き研究支援体制の強化を図った。

○ 研究資金の配分システムに関する具 ○ 研究資金の配分システムに関する具
体的方策 体的方策

【 】 【 】139 139
「全学研究推進連携機構 （仮称）に 教員の研究業績評価等に基づく、研究 平成 年度に採択した教育研究改革・改善プロジェクトの報告会を、平成 年」 18 19

おいて、教員の研究業績評価等に基く研 資金配分システムとなるプロジェクト型 ７月に開催した。報告会は、プロジェクト代表者が役員等に対し研究成果等を報
究資金配分システムの構築に関して、研 資金配分について その効果等を検討し 告し、その後質疑応答を行うヒアリング形式で実施した。また、報告を受けた全、 、
究費と研究業績に関する効果性等に係る 必要に応じ見直しを図る。 プロジェクトの中から、特に優れたものを選出し、全学の教職員及び学生を対象
調査研究を行い、その研究成果を基に、 とした拡大版報告会を実施した。
役員会において業績評価と傾斜配分が適 これまで実施してきた研究成果報告を基に、研究業績の評価方針、インセンテ
切に比例するシステムの構築を目指す。 ィブを付与する方策等について検討を行った。
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○ 研究に必要な設備等の活用・整備に ○ 研究に必要な設備等の活用・整備に
関する具体的方策 関する具体的方策

【 】 【 】140 140
研究設備の有効利用を図るために 全 全学研究推進連携機構において研究設 研究設備に関する既存設備の有効利用を推進するため、ワーキンググループを、「

学研究推進連携機構 （仮称）に研究設 備に関する既存設備の有効利用を推進す 設け、現有の研究機器等の稼働状況等を調査のうえ 「帯広畜産大学における設」 、
備に係る企画立案機能を持たせ、一層の るために整備計画を検討・策定する。 備整備に関するマスタープラン」を策定した。
有効利用並びに計画的な整備を推進す 同マスタープランに基づき、学内の研究機器の有効利用方策、共同利用化等に
る。 向けての検討を行った。

○ 知的財産の創出、取得、管理及び活 ○ 知的財産の創出、取得、管理及び活
用に関する具体的方策 用に関する具体的方策

【 】 【 】141 141-1
知的財産の管理活用を効率的・効果的 知的財産の管理活用を効率的・効果的 本年４月から知的連携企画オフィスの構成員に２名の若手教員を増員し、知的

に推進する観点から 「知的連携企画オ に推進する観点から、知的連携企画オフ 財産の管理部門の強化と人材育成を図った。、
フィス （仮称）において、知的財産の ィスにおいて、知的財産の管理活用を図 また、昨年度の職務発明取扱規程の改正に引き続き、知的財産関連規程の改正」
管理活用の一元的な運用を図る。 る。 について現在検討中である。

このほか、本年から に登録し、単独出願４件、共同出願５件計９件のJ-STORE
特許情報を掲載し、知的財産の活用に努めた。

【 】141-2
技術移転専門家の養成に努めるほか技 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（ ）の「産業技術フNEDO

術移転機関（ ）などの活用について ェローシップ事業」の採択により、産業技術養成技術者が中心となって、北洋銀TLO
検討する。 行ものづくりテクノフェアをはじめ 全国各地で開催される講演会・展示会等 道、 （

内４回、道外３回、計７回）に積極的に参加し、研究成果の公表及び技術移転先
の発掘に努めた。

【 】141-3
知的財産に関する知識取得のため開催 独立行政法人工業所有権情報・研修館から派遣されている大学知的財産アドバ

している講演会の充実を図るなど、知的 イザーによる定期的なミニセミナーの実施及び特許相談室を開設した。
財産の取得を督励する。 知財セミナーとしては平成 年９月に「研究ノートセミナー」を開催、 月に19 11

バイオ専門の弁理士による「ライフサイエンスセミナー」を開催、平成 年１月20
には「電子図書館による文献検索セミナー」を開催し、知的財産の創出・管理・
活用についての啓発活動を行っている。

○ 研究活動の評価及び評価結果を質の ○ 研究活動の評価及び評価結果を質の
向上につなげるための具体的方策 向上につなげるための具体的方策

【 】 【 】142 142-1
「研究活動に関する業績評価プロジェ 研究活動における質の向上を一層促進 全国農学系学部長会議において 「大学における農学系学術研究の評価指針に、

クトチーム （仮称）を置いて、常なる するため、業績評価システムの改善につ ついて」が検討され、農学系の定義、学術的価値の評価、社会的価値の評価等も」
業績評価システムの見直しに資するた いて更なる検討を行う。 含める方向性が示されたことから、本学の多元的業績評価項目の見直しを検討す
め、研究活動における質の向上を一層促 ることとした。
進する業績評価システムに関する調査検
討を行い、質の高いシステムの構築を目 【 】142-2
指す。 プロジェクト研究の点検・評価を行 中期計画【 】の「計画の進捗状況」参照139

い、必要に応じ見直しを行う。

【 】 【 】143 143
研究者における研究発想の転換や時間 研究者に対するサバティカル制度の導 平成 年２月開催の戦略会議におけるサバティカル研修制度の導入についての19

の要する根源的追求を促進するため、多 入を目指して検討する。 審議結果を踏まえ、内容等を見直し、平成 年度までに検討を行うこととした。21
元的業績評価による長期有給休暇制度の
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導入を目指す。

○ 全国共同研究、学内共同研究等に関 ○ 全国共同研究、学内共同研究等に関
する具体的方策 する具体的方策

【 】 【 】144 144
「原虫病研究センター」による国内外 原虫病研究センターによる国内外の関 原虫病研究センターでは、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構動物

の関連研究機関との共同研究について一 連研究機関との共同研究について一層の 衛生研究所並びに東京大学との連携を更に進めるため、動物衛生研究所上席研究
層の充実を図り、全国の大学等の中核と 充実を図り、全国の大学等の中核となっ 員、東京大学大学院医学系研究科教授を客員教授に委嘱したほか、マヒドン大学
なって原虫病研究の推進を図る。 て原虫病研究の推進を図る。 理学部、カセサート大学獣医学部（タイ 、モンゴル農業大学獣医学研究所との）

共同研究の実施、オンデルステポルト獣医学研究所（南アフリカ）との共同研究
計画の申請等、国内外の関連研究機関との連携による共同研究の充実を進めた。

また、国際獣疫事務局（ ）のツエツエバエ非媒介性トリパノソーマ症に関OIE
する特別委員会に出席し、研究成果の発表を行った。これまでの、原虫病研究セ
ンターによる原虫病研究の成果が認められ、平成 年５月に同センターは、ウマ19
ピロプラズマ病、ウシバベシア病、スーラに関する のリファレンス・ラボラOIE
トリーとして認定されたほか、原虫病の世界的研究拠点を形成する一環として、
「動物原虫病の監視と制圧」に関する コラボレーティング・センターの申請OIE
を行い、生物学的規準委員会で承認された。平成 年５月の 総会で正式に承20 OIE
認される予定である。
このほか、国内外の大学、研究機関、国際機関と連携した原虫病の診断・治療

、 、・予防に関する総合的研究を推進する観点から 共同研究の公募を開始したほか
同センターのホームページを大幅に更新し、共同利用に関する情報提供の改善を
図った。

【 】 【 】145 145-1
「地域共同研究センター」を中心に他 地域共同研究センターを中心に他大学 地域共同研究センターでは、他大学及び他の研究機関と連携しつつ、地域の研

大学及び他の研究機関とも連携をとりつ 及び他の研究機関とも連携をとりつつ、 究機関を連携結集した組織であるスクラム十勝を中心として都市エリア産学官連
つ、実践的な研究活動の展開に資するた 実践的な研究活動の展開に資するため、 携事業を引き続き推進した。
め、大学の独創的基盤研究成果（研究シ 大学の独創的基盤研究成果 研究シーズ また、首都大学東京、宇都宮大学、神戸大学、大阪大学などと共同研究を行っ（ ）

19 12ーズ）と社会のニーズを基にしたプロジ と社会のニーズを基にしたプロジェクト ている 農畜産に由来する排水処理に関する研究 を引き続き推進し 平成 年「 」 、
ェクト研究を中心とした産学連携に係る 研究を中心とした産学連携に係る新たな 月に「農畜産業地域における水環境汚染と新しい対策技術」をテーマにシンポジ
学内共同研究を推進する。 学内研究課題を探索する。 ウムを開催した。

【 】145-2
他大学及び他の研究機関と連携した研 大阪大学微生物病研究所を核とした「新興・再興感染症研究拠点形成プログラ

究プロジェクトに関するセミナー等を積 ム」に研究グループの一員として参画すると共に、他大学との共同研究を推進し
極的に主導・参画することにより、地域 た。また、他大学等との連携による地域における実践的な研究活動等として、平
における実践的な研究活動の展開と広く 成 年に締結した、本学地域共同研究センターと北見工業大学地域共同研究セン17
学内研究者の参加促進を図る。 ターとの包括連携協定に基づき、平成 年 月に「医工連携フォーラム・市民講19 10

座―地域が興す健康社会－」を北見で開催したほか、北見工業大学が文部科学省
の科学技術振興調整費に採択された「新時代工学的農業クリエーター人材創出プ
ラン事業」に参画している。また、釧路工業高等専門学校地域共同テクノセンタ
ーと本学地域共同研究センターが連携して、経済産業省の平成 年度産学連携製19
造中核人材育成事業を推進した。
地域の研究機関との連携による研究活動等としては、都市エリア産学官連携促

進事業をスクラム十勝のプロジェクトに位置付け、本学研究者が中心メンバーと
して参画し 「馬鈴薯からの有用ペプチドの生産技術開発」など５課題の共同研、
究を推進したのをはじめ、本学が文部科学省の科学技術新興調整費に採択された
「 」 。十勝アグリバイオ産業創設のための人材育成 事業を７月からスタートさせた
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【 】145-3
地域農畜産研究機関との連携体制を強 月に「第３回スクラム十勝シンポジウム」と本年採択された科学技術振興調11

化し、共同研究の充実を図る。 整費「地域再生人材創出拠点の形成 十勝アグリバイオ産業創出のための人材育
成」の第１回シンポジウムを共催で開催し、積極的に一般市民に対して研究成果
を公表した。
スクラム十勝において、 月に共同研究等を継続的に推進するため、戦略計画11

チーム会議の下にプロジェクト を立ち上げ継続的実施・連絡体制の準備を進WG
めている。

○ 学部・研究科・附置研究所等の研究 ○ 学部・研究科・附置研究所等の研究
実施体制等に関する特記事項 実施体制等に関する特記事項

【 】 【 】146 146
家畜衛生の向上と食の安全性の確保に 家畜衛生の向上と食の安全性の確保に 大動物特殊疾病の診断・治療・予防法の開発に関する基礎及び応用研究として

貢献することを目的に 「大動物特殊疾 貢献することを目的に、大動物特殊疾病 は、リステリアなどの食品媒介感染症原因菌の発症機構や食品中での生態を解明、
、 。病研究センター」を設置し、大動物畜産 研究センターにおいて、大動物畜産衛生 するために 宿主応答や病原体のストレス応答を中心の研究戦略を展開している

衛生に係る高度専門職業人・研究者の育 に係る高度専門職業人・研究者の育成に また、輸入食品の安全性確保及び海外渡航者の健康被害の防止を図るための基礎
成にも資する大動物特殊疾病の診断・治 も資する大動物特殊疾病の診断・治療・ 資料として、東南アジアにおいて食中毒原因菌の疫学調査の実施、健全な社会構
療・予防法の開発に関する基礎及び応用 予防法の開発に関する基礎及び応用研究 築を目指し、生物兵器にかかわる危険病原体の検出・予防法の開発、鳥インフル
研究を展開するとともに、社会から期待 を展開するとともに、牛海綿状脳症 エンザの新しいタイプの不活化ワクチンの開発や、新たな抗体・抗原検出法の開
される牛海綿状脳症（ ）対策プロジ （ ）対策などの研究課題にも積極的 発を進めている。同時に、鳥インフルエンザの不活化する新規物質の探索等を行BSE BSE
ェクト等緊急な研究課題にも適切かつ迅 に取り組む。同時に、巡回臨床を通じた った。
速に取り組む。 研究課題にも地域の協力を得て積極的に また、牛海綿状脳症（ ）対策などの研究課題について、獣医臨床教育へのBSE

展開し 基礎と応用研究の融合を目指す 貢献を念頭に、学外からの原因不明牛の臨床診断の依頼を含め、学内での教育研、 。
究に供する牛に係る の事前検査を継続して実施したほか、巡回臨床を通じたBSE
研究課題について、家畜衛生の向上を目指し、子牛の管理技術の確立、牛、馬の
周産期疾病の予防や繁殖成績向上のための飼養管理技術の構築の検討を、各種プ
ロファイルテストなどの導入により、地域の協力を得て、新たな視点で積極的に
展開している。
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Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上の状況
(3) その他の目標
① 社会との連携、国際交流等に関する目標

○ 地域社会との連携・協力に関する基本方針
・ 地域社会との連携・協力を更に深めるため、総合的な連携体制（アライアンス）の構築など積極的に地域とのネットワークの強化を図ることを基本方針と中
する。

○ 産業界との連携・協力に関する基本方針期
・ 産業界等との連携・協力を更に深めるため、獣医・農畜産系大学としての個性・特性を活かした総合的な連携体制（アライアンス）の構築など、教育研究
に限らず産業界等のニーズに的確に対応しうる柔軟な連携・協力の推進を図ることを基本方針とする。目

○ 国際交流・協力等に関する基本方針
・ 海外の大学との学術交流の充実・促進を図るとともに、地球規模の環境保全、人口問題の観点から開発途上国への研究・技術協力の推進を図ることを基本標
方針とする。

中 期 計 画 年 度 計 画 計画の進捗状況

○ 地域社会等との連携・協力、社会サ ○ 地域社会等との連携・協力、社会サ
ービス等に係る具体的方策 ービス等に係る具体的方策

【 】 【 】147 147
「地域共同研究センター」における地 地域共同研究センターにおける地域の 技術相談では、テーマの収斂に向けて産学官連携コーディネーターを中心に広

域の農畜産業に対するコンサルティング 農畜産業に対するコンサルティング機能 く対応している。この結果延べ 件の技術相談があり、 件が共同研究契約締236 18
機能を強化して、地域産業に密着した問 を強化して、地域産業に密着した研究を 結に至った。
題解決に一層貢献する。 推進する。 また、本年度は、大学発ベンチャーとして「北海道バイオマスリサーチ株式会

社」が設立され、バイオマス関連の産業に密着した調査を推進している。

【 】 【 】148 148-1
自治体との連携強化及び大学開放の充 帯広市との連携協定に基づく連携事業 教育、学術、産業の分野で、地域の発展と人材の育成に寄与することを目的と

実を図ることによって、地域社会との連 の充実を図る。 した帯広市との包括的連携協定に基づき、公開講座、教育支援事業等の充実を図
携を一層促進するとともに、地域の自治 り、まちづくり・人材育成の支援を推進した。
体等との間で幅広く包括する継続的かつ 公開講座等の生涯学習については、市民一般を対象とした公開講座９講座 回11
総合的な連携体制の構築に取り組む。 のほか、帯広市との連携による市民大学講座を 講座 回開講したほか、帯広市10 24

生涯学習フェスティバルへの協賛するなど、市民の生涯学習への支援を積極的に
行った。
また、教育支援、人材育成については、市内の小・中学校を対象とした出前授
、 、 （ ）業 体験入学等を継続して実施したほか 独立行政法人科学技術振興機構 JST

の地域科学技術理解増進活動推進事業の採択を受け 「大山緑地における自然観、
察教室」等の公開講座を開催した。また、地域再生のための人材育成事業として
文部科学省の科学技術新興調整費に採択された「十勝アグリバイオ産業創設のた
めの人材育成」事業を７月からスタートさせた。

【 】148-2
地域社会との連携を図り、まちづくり 今年度新たに、大学の専門性を生かした公開講座専門講座を３講座 回実施し25

や人材育成のための教育活動を充実す た。特に、専門講座の一つ「生産獣医療技術研修」は、文部科学省の「社会人の
る。 学び直しニーズ対応教育推進事業」として実施した。

また、共通総合科目の開講科目を市民に開放したほか、市民による生涯学習友
の会「牛歩の会」の活動を支援し、活動報告書を発行した。
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【 】148-3
、 、帯広農業高等学校との協定に基づく連 本年度は 件の連携事業を実施したほか 協定に基づく協議を定期的に開催し20

携事業を推進する。 事業計画及び検証を行い、高校の教育研究へのきめ細かな指導助言及び連携事業
の充実を図った。これらの取組により、同校からの入学者の拡大、学生の教育実
習における指導の充実が図られた。
また、文部科学省の「目指せスペシャリスト研究開発事業」に帯広農業高等学

校が選定され、その運営委員会に参画し事業の支援を行った。

【 】148-4
地域の農畜産研究機関との連携体制を 平成 年 月に本学を会場として地域のネットワーク構築を目的とした「ヒュ19 11

」 、 「 」維持し、地域ネットワークの確立と、情 ーマンネット十勝 を開催したほか 同月に 第３回スクラム十勝シンポジウム
報の共有化を推進する。 を開催するとともに、本年採択された科学技術振興調整費「地域再生人材創出拠

点の形成 十勝アグリバイオ産業創出のための人材育成」の第１回シンポジウム
を共催として開催し、地域の農畜産研究機関との連携体制を維持し、地域ネット
ワークの確立と情報の共有化を推進した。

【 】148-5
30帯広市図書館と連携して、地域住民に 帯広市図書館と連携し 小学生を対象とした調べものの講習会を２回開催し、 、

対する情報検索の講習会や郷土資料等の 名の参加者があった。また、地域住民に対する情報検索の講習会を、 名の参加19
デジタル化を行う。 を得て開催したほか、附属図書館内に設置している帯広市図書館の市民文庫の利

用を図書館ホームページに掲載し、地域住民に広く利用を し、利用者サービPR
スの向上を図った。
また、帯広市図書館所蔵の古い絵葉書のデジタル化に協力し、資料の損傷防止

とオープン化に協力した。このことにより、市民が郷土資料等をより身近に閲覧
できるようになった。

【 】 【 】149 149
文部科学省が推進する「科学技術・理 文部科学省が推進する「科学技術・理 サイエンス・パートナーシップ・プロジェクト（ ）事業は、今年度から事SPP

科大好きプラン」の「サイエンス・パー 科大好きプラン」の一環として実施され 業内容が変更された中、高等学校との連携講座２件、理数系教員指導力向上研修
トナーシップ・プログラム 事業 る「サイエンス・パートナーシップ・プ ２件が採択され関係機関と連携を図り実施したほか、スーパー・サイエンス・ハ（ ） 」SPP
及び「スーパー・サイエンス・ハイスク ロジェクト（ 「スーパーサイエ イスクール（ ）事業による北海道帯広柏葉高等学校連携講座は、最終年となSPP SSH）」、
ール（ ）事業」などの高大連携を推 ンスハイスクール（ ）事業」などの る今年度、６回の出前授業、２回の体験入学、３日に亘る集中講座を実施し、研SSH SSH
進するとともに、大学開放事業等の充実 高大連携事業を、関係機関との連携で推 究の集大成に向け支援を行った。また、高大連携による「理科ふれあいフェステ
を図るため「地域貢献推進室」を設置し 進する。 ィバル」を、７高等学校 名余の参加で実施した。100
て、更なる充実に努める。 これらの高大連携事業を実施する中、帯広柏葉高等学校を始めとした連携校か

らの受験者・入学者が増加した。更に、地域の教育関係機関とのネットワークが
構築され、理数系教員指導力向上研修などの教員研修への支援が充実した。

○ 産学官連携の推進に関する具体的方 ○ 産学官連携の推進に関する具体的方
策 策

【 】 【 】150 150-1
産業界との間で幅広く包括する継続的 産業界との間で幅広く包括する継続的 各企業におけるニーズの把握を強力に推進するため、平成 年 月に異業種交19 10

かつ総合的な連携体制を構築するため、 かつ総合的な連携体制を構築するため、 流・産学官連携フォーラム北海道 帯広をテクノプラザ帯広と協力して開催し、in
「地域共同研究センター」において、大 地域共同研究センターにおいて、特に社 産業界・経済団体・研究機関等との交流を深めた。
学の研究シーズと社会のニーズをつなぐ 会のニーズを把握し、起業支援機能及び 帯広信用金庫との包括協定に基づき 「十勝アグリバイオ産業創出のための人、
機能、起業支援機能及びマネージメント マネージメント機能の更なる強化を図 材育成」事業への参加招請のため、シニアの派遣職員１名を受入れている。
機能の更なる強化を図る。 る。
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【 】150-2
大学の研究シーズ等を統合した教員一 平成 年 月のホームページ更新にあわせ 「教員一覧」のレイアウトを更新19 10 、

覧を更新するとともに、その他研究成果 し、教員の異動等に対応して随時更新を行い、充実を図った。また、地域共同研
等をホームページに掲載するなど広報の 究センターからデータの提供を受けてホームページに掲載している「シーズ集」
充実を図る。 についても大幅にリニューアルを行い、検索機能を充実するなど利用者の利便性

の向上を図った。
「 」 、 、シーズ集 については 地域共同研究センターで冊子としても発行したほか

関係機関に配布し、広報活動の充実を図った。

【 】150-3
19 1,612学術研究成果を収集・蓄積し、国内外 本学の教員、研究者の学術研究成果を収集し、平成 年度末の時点で、

に発信する学術情報リポジトリの充実を 件の研究業績の登録を行い、機関リポジトリの内容の充実を図ったほか、論文別
、 、 、図る。 のダウンロード件数の統計機能の装備 ハンドルシステムの追加等により 機能

利便性を向上を図った。

【 】150-4
地域共同研究センターを軸に大学の研 スクラム十勝戦略計画チーム会議において、地域参加型プロジェクト研究を継

究シーズと地域のニーズを基に、地域参 続的に検討するためのワーキンググループを平成 年 月に立ち上げ、継続的実19 11
加型プロジェクト研究の検討を推進す 施・連絡体制の整備を推進した。
る。

【 】150-5
多方面にわたる社会的実務経験者等に 共通総合科目の「人生論」等の講義に、帯広市長等の学外の実務経験者等を講

共通教育「共通総合科目」の授業担当を 師に招き、内容の充実を図った。
依頼し、授業内容の充実を図る。

○ 留学生交流その他諸外国の大学等と ○ 留学生交流その他諸外国の大学等と
の教育研究上の交流に関する具体的方 の教育研究上の交流に関する具体的方
策 策

【 】 【 】151 151-1
環太平洋・アジア地域からの留学生受 留学生の受入について、環太平洋・ア 独立行政法人日本学生支援機構との共催で、韓国・江原大学校から学生 名、10

入れと派遣留学生の拡大のため、経済的 ジア地域を中心に更なる充実を図る。 教員３名を招へいし、国際大学交流セミナーを８月に開催した。
支援策の工夫により留学生交流の更なる また、留学生の受入れと派遣留学生の拡大に向けた情報提供のため、留学生及
充実を図る。 び教員向けのホームページを開設した。

【 】151-2
私費による派遣留学生への経済的支援 今年度は、私費による派遣を希望する学生がいなかったものの、今後も引き続

方策を検討する。 き （財）帯広畜産大学後援会の助成による「学生交流協定による派遣留学生に、
対する育英奨学金（一時金 」を継続し、私費による派遣留学生に対しての経済）
支援を行う。

【 】151-3
留学生のための英語による講義・実習 本年度新設した畜産衛生学専攻博士後期課程において、開講した 科目すべて11

18 14を充実する。 で英語による講義を実施した また 同専攻博士前期課程においては 科目中。 、 、
科目で英語による講義を実施した。

【 】151-4
国際協力事業推進のための人材確保に 平成 年４月に独立行政法人国際協力機構（ ）及び国際連合ユネスコ国19 JICA

努める。 際教育計画研究所（ユネスコ ）との連携融合事業を推進するための全学的なIIEP
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組織として、学長直轄の「連携融合事業推進室」を設置し、 本部から国際JICA
連携に豊富な経験を有する人材を登用したほか、国際協力推進オフィスに、 名13
の教職員を配置し、国際協力に関する諸事業の実施にあたるなど、国際協力事業
推進のための人材確保、人材育成を進めた。

【 】 【 】152 152
農畜産物由来食品の「安全と安心」に 教育交流担当教員又は事務担当者が学 平成 年８月から９月にかけて、 との連携協力協定に基づく青年海外協19 JICA

係る高度専門職業人・研究者の養成に資 術交流協定校を訪問し、学術・教育交流 力隊短期派遣制度を利用した学生のボランティア派遣を実施し、第４次派遣とな
する観点から、関連する海外の大学等へ の充実・促進を図る。 る本年度は、学生６名を「フィリピン酪農開発強化プロジェクト」へ派遣した。

、 、 「 」の派遣留学等を拡充するため、経済的支 また 平成 年８月には 畜産国際協力ユニットの必修科目である 海外実習19
援の充実を図る。 をタイ国マヒドン大学を中心に実施し、 名の学生が履修した。13

本学では、これらの学生の海外派遣の円滑な実施、 のプロジェクトへのJICA
技術支援のほか、共同研究打ち合わせ、調査等も含め、 のプロジェクトのJICA
活動拠点であるフィリピン大学ロスバニオス校、マヒドン大学等、９ヵ国の学術
交流協定校に延べ 名の教職員を派遣した。63

また、本年度は、食の安全確保に関する人材育成と国際共同研究の推進に資す
るため、ハノーバー獣医科大学（ドイツ）との学術交流協定を締結したほか、大
動物特殊疾病研究センターがチェンマイ大学獣医公衆衛生センター（タイ 、ベ）
トナム農業農村開発省国立獣医学研究所とそれぞれ部局間交流協定を締結した。

○ 教育研究活動に関連した国際貢献に ○ 教育研究活動に関連した国際貢献に
関する具体的方策 関する具体的方策

【 】 【 】153 153
「原虫病研究センター」を中心に生命 原虫病研究センターを中心に生命科学 独立行政法人国際協力機構（ ）の集団研修コースである「食の安全確保JICA

COE 18科学分野の研究拠点（ ）として、 分野の研究拠点として、外国人研究者の のための人畜共通感染症対策コース」を、原虫病研究センターを中心に、平成
外国人研究者の招聘、外国の大学等との 招聘、外国の大学等との研究連携並びに 年 月から平成 年８月までと平成 年 月から平成 年８月までの２回開催11 19 19 11 20
研究連携並びにこれらの活動を通して開 これらの活動を通して開発途上国への知 し、開発途上国 ヵ国から研修員 名を受け入れた。12 20
発途上国への知的支援を積極的に行う。 識・技術移転の推進を図る。 このほか、同センターでは、独立行政法人日本学術振興会の事業である外国人

特別研究員をはじめ５名の外国人研究者を受入れ、共同研究を実施するなど、開
発途上国への知識・技術移転を推進した。

【 】 【 】154 154-1
ユネスコのアジア・太平洋地域教育開 独立行政法人国際協力機構（ ） との連携協力に関する協定に基づき、国際協力推進オフィスを中心としJICA JICA

発計画（ ）事業である帯広農村開 の事業である各種研修事業コースについ た全学協力体制のもと、 集団研修コースの「食の安全確保のための人畜共APEID JICA
18 11 19 10 19 11発教育国際セミナー及び独立行政法人国 て、国際協力推進オフィスにおいて、一 通感染症対策コース 平成 年 月～平成 年８月 研修員 名及び平成 年」（ 、

JICA 20 10 19際協力機構（ ）の事業である各種 層の全学協力体制を図る。 月～平成 年８月 研修員 名 及び 循環型家畜生産システムコース 平成、 ） 「 」（
研修の実施については 「国際開発協力 年８月～９月、研修員９名）を実施した。、
オフィス （仮称）を設置して、全学協 また、 帯広で実施している の研修コースに本学教員を講師として派遣」 JICA 11
力体制のもとで更なる充実を図る。 した。

このほか、 の要請を受けて、海外短期派遣専門家として、平成 年９月JICA 19
及び 月にマラウイへ１名の教員を派遣したほか、平成 年２月にエジプトとブ11 20
ータンへそれぞれ１名の教員を派遣した。

【 】154-2
ユネスコのアジア・太平洋地域教育計 平成 年８月に日本ユネスコ国内委員会との共催で「帯広農村開発教育国際セ19

画（ ）事業である帯広農村開発教 ミナー」を開催した。同セミナーでは、国際シンポジウム「地球にやさしい農畜APEID
育国際セミナーを開催、併せて、同セミ 産業をめざして」を開催し、農畜産業関係団体、一般市民及び本学教職員・学生
ナー第８期事業の実施に向けて、国際協 約 名の参加があった。180
力推進オフィスにおいて検討する また 同セミナーでは、ユネスコバンコク事務所より、持続可能な開発のための教育。 、
開催に際しては、地域・自治体等と連携 （ ）担当上級事務官を招へいし、基調講演を行った。ESD
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し、事業成果の普及に努める。 また、平成 年 月にタイ国で開催された「第 回 国際会議」に国際協19 12 11 APEID
、 、力推進オフィス員を派遣し 第７期事業の総括及び第８期事業継続の要請を行い

平成 年度から６年間の実施が決定した。20

【 】154-3
事業を更に促進するため、内外 事業のホームページを更新し、 年の国際シンポジウムの内容、報告APEID APEID 2007

への情報提供を行う。 書等を掲載し、 事業の促進のための国内外への情報提供を行った。APEID

【 】154-4
ユネスコ国際教育計画研究所（ ） 平成 年６月に大学院畜産学研究科畜産衛生学専攻博士後期課程の学生１名IIEP 19

と連携し、農村開発人材育成のための教 が、国際連合ユネスコ国際教育計画研究所（ユネスコ ）でインターンシップIIEP
育・研究を行う。 を実施した。

また、平成 年度から３年間にわたる、本学とユネスコ 及びノッティンガ20 IIEP
ム大学（英国）との３機関による共同セミナーの実施計画について検討した。

【 】154-5
独立行政法人国際協力機構（ ） 平成 年４月、 、ユネスコ との連携融合事業を推進するための全学的JICA 19 JICA IIEP

及びユネスコ国際教育計画研究所 な組織として、学長直轄の「連携融合事業推進室」を設置した。（ ）IIEP
と連携し、獣医農畜産分野における国際 学生に国際協力の機会を提供するため、平成 年８月 日から９月 日まで、19 14 21
協力人材育成のための連携融合事業を行 青年海外協力隊短期派遣制度に基づき「フィリピン酪農開発強化プロジェJICA
う。 クト」に学生６名を派遣した。また、畜産国際協力ユニットの教育課程の一環と

、 、 （ ）して 平成 年８月 日から９月１日の間 学生 名がタイ国 マヒドン大学等19 18 13
、 、において海外実習を行ったほか 国際機関におけるインターンシップ派遣として

環境衛生分野における国際協力のための連携プログラムを習得させるため、平成
年６月に大学院生１名をユネスコ に派遣した。19 IIEP
このほか、 、英国ノッティンガム大学と共同で、国際協力に関する学生主IIEP

体のジョイントセミナー開催に向けた協議を開始した。また、開発途上国におけ
る現地教育研究拠点を形成するため、モンゴル農業大学及びフィリピン大学ロス
バニオス校と本学学生の受入・サポート体制の整備、学生・教職員交流の充実方
策、本学への 研修員受入等について協議を行ったほか、平成 年 月に本JICA 19 10
学同窓会モンゴル支部及びフィリピン支部が設置された。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況に関する特記事項

特に、同専攻博士後期課程においては、必修授業科目として国内外へのイン○ 教育研究等の質の向上の状況
ターンシップ派遣、プレゼンテーション技術の向上（日本語・英語双方含む 、）
国際学会での発表等に取り組んでおり、平成 年７月には、学生１名が第 回１ 「平成 年度大学改革」における教育研究組織再編に向けた取組． 20 19 19

平成 年度から平成 年度までの「平成 年度大学改革」の検証結果の方針 国際複合糖質シンポジウムにおいてポスター賞を受賞するなどの成果を挙げて16 18 14
のもと、平成 年度より、学部を学科制から課程制に変更することとした。ま いる。また、平成 ～ 年度の取組について、平成 年１月に実施した国内外20 18 19 20
た、課程制の導入と併せ、専門教育コースであるユニット及び教育カリキュラ の専門家による国際外部評価会において、全体として、とても印象的でポジテ
ムの改編を行うこととし、大学教育センターにおいて、獣医畜産融合の教育カ ィブであるとの評価を受けた。
リキュラムを編成することを目指し、新たなユニットとカリキュラムの検討を

３ 「特色ある大学教育支援プログラム（特色 」による「全学農畜産実習」の行い 「 ユニット＋１サブユニット」から「６ユニット＋１サブユニット」に、 10 ． ）GP
実施ユニットを改編するとともに、全教員参加型の教育プログラムを編成した。

学部・大学院を通じた一元的な教員所属組織として設置する方針としていた 本学畜産学部では、新入生全員を「全学農畜産実習」に参加させることで、
研究域については、教員の専攻分野に応じて組織される「部門」によって構成 学生に農畜産の幅広い知識と体験を提供し、専門教育ユニットの自主的な選択
し、教員の研究活動は原則として部門を単位として行うこと、また教育組織と を支援するとともに、クラス単位での実習参加を通じて、学生の人間関係やコ

。研究組織の連携を考慮し、学部・大学院の教育を行う教員は全員「研究域」に ミュニケーションを確立することを目指した総合的な導入教育を実施している
所属して、学士、修士及び博士の各課程の教育にあたることとした。 平成 年度には、この取組が文部科学省の「特色ある大学教育支援プログラム18

また、教育カリキュラムの企画や大学教育の実行に責任を持つ組織として、 （特色 」に採択された。本年度は、前年度までの内容を見直し、ユニットGP）
平成 年度大学改革により設置された大学教育センターの組織・機能に関する 紹介の要素を抑え、家畜（豚）の飼育から食品加工までのプロセスを加えるこ14
自己点検・評価の結果、組織に関し、教育・学生支援部、大学院教育部、教育 と等により、本実習が本来の目的とした食料生産の現場から加工・流通までの
改善部の３部及び学生支援に係る各室等の審議事項の棲み分けの必要性、業務 過程を体系的に学習できるよう授業内容を改善した。
量の多寡、大学執行部との意思疎通等の課題が抽出された。これらの課題に対

４．独立行政法人国際協力機構（ ）との連携協力協定による学生の海外派遣応するため、大学教育センターの組織を大幅に改編することとした。 JICA
平成 年４月からの改編後の大学教育センターは、学部教育部、大学院教育 平成 年に、本学は我が国で初めて独立行政法人国際協力機構（ ）との20 17 JICA

。 、 、部の２部と大学教育センター長直轄の 等に係る業務を行う教育改善室、学生 間で協力協定を締結した この協定に沿って 平成 年８月から９月にかけてFD 19
支援業務を行う、課外活動支援室、学生相談室、就職支援室、留学生支援室の との連携協力協定に基づく青年海外協力隊短期派遣制度を利用した学生のJICA
５室で構成することとし、これら５室は、学部教育部と大学院教育部の両部と ボランティア派遣を実施し、第４次派遣となる本年度は、学生６名を「フィリ
連携して支援業務を行う体制に改組し、各室長は大学教育センター運営会議の ピン酪農開発強化プロジェクト」へ派遣した。また、畜産国際協力ユニットの
構成員として 各支援 相談 室の活動状況を連絡調整出来る体制に整備した 教育課程の一環として、学生 名がタイ国（マヒドン大学等）において海外実、 （ ） 。 13

習を行ったほか、国際機関におけるインターンシップ派遣として、環境衛生分
野における国際協力のための連携プログラムを習得させるため、平成 年６月２ 「 魅力ある大学院教育』イニシアティブ」による畜産衛生学専攻における人．『 19
に畜産衛生学専攻の大学院生１名を国際連合ユネスコ国際教育計画研究所（ユ材育成の推進

畜産学研究科畜産衛生学専攻において 「食の安全」に関わる豊富な知識と高 ネスコ ）に派遣した。、 IIEP
度な技術に裏付けされた人材の育成を主眼においた教育拠点機能の確立を目指

５．研究の質の向上のための学長裁量経費の活用し、博士前期課程における「獣医・畜産系の共通化したカリキュラムによる実
践教育の充実」と、博士後期課程における「食の安全確保に関わる国際的活動 学長裁量による学内公募型プロジェクト経費の配分に当たっては、公募時に
を視野に入れた研究活動」の教育研究体制を整備し、平成 年度は、博士前期 予め学長が「食の安全確保」に関するテーマを提示し、本学の基本理念を明示19
課程と博士後期課程の講座組織を整合性のあるものに整備するとともに、博士 することにより、全学を挙げての研究活動の活性化と質の向上を促している。
後期課程にのみ存在する分野の科目を博士前期課程にも開設するなどの再編を また、プロジェクトによっては、科学研究費補助金等の外部資金への申請を必
行い、教育内容・体制の充実を図り、平成 年度に採択された「 魅力ある大学 須とするなど、個々の教員が積極的に研究資金を獲得するよう促すとともに、18 『
院教育』イニシアティブ」の財政的支援をうけ教育活動を実施している。 得られた外部資金による間接経費の一部を当該戦略的経費の財源の一部とする

など、大学の発展に繋がるシステムを構築した。なお、本年度は、平成 年度18
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９ 「十勝アグリバイオ産業創出のための人材育成」事業の実施に採択したプロジェクトの報告会を、平成 年７月に開催した。また、全プロ19 ．
、ジェクトの中から、特に優れたものを選出し、全学の教職員及び学生を対象と 文部科学省の科学技術振興調整費＜地域再生人材創出拠点形成＞に採択され

した拡大版報告会を実施した。 平成 年度から「十勝アグリバイオ産業創出のための人材育成」を開始した。19
本事業は、従来からの原材料供給に加えて、環境に配慮した付加価値の高い

製品等への転換を推進することが急務である帯広・十勝の地域特性を活かし、６．原虫病研究センターにおける全国共同利用の推進と リファレンス・ラボOIE
第一次産業地帯にある大学として、食品の安全、健康を考慮した食品加工品のラトリー認定

全国共同利用の研究施設である原虫病研究センターでは、動物衛生研究所な 創出等に向けた人材を育成する事業であり、十勝管内の農畜産物、あるいは加
らびに東京大学との連携を更に進めるため、動物衛生研究所上席研究員、東京 工品などの高品質で特徴のある商品を生産する職場におけるリーダーとなる人
大学大学院医学系研究科教授を客員教授に委嘱したほか マヒドン大学理学部 材の育成を目的とした「プレイヤー研修 （１年間 、十勝地方の特徴を生かし、 、 」 ）
カセサート大学獣医学部（タイ 、モンゴル農業大学獣医学研究所との共同研究 たアグリバイオ産業創出に向けた新規事業を企画・推進できる人材の育成を目）
の実施、オンデルステポルト獣医学研究所（南アフリカ）との共同研究計画の 的とした「コーディネーター研修 （２年間）を実施する。」
申請等、国内外の関連研究機関との連携による共同研究の充実を進めた。 なお、本事業は、本学が包括的連携協定を締結している帯広市が策定した地

また、国際獣疫事務局（ ）のツエツエバエ非媒介性トリパノソーマ症に 域再生計画と連携して実施している。OIE
関する特別委員会に出席し、研究成果の発表を行った。これまでの、原虫病研

「社会人の学び直しニーズ対応教育推進プログラム」の採択究センターによる原虫病研究の成果が認められ 平成 年５月に同センターは、 、19 10．
「 」ウマピロプラズマ病、ウシバベシア病、スーラに関する のリファレンス・ 文部科学省の平成 年度 社会人の学び直しニーズ対応教育推進プログラムOIE 19

ラボラトリーとして認定されたほか、原虫病の世界的研究拠点を形成する一環 の採択を受けて、臨床獣医師対象のリカレント教育「生産獣医療技術研修プロ
として 「動物原虫病の監視と制圧」に関する同事務局の コラボレーティン グラム」を、全国から 名の参加により実施した。、 OIE 21

、 「 」グ・センターの申請を行い、生物学的規準委員会で承認された。平成 年５月 本事業は 産業動物を専門とする中堅獣医師を対象に 生産獣医療技術研修20
の 総会で正式に承認される予定である。 を実施することで、現場で重要な群管理衛生及び生産獣医療の最新の知識と技OIE

。「 」術を身につけた獣医師を育成することを目的としている 生産獣医療技術研修
は、乳牛の栄養と飼料設計、代謝プロファイルテスト、牛舎施設と牛の健康評７． 世紀 プログラムによる研究成果等の積極的な情報発信21 COE

原虫病研究センターを中核とし 平成 年度から平成 年度まで実施された 価、飼料の品質と牛の健康、最新の臨床繁殖技術などを総合的に研修するとと、 14 18 21
世紀 プログラム「動物性蛋白質資源の生産向上と食の安全確保－特に原虫 もに、総合実習と事例検討で知識・技術の習得を目指すもので、体系的リカレCOE
病研究を中心として－」の成果報告シンポジウムを、平成 年 月に開催した。 ント教育として、本学の人材と畜産フィールド科学センターの学習環境、実習19 4
また、６月の市民大学講座での講義のほか、放送大学での特別講義等など、 環境を活用した社会貢献の一環として実施した。21
世紀 プログラムによる研究成果の社会への積極的な発信に努めた。COE

．スクラム十勝の活動を通じた地域研究機関との連携の推進11
本学は、北海道十勝圏にある試験研究機関（独立行政法人農業・食品産業技８．知的財産の創出、管理及び活用の推進と「知的財産ポリシー」の策定

平成 年度に改正した職務発明取扱規程により、より一層の知的財産の創出 術総合研究機構北海道農業研究センター芽室研究拠点、北海道立畜産試験場、18
及び知的創造サイクルを促進した。また、知的財産の活用等について大学の姿 北海道立十勝農業試験場、北海道立十勝圏地域食品加工技術センター）と連携
勢を内外に公表するため、知的財産ポリシーを策定し公表した。 協力推進を目的に「スクラム十勝」を結成している。平成 年度は 「スクラム19 、

知的財産の創出促進のため、 月にバイオ専門の弁理士による「ライフサイ 十勝」を構成する地域の研究機関などと密に連携し 「都市エリア産学官連携促11 、
エンスセミナー」を開催したほか、知的財産統括アドバイザーによる「研究ノ 進事業」を強力に推進し地域農産物の機能性を解明し特産品創出に努め、特許
ートセミナー」及び北海道知的所有権センターからの講師派遣による「電子図 出願件数３件、論文件数１件の研究成果をあげたほか、平成 年 月に「第３19 11
書館による文献検索セミナー」の計３回の知的財産セミナーを開催した。 回スクラム十勝シンポジウム」と本年度採択された科学技術振興調整費「地域

また、独立行政法人科学技術振興機構（ ）の － （研究成果総合デ 再生人材創出拠点の形成 十勝アグリバイオ産業創出のための人材育成」の第JST J STORE
ータベース）に登録し、単独出願４件、共同研究の成果による発明５件の計９ １回シンポジウムを共催で開催し、積極的に一般市民に対して研究成果を公表
件の特許情報を掲載し 研究成果の社会還元に向け知的財産の活用を推進した した。、 。

このほか、産学官連携戦略展開事業（戦略展開プログラム）に岩手大学大学
院農学研究科を中心とする農学・ライフサイエンス分野の技術移転を目的とし
た岩手大学を代表機関とるする大学間連携に、本学はその応募機関として申請
した。
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○ 附置研究所・研究施設の「全国共同利用」について12．地域貢献事業の推進
本学では、教育、学術、産業の分野で、地域の発展と人材の育成に寄与する

１．全国共同利用の推進に向けた取組ことを目的とした帯広市との包括的連携協定に基づき、公開講座、教育支援事
業等の充実を図り、まちづくり・人材育成の支援を推進するなど、地域貢献事 原虫病研究センターは、個々の研究者が原虫病の予防、診断に関する研究テ
業を積極的に推進した。 ーマを提示し共同研究を行う「共同研究型」の全国共同利用研究施設として、

公開講座等の生涯学習については、市民一般を対象とした公開講座、帯広市 共同研究員の受入れ、国際共同研究、共同研究プロジェクトの実施等、国内外
との連携による市民大学講座の開講など、市民の生涯学習への支援を積極的に の大学、研究所等との共同研究を積極的に行っている。本年度は、全国共同利
行った。 用の更なる推進のため、動物衛生研究所並びに東京大学との連携を更に進める

また、教育支援、人材育成については、市内の小・中学校を対象とした出前 ため、動物衛生研究所上席研究員、東京大学大学院医学系研究科教授を客員教
授業、体験入学等を継続して実施した。また、地域再生のための人材育成事業 授に委嘱したほか、マヒドン大学理学部、カセサート大学獣医学部（タイ 、モ）
として文部科学省の科学技術新興調整費に採択された「十勝アグリバイオ産業 ンゴル農業大学獣医学研究所との共同研究の実施、オンデルステポルト獣医学
創設のための人材育成」事業を７月からスタートさせたほか、文部科学省の平 研究所（南アフリカ）との共同研究計画の申請等、国内外の関連研究機関との
成 年度「社会人の学び直しニーズ対応教育推進プログラム」に採択された臨 連携による共同研究の充実を進めた。これに加え、本年度からは、国内外の大19
床獣医師対象のリカレント教育 生産獣医療技術研修プログラム を実施した 学、研究機関、国際機関と連携した原虫病の診断・治療・予防に関する総合的「 」 。

高大連携は、スーパー・サイエンス・ハイスクール（ ）事業による北海 研究を推進する観点から、外部研究機関からの公募による共同研究を開始し、SSH
道帯広柏葉高等学校連携講座、協力協定に基づく北海道帯広農業高等学校との ３機関と共同研究を実施している。
連携事業、サイエンス・パートナーシップ・プロジェクト（ ）事業による （評価の視点「① 独創的・先端的な学術研究を推進する全国共同利用がどのSPP
十勝管内の高校教員を対象にした教員研修等を実施している。 ように行われているか 」関連）。

．積極的な国際協力の展開と連携融合事業の推進 ２．積極的な研究成果等の情報提供13
法人化以前から積極的な国際協力活動を展開してきた本学は、平成 年２月 原虫病研究センターを中核組織として、平成 年度から平成 年度まで実施17 14 18

に と連携協力協定を締結した。また、本学がこれまで実施してきた国際協 された 世紀 プログラム「動物性蛋白質資源の生産向上と食の安全確保－JICA 21 COE
力活動及び地域貢献活動が、国際的にも高く評価され、平成 年５月に、国際 特に原虫病研究を中心として－」の成果報告シンポジウムを、平成 年 月に開18 19 4
連合ユネスコ国際教育計画研究所（ユネスコ ）との間で、大学として世界 催した。また、６月の市民大学講座での講義のほか、放送大学での特別講義なIIEP
で２校目となる連携協力協定を締結した。本年度は、平成 年４月に 、ユ ど、 世紀 プログラムによる研究成果の社会への積極的な発信に努めた。19 JICA 21 COE
ネスコ との連携融合事業を推進するための全学的な組織として、学長直轄 また、同センターのホームページを大幅に更新し、研究内容、研究成果等の共IIEP
の「連携融合事業推進室」を設置した。 同利用に関する情報提供の改善を図った。
連携融合事業として本年度は 青年海外協力隊短期派遣制度に基づく フ （評価の視点「④ 大学等の研究者に対する情報提供について、どのような取、 「JICA

ィリピン酪農開発強化プロジェクト」への学生の派遣、畜産国際協力ユニット 組を行っているか 」関連）。
の教育課程の一環としてのタイ国（マヒドン大学等）での海外実習、国際機関
におけるインターンシップ派遣としてのユネスコ への大学院生の派遣を実IIEP
施した。このほか、ユネスコ 、英国ノッティンガム大学と共同で、国際協IIEP
力に関する学生主体のジョイントセミナー開催に向けた協議を開始したほか、
開発途上国における現地教育研究拠点を形成するため、モンゴル農業大学及び
フィリピン大学ロスバニオス校と本学学生の受入・サポート体制の整備、学生
・教職員交流の充実方策、本学への 研修員受入等について協議を行った。JICA

また、本年度は、食の安全確保に関する人材育成と国際共同研究の推進に資
、 （ ） 、するため ハノーバー獣医科大学 ドイツ との学術交流協定を締結したほか

、 （ ）、大動物特殊疾病研究センターが チェンマイ大学獣医公衆衛生センター タイ
ベトナム農業農村開発省国立獣医学研究所のそれぞれと部局間交流協定を締結
した。
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Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む 、収支計画及び資金計画。）

※ 財務諸表及び決算報告書を参照

Ⅳ 短期借入金の限度額

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

１ 短期借入金の限度額 １ 短期借入金の限度額 なし
８億円 ７億円

２ 想定される理由 ２ 想定される理由
運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等に 運営費交付金の受入遅延及び事故の発生等によ

より緊急に必要となる対策費として借り入れする り緊急に必要となる対策費として借り入れするこ
ことも想定される。 とも想定される。

Ⅴ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

なし なし なし

Ⅵ 剰余金の使途

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

決算において剰余金が発生した場合は、教育研究 決算において剰余金が発生した場合は、教育研究 平成 年度以前の決算において生じた剰余金について18
の質の向上及び組織運営の改善に充てる。 の質の向上及び運営組織の改善に充てる。 は、本年度は使用しなかった。

帯広畜産大学
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Ⅶ そ の 他 １ 施設・設備に関する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

（単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円）

施設・設備の内容 予定額 財 源 施設・設備の内容 予定額 財 源 施設・設備の内容 実績額 財 源

総額 総額 総額

・小規模改修 施設整備費補助金 ・ 総合研究棟改修 施設整備費補助金 ・総合研究棟Ⅰ号館 施設整備費補助金132 716 738
（ ） （ ） ・講義棟改修事業 （ ）132 716 716

・小規模改修 国立大学財務・経営
センター施設費交付

（注１）金額については見込みであり、中期目標を達 注）金額は見込みであり、上記のほか、業務の実施状 金
成するために必要な業務の実施状況等を勘案し 況等を勘案した施設・設備の整備や、老朽度合い等 （ ）22
た施設・設備の整備や老朽度合等を勘案した施 を勘案した施設・設備の改修等が追加されることも
設・設備の改修等が追加されることもある。 あり得る。

（注２）小規模改修について 年度以降は 年度同額17 16
として試算している。
なお、各事業年度の施設整備費補助金につい

ては、事業の進展等により所要額の変動が予想
されるため、具体的な額については、各事業年
度の予算編成過程等において決定される。

○ 計画の実施状況等

・ 施設整備
総合研究棟Ⅰ号館改修（ 、講義棟改修（ ）を計画R3 2,220m R3 2,530m2 2

）
どおり実施した。

・ 小規模改修
既存施設・設備の老朽化、機能劣化に伴う建物及び設備の更新及び改善整

備事項として、乳製品工場改修工事を計画どおり実施した。
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Ⅶ そ の 他 ２ 人事に関する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

○ 方針
１．大学運営の効率的、効果的推進や教育研究活動 ( ) 平成 年度の常勤職員数 人 「Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況」の「( ) 業務運1 19 230 1
の活性化を図るため、優秀な人材の確保、任期制 また、任期付職員数の見込みを 人とする。 営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措11
の活用、適切な職員の配置及び職員の資質向上を 置」 ～ 参照p.27 p.28
図る。 ( ) 平成 年度の人件費総額見込み 百万円2 19 2,933
． 、 。２ 常勤職員については その職員数の抑制を図る

（参考）
中期目標期間中の人件費総額見込み 百万円13,656

帯広畜産大学
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○ 別表１（学部の学科、研究科の専攻等の定員未充足の状況について）

（平成 年５月１日現在）19

学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率

a b b / a 100( ) ( ) ( ) ( )×
(人) (人) (％)

【学士課程】

畜産学部

240 262 109.2獣医学科

860 908 105.6畜産科学科（※１）

1,100 1,170 106.4学士課程合計

【修士課程】

畜産学研究科

18 24 133.3畜産管理学専攻

48 49 102.1畜産環境科学専攻

16 27 168.8生物資源科学専攻

30 32 106.7畜産衛生学専攻（※２）

112 132 117.9修士課程合計

【博士課程】

畜産学研究科

14 26 185.7畜産衛生学専攻（※２）

14 26 185.7博士課程合計

○ 計画の実施状況等

１ 別表の記載内容について
・ 畜産学部畜産科学科の収容数には、平成 年度の改組前の、畜産環境科学14
科の人数（２人）を含む （※１）。

、 。・ 畜産学研究科畜産衛生学専攻は 平成 年４月に博士後期課程を設置した18
表中の収容定員及び収容数は、次の員数を記載している （※２）。
修士課程：改組前の修士課程及び改組後の博士前期課程の員数
博士課程：博士後期課程の員数

２ 秋季（平成 年 月）入学の状況19 10
・ 畜産学研究科畜産衛生学専攻

博士前期課程 ４人 博士後期課程 ５人
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○ 別表２（学部、研究科等の定員超過の状況について）

（平成16年度）

国費

留学生数

外国政府
派　　遣
留学生数

大学間交流協
定等に基づく
留学生等数

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） （Ｅ） （Ｆ） （Ｇ） （Ｈ） （Ｉ） （Ｊ） （Ｋ）
【(B)-(D,E,F,G,Iの合計)】 (J)/(A)×100

(人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (％)

畜 産 学 部 1,100  1,156  2  1  0  0  28  53  42  1,085  98.6  

(人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (％)

畜産学研究科 112  105  15  6  0  0  6  6  5  88  78.6  

（研究科等）

超過率算定
の対象となる
在学者数

定員超過率
学部・研究科等名

（学部等）

左記の収容者数のうち

左記の外国人留学生のうち
収容定員 収 容 数 外 国 人

留学生数
休学者数 留年者数

左記の留年者数の
うち、修業年限を
超える在籍期間が
２年以内の者の数

（平成17年度）

国費

留学生数

外国政府
派　　遣
留学生数

大学間交流協
定等に基づく
留学生等数

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） （Ｅ） （Ｆ） （Ｇ） （Ｈ） （Ｉ） （Ｊ） （Ｋ）
【(B)-(D,E,F,G,Iの合計)】 (J)/(A)×100

(人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (％)

畜 産 学 部 1,100  1,158  3  1  0  0  22  47  39  1,096  99.6  

(人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (％)

畜産学研究科 112  116  19  9  0  0  4  8  7  96  85.7  

（研究科等）

超過率算定
の対象となる
在学者数

定員超過率
学部・研究科等名

（学部等）

左記の収容者数のうち

左記の外国人留学生のうち
収容定員 収 容 数 外 国 人

留学生数
休学者数 留年者数

左記の留年者数の
うち、修業年限を
超える在籍期間が
２年以内の者の数
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○ 計画の実施状況等

（平成18年度）

国費

留学生数

外国政府
派　　遣
留学生数

大学間交流協
定等に基づく
留学生等数

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） （Ｅ） （Ｆ） （Ｇ） （Ｈ） （Ｉ） （Ｊ） （Ｋ）
【(B)-(D,E,F,G,Iの合計)】 (J)/(A)×100

(人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (％)

畜 産 学 部 1,100  1,171  5  1  0  0  26  60  52  1,092  99.3  

(人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (％)

畜産学研究科 119  126  22  6  0  0  5  2  2  113  95.0  

超過率算定
の対象となる
在学者数

定員超過率収容定員 収 容 数 外 国 人
留学生数

左記の収容者数のうち

左記の外国人留学生のうち

休学者数 留年者数
左記の留年者数の
うち、修業年限を
超える在籍期間が
２年以内の者の数

学部・研究科等名

（学部等）

（研究科等）

（平成19年度）

国費

留学生数

外国政府
派　　遣
留学生数

大学間交流協
定等に基づく
留学生等数

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） （Ｅ） （Ｆ） （Ｇ） （Ｈ） （Ｉ） （Ｊ） （Ｋ）
【(B)-(D,E,F,G,Iの合計)】 (J)/(A)×100

(人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (％)

畜 産 学 部 1,100  1,170  5  1  0  0  28  67  61  1,080  98.2  

(人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (％)

畜産学研究科 126  158  15  6  0  0  6  2  2  144  114.3  

左記の留年者数の
うち、修業年限を
超える在籍期間が
２年以内の者の数

学部・研究科等名

（学部等）

（研究科等）

超過率算定
の対象となる
在学者数

定員超過率収容定員 収 容 数 外 国 人
留学生数

左記の収容者数のうち

左記の外国人留学生のうち

休学者数 留年者数
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